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明 ナ台 8 年  （1875年）

 8 月 森有礼氏が東京尾張町に，商法講習所を私設した。

     （商法講習所は我国に於ける学校商業教育及び本学の愚民である）

 ll 月 森有礼氏は全権公使として清国駐笥の命を受け，商法講習所の管

     理を東京会議所に委した。

明治9年目1876年）

 5 月 木挽町10丁目13番地に移転し，同時に東京府立となり，矢野二郎

     氏が所長に任ぜられた。

明治13年（1880年）

 11月 東京圏東京商法会議所議員渋沢栄一，益田孝，福地源一郎，木村

     利右衛門，清水九兵衛の5氏を商法講習所委員とし，商法講習所

     規則を制定させた。

明治14年目1881年）

 4 月 東京商法会議所議員渋沢栄一一等が，商法講習所規則を制定し

     た。

 7 月 東京府会が本所経費の支出を拒否した為，本所は突然廃止せられ

     た。

 9 月 府庁より農商務省に稟請して其の補助を得，再び本所を興した。

     矢野ご郎氏が所長に任ぜられた。

明治15年（1882年）

 10 月 本所維持のため府下の有志が醸金を始めた。偶宮内省より恩賜金

     の御沙汰があった。

明治16年（1883年）

 10 月 矢野二郎氏職を辞し，東京府御用掛南貞助氏が所長事務心得とな

     つた。

明治17年（1884年）

 3 月 農商務省の直轄となり東京商業学校と改称し，農商務権少書記官
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     河上av一一氏が校長を兼任した。

 5 月 研究規則を設けた。

 6 月 農商務省第一国立銀行頭取渋沢栄一氏，日本銀行副総裁富田鉄之

     二二，三井物産会社社長益田孝氏に商議委員を嘱託した。

 8 月 河上as一一三二を辞し，矢野二郎氏が再び校長に任ぜられた。

明治18年（1885年）

 5 月 文部省の直轄となった。

 9 月 22日本校と，東京外国語学校及び前年3月に創立せられた同校

     所属高等商業学校とを併せて1校とし，神田区一橋通町1番地旧

     東京外国語学校校舎に於て，東京商業学校の名称のもとに発足し

     た。文部省御用掛森有礼氏本校監督を兼ね，旧東京商業学校長を

     本校長に任じ，同商議委員を本校商議委員とし，又今後此の日を

     以て本校創立記念日とすることになった。

明治19年（1886年）

 1 月 教科を分け高等部，普通部，語学部の3部とした。

     木挽町の旧校舎に，商工徒弟講習所を新設して本校の附属とし，

2

4

5

月

月

月

6 月

7 月

9 月

実用卑近の学術を授けることになった。

高等部及び語学部を廃止した。

職制が定まり，始めて教頭，幹事を置いた。

大蔵省所属銀行事務講習所が本校の所属となり，銀行専修科とし

て旧則に従い，専ら銀行の業務を教授することになった。

神田錦町1丁目に在った，大蔵省所属銀行事務講習所の校舎を本

校内に移した。

本校及び附属商工徒弟講習所，同銀行専修科の規則を改定した。

改定規則を実施し，本校は教科を尋常，高等の2科に分け課程を

尋常科3年，高等科2年通じて5年を以て業を卒えるものとし，

商工徒弟講習所は教科を職工科，別科，夜学科の3科に分け，課

程を職工科3年，別科2年目し，銀行専修科は其の課程を2年と

した。

明治20年（1887年）
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 3 月 規則を改正し，次学期の始より之を実施した。尋常科，高等科の

     称を廃止して予科，本科を置き，修業年限は予科1年，本科4年

     とし，梢其の程度を高めた。

 6 月 附属銀行専修科を主計専修科と改称し，官庁及び銀行会社等の会

     計事務に必要な学術及び実務を教授する所とし，其の教則を定め

     た。

 9 月 主計専修科の教則を実施した。

 10 月 高等商業学校と改称した。

明治21年（1888年）

 3 月 校長職務規程を定めた。

 4 月 研究規則を修正し其の研究年限を2年とした。

 8 月 伊太利語の1科を試呈した。

明治22年（1889年）

 3 月 本校及び附属科の規則を改正し，本科の修業年限を3年とし，附

     属主計専修科を主計学校と改称した。

     始めて正式に卒業証書授与式を挙行し，商法講習所創立以来21年

     7月までの本校卒業生118名及び銀行事務講習所引継以降主計専

     修科に至るまでの卒業生55名に卒業証書を授与した。

 ユ0 月 附属商工徒弟講習所別科を分離して本校補充科とした。

明治23年（1890年）

 1 月 附属商工徒弟講習所を職工徒弟講習所と改称し，本校より分離し

     て東京職工学校に移した。

 7 月 閣議に於て本校校舎の改築を決定し，其の費用は22年度より27年

     度まで継続費として支出することとし，工事に着手した。

 10 月 更に本校官制を定められ，教頭の職を廃し教諭を教授に助教諭を

     助教授に改めた。

明治24年（1891年）

 7 月 規則を改正し補充科を廃して，予科2年本科3年目課程とし，学

     科目を増設し其の程度を高めた。

     附属主計学校規則にも亦改正を加え，梢其の程度を高めた。
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 8 月 官制の改正により幹事の職を廃した。

明治25年（1892年）

 1 月 教務委員規程を定め委員3名を置いた。

 4 月 本校官制に拠り更に商議委員7名を置いた。

 11 月 第2回卒業証書授与式を挙げ，明治23年以後の本科卒業生156名

     及び同22年以後の附属主計学校卒業生125名に卒業証書を授与し

     た。

明治26年（1893年）

4 月

6 月

8 月

9 月

11月

校長矢野二郎氏職を辞し，法科大学教授法学博士和田垣謙三氏が

臨時校長事務取扱を命ぜられた。

文部省参事官由布武三郎氏校長に任ぜられ，和田垣謙三氏は校長

事務取扱を免ぜられた。

官制の改正あり，職員定員申教ff 15人を12人に，助教授22人

を12人目．書記10人を7人に減ぜられた。

規則を改正し，従来の予科2年を1年とし，尋常中学校の優等卒

業生は試験をせず，商業学校の優等卒業生は若干の普通学科を試

験し，共に予科に入学を許すことにした。

学科目の，一，二を併合し，第2外国語に露語を加え，叉授業時

数に増減を加え，尚研究規則を研究科規程に改めた。

改正規則を実施した。

附属主計学校が廃止された。

第3回卒業証書授与式を挙行し，本年7月卒業の本科生37名，

主計生30名に卒業証書を授与した。

明治27年（1894年）

 6 月 入学規程を追加し，尋常中学校卒業生で無試験入学を許し難い者

     の入学試験方法を定めた。

 11 月 第2外国語に朝鮮語を加えた。

明治28年（1895年）

 7 月 教務委員規程を廃した。

 8 月 校長由布武三郎氏文部省参事官に任ぜられ，文部大臣秘書官小山
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     健三氏が校長に任ぜられた。

明治29年（1896年）

 8 月 規則を改正し，予科に於ては博物，図画の2科を廃して第2外国

     語科を加え，物理化学は応用を主とし，倫理は専ら商業道徳を講

     説することにした。本科に於ては，従来単一の科目であった法律

     を，民法，商法，国際法の3科に分け，経済及び統計を経済学，

     統計学，財政学の3科に分け，商事要項及び実践を商業学，商業

     実践の2科に分け，機械工業科を新設し，商業地理並びに歴史を

     商工地理，商工歴史と改めた。

     入学規程中尋常中学校卒業生特別試験入学の項を廃し，商業学校

     卒業生の入学試験方法を改めた。

     予科に入学を許した後，其の優等者は試験を経て直に本科に進む

     ことを得る条規を廃し，尚他の条項にも多少の修正を加えた。

 9 月 改正規則を実施した。

明治30隼（1897年）

 4 月 附属外国語学校が設置せられた。

     文部省直轄諸学校官制改正に依り，附属外国語学校に主事を置い

     た。

     本校職員定員中教授12人を14人に増加きれ，新に附属外国語学

     校の職員定員を，教授15人助教授8人書記2人と定められた。

 6 月 研究科規程を廃して，専攻部規程を設けた。

 7 月 附属外国語学校規則を制定した。即ち英，仏，独，露，西班牙，

     支那，朝鮮の7語を設け，生徒を正科生及び特別生の2種に区別

     し，正科生の修業年限を3年とし，特別生の修業年限を3年以内

     とした。

 9 月 専攻部規程を実施した。

     附属外国語学校規則を実施した。

 1i 月 本校規則申試験，進級及び卒業規程を改正した。

明治31年（i898年）

 5 月 校長小山健三氏交部次官に任ぜられ，教授神田乃武氏が校長心得
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     を命ぜられた。

 6 月 東京帝国大学書記官清水彦五郎氏校長に任ぜられ，神田乃武氏は

    温品心得を免ぜられた。

 8 月 校長清水彦五郎氏職を辞し，文部省実業教育局長手島精一氏が校

    長事務取扱を命ぜられた。

 10 月 附属外国語学校規則の一部を改正し，始めて副科規程を設けた。

     手島精一氏校長事務取扱を免ぜられ，交部省高等学務局長高田早

    苗氏が校長事務取扱を命ぜられた。

 11 月 高田早苗氏校長事務取扱を免ぜられ，：文部省普通学務局長沢柳政

     太郎氏が校長事務取扱を命ぜられた。

明治32年目1899年）

 3 月 沢柳政太郎氏校長事務取扱を免ぜられ，大蔵省参事官駒井重格氏

     が校長に任ぜられた。

     文部省令第13号実業学校教員養成規程に依り，商業学校及び商

     業補修学校の教員となる者を養成する目的で，商業教員養成所を

     本校内に設置し，本校長が之を管理することになった。

 4 月 附属外国語学校を東京外国語学校と改称し，本校より分離した。

 5 月 本校教授水島鎮也氏が，商業教員養成所主任を嘱託せられた。

     商業教員養成所規則を制定した。生徒は師範学校，中学校，又は

     甲種以上の商業学校卒業者で，地方長官の推薦した者の中より選

     直し，、若し定員に満たない時は一般より募集し，試験を行い合格

     した者より選抜することにした。修業年限は2年とし，生徒在学

     中学資を補給することになった。

 7 月 本校の学科課程を改正し，専攻部修業年限を2年とした。

 9 月 改正学科課程を実施した。

    商業教員養成所の授業を開始しtこ。

 10 月 専攻部規程に改正を加えた。

明治33年（1900年）

 3 月 職員定員中教授14人を16人に，助教授12人を14人に増加され

     た。
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明治34年（1901年）

 4 月 職員定員中教授16人を22入に増加された。

 6 月 専攻部規程に改正を加えた。

 12 月 校長駒井重格氏卒去せられ，交部省参事官寺田勇吉氏が校長事務

     取扱を命ぜられた。

明治35年（1902年）

 1 月 水島鎮計図商業教員養成所主任を辞し，本校教授法爽五郎氏が同

     所主任を嘱託せられた。

 2 月 文部書記官点心部省参事官寺田勇吉氏が校長に任ぜられた。

 4 月 東京高等商業学校と改称した。商業教員養成所が本校に附設せら

     れることになり，教授東爽五郎氏が同所主事を命ぜられた。

     更に実業学校教員養成規程の公布あり，養成所規程を制定した。

     職員定員中教授23人を30人に，書記8人を11人に増加された。

 8 月 校長寺田勇吉氏休職仰付けられ，東京帝国大学法科大学教授法学

     博士松崎蔵之助氏が校長兼任を命ぜられた。

 9 月 法学博士松崎蔵之助氏が校長兼東京帝国大学法科大学教授に任ぜ

     られた。

 10 月 商業教員養成所学資補給の規程を改正した。

 11 月 試験，進級，卒業規程及び専攻部学科課程を改正した。

明治36年（1903年目

 1 月 商業教員養成所主事教授東輿五郎氏は，神戸高等商業学校教授に

     任ぜられた。

 2 月 教授佐野善作氏が商業教員養成所主事を命ぜられた。

     専攻部規程に改正を加えた。

 5 月 規則中入学に関する規程を改正した。          ’

 10 月 規則中学科課程を改正した。

 12 月 職員定員中書記11人を9人に減ぜられた。

明治37年（1904年）

 12 月 規則中入学資格に関する条項を改正した。

明治38年（1905年）
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 1 月 授業料規程に改正を加えた。

 3 月 職員定員中教授30人を31人に増加された。

明治39年（1906年）

 12 月 専攻部規程に改正を加えた。

明治40年（1907年）

 1 月 専攻部規程中に改正を加え，神戸高等商業学校卒業生を専攻部に

     入学させ得ることにした。

 2 月 試験，進級及び卒業規程を改正した。

     商業教員養成所規程中，試験及び卒業の章を改正した。

 12 月 規則に改正を加えた。

     商業教員養成所規程を改正し，休学の規程を設けた。

明治41年（1908年）

 2 月 授業料規程に改正を加えた。

 3 月 職員定員中教授31人を34人に，書記9人目10人に増加された。

明治42年（19（D年）

 4 月 職員定員中教授34人を35人に増加された。

 5 月 校長法学博士松崎蔵之助氏職を辞し，文部省実業学務局長工学博

     士真野丈二氏が校長事務取扱を命ぜられた。

     教授佐野善作劇職を辞し，教授奈佐忠行氏が商業教員養成所主事

     を命ぜられた。

     入学，退学，在学規程に改正を加えた。

     専攻部廃止の文部省令が公布された。

 6 月 更に専攻部当分存置の省令が公布せられた為，専攻部仮規程を設

     けた。

 9 月 真野文二氏校長事務取扱を免ぜられ，講師沢柳政太郎氏が校長事

     務取扱を命ぜられた。

明治43年（1910年）

 1 月 授業料規程に改正を加えた。

 2 月 規則及び専攻部品規程に改正を加えた。

 3 月 職員定員中教授35人を34人に，助教ff 14人を12人に減ぜられ
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     た。

 9 月 学級，学科課程及び入学，在学，退学規程に改正を加えた。

明治44年（1911年）

 3 月 校長事務取扱沢柳政太郎氏東北帝国大学総長に任ぜられ，山口高

     等商業学校長坪野平太郎氏が校長に任ぜられた。商業教員養成所

     規程を改正し，1修業年限を4年とした。

 4 月 商議委員の更迭増員あり。

 6 月 休学規程，授業料規程及び専攻部仮規程に改正を加え，予科及び

     本科の学科課程を改正した。

 9 月 予科及び本科課程を実施した。

 11 月 専攻部首規程に改正を加えた。

明治45年（1912年）

 3 月 文部省令を以て専攻部規程を定められた。

     商業教員養成所試験進級及び卒業規程に改正を加えた。

 4 月 試験進級及び卒業規程に改正を加えた。

大正元年（1912年）

 12 月 商議委員に減員あり。

大正2年（1913年）

 6 月 本校職員定員中教授34人を33人に，書記10人を9人に減ぜら

     れた。

     校長職務規程が改正された。

大正3年（1914年）

 8 月 校長坪野平太郎氏職を辞し，教授法学博士佐野善作氏が校長兼教

     授に任ぜられた。

大正4年（1915年）

 1 月 入学，在学，退学規程，授業料規程及び専攻部規程を改正した。

（修業年限3年以上の官立高等商業学校卒業生を専攻部に入学させ得ることにした）

3 月 専攻部規程に改正を加えた。

4 月 商業教員養成所総則，入学，在学，退学の規程を改正した。（学資
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  補給の規定を廃した）

月 授業料規程を改正した。

月轍纈程敏正し・・（轍馨馨物恥霊蘭

月 学級，学科課程及び専攻部規程に大改正を加えた。

  商業教員養成所学科課程を改正した。

  本校創立40年記念式を挙行した。

月 学級，学科課程，学年，学期，休業規程，試験進級，卒業規程，

  専攻部規程及び商業教員養成所学年学期，休業規程，試験，進

  級，卒業規程を改正した。 （学年開始期を4月に変更した）

大正5年（1916年）

1 月

3 月

4 月

12 月

本校及び商業教員養成所入学，在学，退学規程に改正を加えた。

専攻部校舎1棟新築落成した。（三井家の寄贈による）

入学，在学，退学規程に改正を加えた。

職員定員中教授33人を35人に増加された。

大正6年（1917年）

 2 月 本校規則及び専攻部規程を改正した。 （大阪市立高等商業学校卒

     業生を専攻部に入学させ得ることにした）

     本校剣道及び柔道場が新築落成した。 （一橋会の寄贈による）

5 月

6 月

専攻部研究室が落成した。 （卒業生内田信也氏の寄贈による）

職員定員中教授35人を39人に増加された。

御大典記念図書館が新築竣工した。 （同窓会並びに如水会の寄贈

による）

大正7年（1918年）

3 月 学資貸給規程に改正を加えた。

7 月 職員定員中教授39人を42人に増加された。

大正8年（1919年）

 6 月 商業教員養成所総則の一部を改正し，再：び学資補給の規定を加え

     た。

大正9年（1920年）
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 3 月 勅令第71号による東京商科大学官制の公布と共に，勅令第72号

     にて交部省直轄諸学校官制改正され，31日限り東京高等商業学

     校は廃止された。

 4 月 1日新に東京商科大学開設され，本学には大学学部の外予科及び

     附属商学専門部を置き，東京高等商業学校学生生徒で大学叉は予

     科に編入を希望する者は之を相当級に編入し，希望しない者に対

     しては，商学専門部に専攻科及び高等商業科を特設して夫々之に

     編入し，旧規程に依り修業させることにした。

     職員定員は，大学長1人大学教授15人大学助教授5人事務官1

     人助手1人書記9人予科教授10人予科助教授4人商学専門部教

     授15人商学専門部助教授7人と定められた。

     同日東京高等商業学校長法学博士佐野善作氏が東京商科大学長に

     任ぜられ，東京高等商業学校職員は夫々学部叉は各部科の職員に

     任ぜられ，予科教授石川文吾氏は予科主事に，商学専門部教授奈

     佐忠行氏は商学専門部主事に漏せられた。

     同日勅令第76号により，官立大学長，教授，助教授，事務宮，

     東京商科大学予科及び附属商学専門部教授の官等俸給に関する件

     を定められた。同日商業教員養成所を本学に附属させ，商学専門

     部教授星野太郎氏が主事に補せられた。

     21日遅立大学長職務規程を定められた。商業教員養成所規則制

     定の件認可され，修業年限を3年は改めた。

 6 月 職員定員中商学専門部教授15人を16人に，同助教授7人を8人

     に増加された。

大正10年（1921年）

 3 月 学則に改正を加えた。

     学位規程を制定す。

 6 月 予科教授石川文吾氏は予科主事を免ぜられた。

 7 月 職員定員中大学教授！5人を22人に，書記11人を13人に，予科

     教授11人を18人に増加され，商学専門部教授30人を27人に減

     ぜられ，同助教授9入を10入に増加された。
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 g 月 予科教授木村恵吉郎氏が予科主事に補せられた。

 12 月 学則に改正を加えた。

大正ll年（1922年）

 3 月 学則申に改正を加え，創設以来実施した大学分科制を廃し，又学

     科課程中に大改正を加えた。

 5 月 職員定員中予科教授18人を23人に，助教授4人を5人に増加き

     れ，商学専門品教授27人を23人に減ぜられた。

大正12年（1923年）

 5 月 職員定員中商学専門部教授10人を5人口減ぜられた。

     府下石神井村に運動場用地約2万4千坪を購入した。

 6 月 学則に改正を加えた。

 9 月 大震火災あり，本学建築物の大部分が鳥有に帰したので，臨時休

     業し善後策を講じた。

 12 月 1日校舎の残部，東京高等学校及び私立東京農業大学に於て，授

     業を開始した。

     其の間本学敷地及び府下石神井村本学運動場に当て，仮校舎の建

     築に着手した。

大正13年（1924年）

 3 月 予科教授兼大学教授木村恵吉郎氏大学教授兼予科教授に任ぜら

     れ，更に予科主事に曝せられた。

     仮校舎の建築が竣工したので，東京高等学校及び私立東京農業大

     学に於ける授業を閉止した。

 4 月 本学各部科の授業を焼残旧校舎及び新築仮校舎に於て開始し，予

     科全部を石神井仮校舎に移転した。

     本学に経理事務講習所が設置された。

 10 月 学則中に改正を加えた。

 12 月 学則申に改正を加え，学資貸給並びに予科及び商学専門部の入学

     資格に変更を加えた。

     商業教員養成所規則申，入学に関する条項を改正した。

大正14年（1925年）
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 2 月 学則中授業料に関する規定：を改正し，14年度より実施した。

 4 月 職員定員中品学専門部教授23人を22人に減ぜられた。

     予科，商学専門部，商業教員養成所生徒教練の為，陸軍現役将校

     を配属された。

 8 月 大学学生教練の為，陸軍現役将校を配属きれた。

 9 月 学部及び附属商学専門部の位置を，東京府北多摩郡谷保村大字谷

     保（現在の国立町に）変更の件が認可された。

     創立50周年記念式を挙行した。

 10 月 書記の定員13人用15人に増加きれた。

 11 月 社団法人一橋会より，干葉県富浦町所在水泳場寄宿舎並びに附属

     建物を本学へ寄贈せられた。 （箱根土地株式会社より一橋会へ寄

     細きれたものである）

大正15年（1926年）

1 月

3 月

9 月

 11月
昭和2年（1927年）

 3 月 予科の位置を東京府北多摩郡小平村大字小川及び小川新田に変更

     の件が認可された。

     同月19日酋学専門部教授奈佐忠行氏商学専門部主事を免ぜら

     れ，大学教授兼商学専門部教授堀光亀氏が商学専門部主事に補せ

     られた。

 4 月 商学専門部及び商業教員養成所は，本学新敷地内仮校舎に移転し

     た。 （同流校舎は箱根土地株式会社の寄贈による）

 5 月 本学に補手の制を設けた。

 11 月 本学新敷地内に於ける兼松記念講堂が落成した。 （神戸市株式会

    社兼松商店の寄贈による）

学則中入学に関する条項を改正した。

学則巾入学に関する条項を改正した。

官制改正の結果，大学に附属図書館を設け，図書館長1人及び司

書2人を置き，図書館長は教授，助教授の中より三部大臣が之を

補することになった。

大学教授経済学博士高垣寅次郎氏が附属図書館長に乱せられた。
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昭和3年（1928年）

 6 月 商学専門部雨天体操場が落成した。

 g 月 商学専門部寄宿舎が落成した。

 10 月 官制改正の結果学生監を廃し，新に学生主事2人及び同主事補2

     人を置かれた。

昭和4年（1929年置

 3 月 学則中授業料に関する規定を改正した。

 4 月 東京商科大学官制改正きれ，官立商業大学官制が公布された。

 8 月 商学専門部生徒控所及び食堂が落成した。

 12 月 官制の改正あり，職員定員中大学助教授5人を8人に，助手5人

     を7人に，書記15人を16人に増加された。

昭和5年（1930年）

4

6

9

月

月

月

10 月

12 月

商学専門部本館新築成り，移転を完了した。

向島艇庫の新築が落成した。

国立学部敷地内の図書館及び研究室殆ど竣成し，本館建築工事亦

大に進捗したので，本学事務室，図書館並びに学部を之に移転

し，従来の一ツ橋敷地内に一ツ橋出張所を設けた。

学部学生食堂控所等が落成した。

学部本館落成し，事務室を之に移す。官制の改正あり，職員定員

中大学助教授8人を10人に，助手7人を10人に増加された。

昭和6年（1931年）

 3 月 経理事務講習所が廃止された。

 5 月 本学国立移転式が挙行された。同時に故矢野二郎氏の銅像除幕式

     が挙行された。

 10 月 弓道場及び警備所其の他の附属建物が落成した。

昭和7年夏1932年）

 3 月 商品実験室及び柔剣道道場が落成した。

 正0 月 本学旧敷地内に建築申の一橋講堂が落成した。

 玉2 月 官制の改正あり，職員定員申助手10人を9人に，書記16人を

     15人に減ぜられた。
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     矢野記念館が社団法人如水会より建設寄附きれた。

昭和8年（1933年）

 8 月 府下小平村に予科本館新築成り，移転を了つた。

 9 月 学則中休業日，学部の授業学科目及び入学資格者の条項までの巾

     で，主として字句の修正，懲戒並びに予科の学期，退学等に関す

     ろ規定を改正した。

     発電所，第2学生集会所が落成した。 （第2学生集会所は大M．11

     年度在学学生生徒父兄有志の寄附による）

 11 月 商業教員養成所主弔商学専門部教授星野太郎氏逝去し，商学専門

     部教授村瀬玄氏が商業教員養成所主事事務取扱を命ぜられた。

 12 月 学則巾学部の入学資格に関する規定を改正した。

昭和9年（1934年）

 1 月 専門部教授け瀬暗合商業教員養成所主事事務取扱を免ぜられ，大

     学教授兼職予専門部教授商学博士藤本幸太郎氏が商業教員養成所

     主事に塾せられた。

 3 月 学則中学部の部科，課業，学科R，研究指導，試験及び委託生に

     関する規定を改正した。

 7 月 職員集会所，官舎及び第1学生集会所が落成した。

     予科プールが落成した。（一橋会の寄附による）

 8 月 商学専門部学生主事官舎敷地を購入した。

 9 月 予科柔剣道道場及び弓道道場が落成した。

昭和10年（1935年）

 2 月 官制の改正あり，職員定員中新に技手1人を置かれた。

 3 月 国立学部敷地内の官舎6棟，同専門部敷地内の官舎2棟，小平予

     科敷地内の官舎1棟及び予科寄宿舎が落成した。

 4 月 調査部の組織を変更し，名称を経済調査部と改めた。

 5 月 予科生徒控室，集会所及び食堂，雨天体操場等新築落成した。

 7 月 大学教授兼予科教授木村恵吉郎氏予科主事を免ぜられ，予科教授

     文学博士吹田順助氏予科主事事務取扱を命ぜられた。

 9 月 予科教授女学博士吹田順助氏予科主事事務取扱を免ぜられ，予科
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     教授阿久津謙二氏が予科主事に補せられた。

 韮0．月 大学長法学博士佐野善作転職を辞し・法学博士三浦新七氏が大学

     長に任ぜられた。

昭和il年（1936年）

、2 月 予科教授阿久津謙二氏予科主事を免ぜられ，大学教授法学博士上

     田貞次郎氏が予科主事事務取扱を命ぜられた。

     大学教授兼商学専門出教授赤光亀氏は商業専門部主事を，大学教

     授爵商学専門部教授商学博士藤本幸太郎氏は商業教員養成所主事

     を免ぜられ，大学教授商学博士吉田良三氏が商学専門部主事事務

     取扱商業教員養成所主事事務取扱を命ぜられた。

     大学教授経済学博士高垣寅次郎氏図書館長を免ぜられ，大学教授

     本間窟一氏が図書館長に嘱せられた。

 3 月 職員定員中大学助教授10人を11人に増加された。

     予科特別教室，講堂，図書館等新築落成した。

 12 月 大学長法学博士三浦新七比恵を辞し，大学教授法学博士上田貞次

     郎氏が大学長に任ぜられた。

昭和12年（1937年）

 2 月 予科教授白粉氏がゴり科主：嘱に補せられた。

 3 月 学則中商学専ドF醐1商業教員養成所の授業科目に関する規定を改正

     した。

     大学教授本間喜一氏図書館長を免ぜられ，大学教授文学博士吹田

     順助氏が図書館長に諭せられた。

 11月 大学教授商学博士吉田良三氏商学専門部主事事務取扱商業教員養

     出所主事事務取扱を免ぜられ，大学教授兼商学専門部教授井浦仙

     太郎氏が商学専門部主事商業教員養成所主事に補せられた。

 12 月 外国人学生取扱規則を制定した。

昭和13年（1938年）

 11 月 大学教授兼商学専門部教授井浦仙太郎氏商学専門部主事商業教員

     養成所主事を免ぜられ，大学教授兼商学専門三教授商学博士藤本

     幸太郎氏が専門部主事商業教員養成所主事に補せられた。
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昭和！4年（1939年）

 3 月商業教育に従事する者から選考に依り，特に毎年10名以内を学

     部に収容し，実業学校教員養成規程により修学させることにな

     り，4月から実施きれた。

 4 月 大学長法学博士上田貞次郎氏満洲国及び中華民国へ出張中，大学

     教授商学博士藤本幸太郎氏が大学長事務代理を命ぜられた。

 5 月 大学長法学博士上田貞次郎氏帰朝し，大学教授商学博士藤本幸太

     郎氏は大学長事務代理を免ぜられた。

昭和15年（1940年）

 3 月 商学専門部教授商学博士藤本幸太郎氏商学専門部主事商業教員養

     成所主事を免ぜられ，商学専門部教授上原二二氏が商学専門二二

     事商業教員養成所主事に補せられた。

     東亜経済研究所創設され，大学長法学博士上田貞次郎氏所長とな

     る。

 4 月 故各務謙吉氏寄附による金50万円を以て設立の，財団法人東京

     商科大学各務奨学基金が許可せられた。

     官立商業大学官制改正され，予科主事を予科長に改め，大学助教

     授定員11人を10人に減ぜられた。

 5 月 予科教授二二氏が予科長に濡せられた。大学長法学博士上田貞次

     二丁病気の為，大学教授商学博士高瀬荘太郎三が大学長事務代理

     を命ぜられた。

     大学長法学博士上田貞次郎氏逝去し大学教授商学博士高瀬荘太郎

     氏が大学長事務取扱を命ぜられた。

     故大学長法学博士上田貞次郎氏の葬儀を大学葬として執行した。

     大学教授兼附属商学専門部教授交野省督学官商学博士高瀬荘太郎

     氏が大学長に任ぜられた。

     大学長商学博士高瀬荘太郎氏東亜経済研究所長となる。

 6 月 学則申実業学校教員養成規程による学部学生の，履修科目に関す

     る規程を改正した。

昭和16年（1941年）
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月 官制改正あり，職員定員中大学助教授10人を13人に，助手9人

  を12人に増加された。

  商学専門部教授上原専禄氏商学専門部主事商業教員養成所主事を

  免ぜられ，大学教授兼商学専門出教授経済学博士山口茂氏が商学

  専門部主事商業教員養成暗主事に補せられた。

月 故法学博士上田貞次郎氏の，本学並びに学界に尽した功績を永久

  に記念し，妾出の専攻の諸学の研究を奨励する目的の下に，金5

  万円の寄付を以て，財団法人故上田貞次郎博士記念奨学基金設立

  の件が許可された。

月 i2日予科教授町田実秀氏より亡父豊千代氏（明治23年東京高等

  商業学校本科卒元浦賀船渠株式会社社長）の遣言にもとづき，金

  2万5千円を寄附され，これをもって新潟県中頸城郡名香山村に

  妙高町田山立を開設した。（敷地は故佐々木久二氏の寄贈による）

昭和17年（1942年）

 2 月 官制改正あり，東曲経済研究所設置せられ，東京商科大学教授商

     学博士高瀬荘太郎氏が東亜経済研究所長に補せられた。

     職員定員中大学教授23人置25入に，助教授13人を16人に，助

     手12人を15人に，書記15人を17人に増加された。

 4 月 官制改正あり，教授25人を27人に，助教授16人を18人分，助

     乎15人を17人に増加され，書記17人を16人に減ぜられた。

昭和18年（1943年）

1 月

4 月

9 月

勅令第40号を以て大学予科修業年限は2年となる。

大学予科修業年限を2年として実施された。

大学教授兼商学専門部教授商学博士山口茂氏商学専門部主事商業

教員養成幽幽事を免ぜられ，大学教授商学博士増地庸治郎氏が商

学専門部主事商業教員養成所主事に補せられた。

昭和19年（1944年目

 2 月 大学職員定員申大学教授26人を25人に，大学助教授16人を15

     人に，大学助手16人を14人に改正された。予科教授定員23人

     を20人に，商学専門部教授22人を19人に改正された。
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 4 月 勅令第206号を以て附属工業経営専門部が附属商学専門部に併置

     された。

     東亜経済研究所仮建物が一ツ橋に落成した。

     戦時緊急の要に応ずる為，予科校舎及び商学専門部校舎を東部第

     92部隊に貸与した。

     大学職員中学生主事2人を3人に，書記14人目16人に，学生主

     事補2人を3人に増加し，予科教授20人を19人に，商学専門部

     教授19人を14人に，同助教授5人を4人に減じ，新に工業経営

     専門部面授9人同感教授4入同助手1人を増加された。

 7 月 予科教授堀潮氏予科長を免ぜられ，大学教授兼予科教授経済学博

     士井藤半直直が予科長に差せられた。予科教授定員19人を15人

     に，同助教授5人を4人に変更，新に予科助手1人を増加された。

     商学専門部教授14人を11人に，同助教授4人を2人に，工業経

     営専門部教授9人を15人に，同助教授4人を6人に．同助手1

     人を2人に改正された。

     東亜経済研究所が一ツ橋仮庁舎に移転した。

 8 月 大学教授交学博士吹田順助氏図書館長を免ぜられ，大学教授山田

     雄三氏が図書館長に補せられた。

 10 月 勅令第558号により，官立経済大学官制公布され，東京商科大学

     は東京産業大学と改名された。

 12 月 兼松講堂及び大学校舎内の一部を中島飛行機株式会社に貸与し

     た。

昭和20年（1945年）

 3 月 商学専門部長兼商業教員養成所長大学教授兼商学専門部教授商学

     博士心地庸治郎氏卒去され，商学専門部教授兼大学教授鬼頭仁三

     郎氏が商学専門部長兼商業教員養成所長事務取扱を命ぜられた。

 3 月 一橋講堂及び東亜経済研究所仮庁舎を東部第1∞部隊に貸与した

     ため，研究所は国立に移転した。

 9 月 工業経営専門部教授鬼頭仁三郎氏商学専門部長兼工業経営専門部

    長商業教員養成所長に補せられた。
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     終戦に付予科校舎専門部校舎は第92部隊より，兼松講堂及び学

     部校舎の一部は中島飛行機株式会社より，一橋講堂及び東亜経済

     研究所は第100部隊より夫々返還を受けた。

昭和21年（1 9416年）

 3 月 勅令第155号によって，東亜経済研究所を経済研究所と改称され

     た。勅令第206号によって附属工業経営専門部が廃止された。

 4 月 官立大学官制公布せられ官職名が改められた。

     職員定員は大学長1名，大学教授25名，大学助教授15名，文部

     教官14名，文部事務宮（2級）2名，：文部事務宮24名，：文部技

     宮1名，予科長1名，予科教授14名，文部教官4名，商学専門

     部長1名，商学専門部教授17名，文部教官IO aと定められた。

 5 月 一橋講堂及び経済研究所は進駐軍に接収された。

 7 月 官制改正あり，文部事務官24名を25名に，予科教授14名を24

     名に，予科面部教官4名を8名に増加された。

 8 月 大学長商学博士高瀬荘太面面職を辞し，商学専門部教授兼大学教

     授上原専禄氏が大学長に腐せられた。

 10 月 大学教授経済学博士井藤半黒氏予科長を免ぜられ，予科教授兼大

     学教授高島善哉氏が予科長に補せられた。

     商学専門部教授兼大学教授鬼頭仁三郎氏商学専門部長兼商業教員

     養成所長を免ぜられ，大学教授兼商学専門部教授山中篤太郎氏が

     商学専門部長兼商業教員養成所長に評せられた。

 12 月 大学教授村松恒一郎氏が図書館長に浸せられた。

昭和22年（1947年）

 3 月 勅令第93号によって，東京産業大学を東京商科大学と改めた。

昭和23年（1948年）

 7 月 官制改正あり・，予科教授 24名を26名に，予科文部教官8名を9

     名に，商学専門部教授17名を22名に増加された。

昭和24年 （1949年）

 1 月 大学教if 25名を27名に，同助教授15名を17名に，文部教官

     14名を16名に増加された。
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     商学専門部教授兼大学教授上原専禄氏大学長を免ぜられ，大学教

     授i兼商学専門部教授経済学博士中山伊知郎氏が大学長に出せられ

     た。

     大学教授大塚金之助語経済研究所長を免ぜられ，大学教授兼商学

     専門部教授経済学博士中山伊知郎氏が経済研究所長に兼補せられ

     た。

 2 月 大学教授兼商学専門部教授経済学博士山中篤太郎氏商学専門部長

     兼商業教員養成所長を免ぜられ，大学教授兼商学専門部教授経済

     学博士山口茂氏が商学専門部長兼商業教員養成所長に補せられ

     た。

 5 月 31日法律第150号国立学校設置法によって，東京商科大学，同

     予科及び附属商学専門部，附属商業教員養成所を包括し，商学部，

     経済学部，及び法学社会学部3の学部からなる総合大学として一

     橋大学が設置された。同日東京商科大学長経済学遠忌中山伊知郎

     氏が初代学長に補せられ，商学部長に教授商学博士加藤由作氏，

     経済学部長に教授経済学博士上田辰之助氏，法学社会学部長に教

     授法学博士田申誠二氏が補せられた。

 7 月 教授村松恒一郎氏が一橋大学分校主事に補せられた。

     大学教授高島善哉氏は，一橋大学東京商科大学予科長事務を依嘱

     された。

     大学教授経済学博士山口茂氏は，一橋大学東京商科大学附属商学

     専門部長事務並びに同商業教員養成所長事務を依嘱された。

 11月 教授経済学出直申山伊知郎氏経済研究所長を免ぜられ，教授都留

     重人氏が経済研究所長に補せられた。

昭和25年（1950年）

 4 月 学長申山伊知郎氏米国出張中，教授経済学博士上田辰之助氏が学

     長事務代理を命ぜられた。

 5 月 教授村松恒一郎氏図書館長を免ぜられ，教授経済学博士山口茂氏

     が図書館長に益せられた。

 7 月 元東京商科大学教授経済学博士高垣寅次郎氏，同経済学博士根岸
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     二二，本間喜一氏はいずれも一橋大学東京商科大学客員名誉教授

     の称号を授与された。

     学長中山伊知郎氏帰国，教授上田辰之助氏は学長事務代理を免ぜ

     られた。

 10 月 ：本学創立75周年記念祭が，22日から29口まで9日間に亘って

     行われた。

昭和26年（1951年間

 1 月 15日学長選考規則にもとつく選挙の結果，教授中山傍知郎氏が

     当選引つづき学長の職に留任することになった。

3 月

4 月

10 月

11 月

国立学校設置法改正法律上84号により，法学社会学部は法学部

及び社会学部としてそれぞれ独立することになり，法学部長に教

授法学博士田申誠ご氏，社会学部長に教授上原専禄氏がそれぞれ

補せられた。なお他学部も学部長異動があり，経済学部長に教授

経済学博士井藤二二氏，商学部長に教授経済学博士山口茂氏，ま

た図書館長に教授商学博士加藤由作氏がそれぞれ補せられた。

国立学校設置法施行規則改正にともない，教授56名を53名に，

助教授49名を51名に，助手19名を20名に，職員183名を181

名にそれぞれ増減あり，総数に湿て2名の減員となる。

31日附属商学専門部，附属商業教員養成所が廃止された。

経済研究所は図書館の一部を仮庁舎としていたが二二のため東校

舎に移転した。

国立学校設置法施行規則の一部改正にともない，教授56名（学部

長3名をふくむ）を59名に，講師13名を11名に，助手20名を

19名にそれぞれ増減された。

13日をもつて経済研究所長都留重人氏の所長任期満了につき，経

済研究所長選考規則に基き選挙の結果引続き同所長に併任した。

昭和27年（1952年）

 3 月 国立学校設置法の一部改正にともない，事務職員を166名に減ぜ

     られた。

 5 月 11日一橋大学名誉教授東京商科大学初代大学長法学博士佐野善
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     作氏が5月1日逝去されたので，兼松講堂にわいて大学葬が行わ

     れた。

     12日一橋講堂は進駐軍より接収解除せられた。

 7 月 9日経済研究所（一ツ橋）は進駐軍より接収解除せられた。

 9 月 本学教職員のレクリェーション施設として，神奈川県津久井郡湘

     南村に相模寮を開設した。

 10 月 5日経済学部教授杉本栄一一EIZ 9月24口逝去されしにつき，兼松

     講堂において葬儀が行われた。

昭和28年（1953年）

 3 月 26日法律第25号により国立学校設置法が改正され，本学に大学

     院が置かれた。即ち商学研究科，経済学研究科，法学研究科及び

     祉会学研究科の4研究科が発足した。各研究科の科長はそれぞれ

     関係学部の学部長をもつてあてられた。

 4 月 1日国立学校設置法施行規則改正にともない，教授59名を62名

     に，助教授51名を55名に増加せられた。総数において7名の増

     加となる。

     学部長の一部異動あり，経済学部長に教授経済学博士赤松要氏，

     祉会学部長に教授経済学博士山中篤太郎氏がそれぞれ退せられ

     た。商学部長経済学憎士山口茂氏，法学部長法学博士田中誠二氏

     は留任となる。

 5 月 学長中山伊知郎氏欧洲諸国へ出張中，教授経済学漕士山口茂氏が

     学長事務代理を命ぜられた。

 7 月 14日教授村松恒一郎氏分校主事を免ぜられ，教授理学博士佐藤

     弘氏が分校主事に補せられた。    8    ’

    教授商学博士加藤由作氏図書館長を免ぜられ，教授村松恒～郎氏

    が図書館長に醸せられた。

 8 月 学長中山伊知郎氏帰国し，教授山口茂氏は学長事務代理を免ぜら

    れた。

     17日国立学校設置法施行規則改正にともない，教授62名を63

     名に，助教授55名を56名に，講師11名を10名に，助手19名を
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     18名に，それぞれ増減せられた。総数において変らず。

 10 月 26日改正学長選考規則にもとつく選考の結果，教授経済学博士

     中山伸知郎氏が当選，引つづき学長となる。

 H 月 14日経済研究所長選考規則にもとつく選考の結果，教授都留重

     人氏が当選，引つづき経済研究所長に補せられた。

昭和29年（1954年）

 3 月 31日国立学校設置法施行令制定及び国立学校設置法施行規則改

     正にともない，教授63名を66名に，助教授56名を59名に，講

     師10名を9名に，助f・ 18名を17名にそれぞれ増減あり，総数に

4 月

5 月

7 月

10 月

11月

おいて4名の増加となる。叉事務職員は4名減員され162名とな

った。

1日東京商科大学奨学財団から経済研究所（旧東亜経済研究所）

仮建物を寄贈された。

8日如水会から千代田区神田一ツ橋所在集会所（別館）を寄贈き

れた。

27日学長申山伊知郎氏外国出張中，教授経済学博士山口三三が

学長事務代理を命ぜられた。

学長中山伊知郎氏帰国し，教授山口茂氏は学長事務代理を免ぜら

れた。

1日一橋出張所（経済研究所仮建物）の一部を，国立開語研究所

に貸付けた。

31日教授商学部長経済学博士山口二二辞職し，商学部長の後任

として教授経済学博士高橋泰蔵氏が補せられた。

15日元教授経済学博士山口茂氏に，一橋大学名誉教授の称号を

授与された。

昭和30年（1955毎）

 2 月 28日故ハーヴアード大学教授ジョセブ・シュンペーター氏の蔵

     書5，701冊が，同夫人の遺言により本学に寄贈されたので，寄贈

     式を行った。

 3 月 12日商学部教授岩田巌氏3月3日逝宏きれ，兼松講堂において
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     商学部葬が行われた。

 4 月 1日学部長の異動あり，経済学部長に教授経済学博士山田雄三

     氏，法学部長に教授法学博士久保岩太郎氏がそれぞれ補せられ

     た。

     社会学部長経済学博士山中篤太郎氏は留任となる。

 5 月 9日元教授経済学博士上田辰之助氏に一・橋大学名誉教授の称号を

     授与きれた。

 7 月 t臼国立学校設置法施行令及び国立学校設置法施行規則の一部改

     正により，教授66名を68名に，助教授59名を63名に，助丁：17

     名を18名にそれぞれ増加せられ，総数において27名の増加とな

     る。N事務職員は2名減員され160名となった。

     14日教授理学博士佐藤幽幽分校主車を免せられ，教授理学博士

     石井頼三氏が分校主事に併任され，教授村松trL一一・郎氏は引続き附

     属図書館長に併任きれた。

 10 月 22日本学創立80周差記念式典が挙行きれた。

     27日学長中Ill伊知郎氏の任期満了に伴い，学長選考規則による

     選挙の結果，教授経済学博士井藤半弥氏が学長に昇任され，同時

     に一橋大学東京商科大学長に併任された。

 11 月 14日経済研究所長都留重人氏は，昨13日目もつて任期満了とな

     つたが，経済研究所長選考規則にもとづき，引続き同所長に併任

     きれた。

昭和31年（1956年）

 3 月 31日文部省令第4号国立大学の講座に関する省令の一部改正に

     よって，本学法学部に民事訟訴法1講座が増設された。

 4 月 1日文部省令第8号国立学校設置法施行規則の一部改正により教

     授68名を70名に，助教授63名を70名に，講師9名を8名に，

     その他の職員160名を158名にそれぞれ増減きれ，本学の職員定

     員は325名となった。

    元教授大塚金之助氏及び元教授堀潮氏に，本学名誉教授の称号が

    授与された．
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6日経済研究所の建物新営工事が着工きれた。

4日教授都留重人氏アメリカ合衆国へ出張のため，経済研究所長

の職を辞し，教授高橋長太郎氏が経済研究所長事務取扱を命ぜら

れた。

31日教授経済学博士高橋泰蔵氏商学部長任期満了につき，商学

部長事務取扱を命ぜられた。

5日教授経済学博士高橋泰蔵氏の商学部長事務取扱を免じ，教授

商学博士古川栄一氏が商学部長に併任された。

昭和32年（1957年）

 2 月 1日教授高橋長太郎氏の経済研究所長事務取扱を免ぜられ，教授

     小原敬士氏が経済研究所長に併任された。

 3 月 31日交部省令第5号国立大学の講座に関する省令の一部を改正

     する省令により，4月1日より本学社会学部に政治学，政治学史

     の！講座が新設された。

     経済学部長経済学博士tll田雄三氏，法学部憲法学博士久保岩太郎

     氏，社会学部長経済学博士山巾篤太郎氏はいずれも学部長任期満

     了となる。

 4 月 1日事務組織規程の一部を改正し，従来の厚生補導部が学生部に

    改められ，厚生補導部長教授久武雅夫氏が学生部長となった。

    教授板垣与一氏経済学部長に，教授法学博士町田実秀氏法学部長

     に併任し，授教経済学博士山中篤太郎氏は社会学部長事務取扱を

    命ぜられた。

    元教授商学博士加藤由作氏，元教授古瀬良則氏に，それぞれ一橋

    大学名誉教授の称号を授与された。

    10日面部省令第7号国立学校設置法施行規則の一部改正によ

     り，4月1日より職員定員中教授70人を72人に，助教授70人

    を75人に増員され，本学の職員定員は332人となった。

    同省令の改正により，経済研究所の産業経営研究部門は分離し

    て，4月1日より商学部附属研究施設となり（自今産業経営研究

    所と称す），商学部長商学博士古川栄一氏が施設長に併任した。
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     この結果経済研究所定渦中より教授1人助教授1人を産業経営研

     究施設の定員に振替えられた。

     16日教授経済学博士山中篤太郎氏の社会学部長事務取扱を免じ

     社会学部長に併任きれた。

 7 月 14日教授村松恒一郎氏は附属図書館長に，教授理学博士石井頼

     三山は小平分校主事に，いずれも引続き併任された。

 8 月 1日教授板垣与一氏経済学部長を辞任し，教授経済学博士山田雄

     三民経済学部長に併任された。

 10 月 27H，26日をもつて学長井藤半出尻の学長任期満了につき学長

     選考規則に基づき選挙の結果学長に再任することとなり，翌27口

     付で発令された。

昭和33年（1958年）

 1 月 ！0日経済研究所長小原敬士氏米国出張につき不在中教授高橋長

     太郎氏が，経済研究所長事務代理を命ぜられた。

 2 月 10日米国出張中の経済研究所長小原敬士氏帰国につき教授高橋

     長太郎氏の同所長事務代理を免ぜられた。

 3 月 21日学部学則の一部，大学院学則の一部及び東京商科大学の学

     則の一部につき授業料・寄宿料等に関する規定が改正された。

    3五日文部省令第8号国立大学の講座に関する省令の一部改正によ

     り本学法学部に経済法1講座が増設された。

 4 月 19日社会学部長経済学博士山中篤太郎一郭部長の職を辞し，教

    授高島善哉氏が社会学部長に併任した。

 5 月 1日交部省令第13号国立学校設置法施行規則の一部改正により

    定員に増減あり，教授72人を75人に，助教授75人を74人に，

    講師8人を6人に，助手18人を20人に，その他の職員158人を

     160人に改められ，本学の職員定員は336人となった。

    24日経済研究所は新庁舎大半竣工のためこれに移転した。

 11 月 5日教授商学博士古川栄一氏商学部長を辞任し，教授大林良一氏

    商学部長並に産業経営研究施設長に併任された。

    22日小平分校柔剣道場火災により一部焼却した。
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第2 沿 革 日

月 1口経済研究所教授小原敬士氏経済研究所長を辞任し，経済研

  究所教授高橋長太郎氏を経済研究所長に併任した。

月 23日社会学部教授経済学博士山中篤太郎氏が学長選考規則に

  もとつく選考投票の結果学長に当選した。

月 1日学長経済学博士井藤半弥氏辞任し，社会学部教授経済学博

  士山中篤太郎氏学長に補せられた。同時に，社会学部教授，一橋

  大学東京商科大学長および一橋大学東京商科大学教授に併任し

  た。前学長経済学博士井藤平準氏に一橋大学名誉教授の称号を

  授与した。法学部教授法学博士町田実秀軍法学部長を辞任し，

  法学部教授大平善果氏を法学部長に併任した。

  大学院法学研究科に公法専攻が増設された。

月 11日国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令にともな

  い，学長1人，教授75人を76人に，助教授74人を75人に，講

  師6人，助手20人を18人に，その他職員160人を162人に改めら

  れ，本学の職員定員は338人となった。 （交部省令第19号）

  14日商学部教授理学博士石井頼三氏小平分校主事を辞任し，社

  会学部教授石田竜次郎氏を小平分校主事に併任した。

  小平分校主事石田竜次郎氏，西ドイツ等に出張申につき商学部

  教授理学博士石井頼三氏が小平分校主事事務代理を命ぜられた

月 25日西ドイツ等に出張中の小平分校主事石田竜次郎氏帰国につ

  き商学部教授理学博士石井頼三子が小平分校主事事務代理を免

  ぜられた。

月 1日元法学部教授法学博士久保岩太郎氏に一橋大学名誉教授の

  称号を授与した。

昭和35年（1％0年）

3  月 31日国立学校設置法の一部を改正する法律が改正され，国立学

     校における授業料その他の費用の免除及び猶予の条項が加えら

     れた。

4  月 1日図書館長経済学部教授村松恒一郎氏が辞職した。商学部教
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  授経済学博士高橋泰蔵氏を図書館長に併任した。

  経済学部教授板垣与一氏経済学部長を辞任し，経済学部教授経

  済学博士増田四郎氏が経済学部長に併任した。

  社会学部教授高島善哉氏が社会学部長に再選した。

  元経済学部教授村松恒一郎，元経済学部教授経済学博士赤松弾

  の両氏に，それぞれ一橋大学名誉教授の称号を授与した。

月 26日国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令にともない

  学長1人，教授76人，助教授75人，講師6人，助手18人，その

  他の職員162人，合計338人に定められた。 （文部省令第6号）

月 8日元応京高等商業学校勘授法学博士福田徳三氏20年祭及び胸

  像除幕式並びに元東京商科大学長法学博士上田貞次郎氏20年祭

  記念式典及び肖像画贈塁式を挙行した。

月 22日本学創立85周年記念式典及び経済研究所20周年記念式典を

  兼松講堂で挙行した。

月 4日商学部教授商学博士大林良一氏商学部長を辞任した。商学

  部教授商学博士古川栄一氏商学部長並びに産業経営研究施設長

  に併任した。

月 12日学長選考規則の一部が改正された。

昭和36年（1％1年）

1  月 12日国立学校設置法施行令の一部を改正する政令が公布され，

     定員339人に定められた。国立学校設置法施行規則の一部の改正

     にともない，学長1人，教授76人，助教授75人，講師6人，助

     手18人，その他の職員162人を163人，計339人に改められた。

      （文部省令第1号）一橋大学学則の一部を改正した。

2

4

月 20日商学部教授経済学博士嵩橋泰蔵氏が学長選考規則にもとつ

  く選挙の結果当選した。

月 1日学長経済学博士山中篤太郎氏辞任し，商学部教授経済学博

  士高橋泰蔵氏学長に補せられ，同時に商学部教授，一橋大学東

  京商科大学長および一橋大学東京商科大学教授に併任した。

  元経済学部教授理学博士佐藤弘氏，元法学部教授法学博士田中
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第2 沿 革 略

誠二氏にそれぞれ一橋大学名誉教授の称号を授与した。

法学部長教授法学博士大平善高聞法学部長を辞任し，法学部教

授田中和夫氏を部長に併任した。

経済学博士商学部教授高橋泰蔵面図書館長事務取扱を命ぜられ

た。

［q立大学の講座に関する省令の一部を改正する省令により商学

部に「証券市場論1講座」が新設きれた。 （文部省令第8号）

学則の一部改正にともない学生の定員は490人とし，各学部

の学生は次のとおりとする。商学部145人，経済学部145

人，法学部100人，社会学部100人。

1日経済学博士商学部教授高橋泰蔵氏図書館長事務取扱を免ぜ

られ，経済学部教授森田優三靴工書館長に併任した。

国立学校設置法施行規則の一部改正する省令にともない，学長

1人，教授79人，助教授78人，講師6人，助手20人，其

の他の職員168人，合計352人に定められた。 （交部省令

第15号）

16日経済学部教授山田欽一氏が学生部長事務取扱を命ぜられた

19日国立の学校における授業料その他の費用に関する省令の一

部改正する省令が公布された。 （六部省令第11号）

1日済研究所研究部門として国際経済機構研究部門が増設され

た。

14日小平分校主事教授石田龍次郎氏の辞任により，経済学部教

授経済学博士増田四郎氏を小平分校主事に併任した。経済学部

教授経済学博士増田四郎氏経済学部長事務取扱を命ぜられた。

1日経済学部教授山田欽一氏一橋大学学生部長事務取扱を免ぜ

られ商学部教授小泉明氏一橋大学学生部長に併任した。

経済学部長経済学博士教授増田四郎氏一橋大学経済学部長事務

取扱を免ぜられ，経済学部教授馬場啓之助氏一橋大学経済学部

長に併任した。
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第3関 係 法 規

    1・教 育 基 本 法

                    （昭和22年3月31口法律第25号）

 われらは，さきに，日本国憲法を確定し，民主的で文化的な国家を建設し

て，世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の

実現は，根本において教育の力にまつべきものである。

 われらは，個人の尊厳を重んじ，真理と平和を希求する人閤の育成を期す

るとともに，普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創意をめぎす教育を普

及徹底しなければならない。

 ここに，日本国憲法の精神に則り，教育の目的を明示して，新しいH本の

教育の基本を確立するため，この法律を制定する。

ce 1条（教育の目的）教育は，人格の完成をめぎし，平和的な国家及び社会

 の形成者として，真理と正義を愛し，個人の価値をたっとび，勤労と責任

 を重んじ，自主的精神に充ちた心身ともに健康な園民の育成を期して行わ

 れなければならない。

第2条（教育の方針）教育の目的は，あらゆる機会に，あらゆる場所におい

 て実現きれなければならない。この目的を達成するためには，学問の自由

 を尊重し，実際生活に即し，自発的精神を養い，自他の敬愛と協力によつ

 て，：文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第3条（教育の機会均等）すべて国民は，ひとしく，その能力に応ずる教育

 を受ける機会を与えられなければならないものであって，人種，信条，性

 別，社会的身分，経済的地位又は門地によって，教育上差別されない。

  圃及び地方公共団体は，能力があるにもかかわらず，経済的理由によつ

                              ． て修学困難な者に対して，奨学の方法を講じなければならない。

第4条（義務教育）国民は，その保講ずる了女に，9年の普通教育を受けき

 せる義務を負う。

  国璽は地方公共団体の設置する学稜における義務教育については，授業

 料は，これを徴収しない。

一一 32 一

第3 関係法規

第5条（男：女共学）男女は，互に敬重し，協力し合わなければならないもの

 であって，教育上男女の共学は，認められなければならない。

第6条（学校教育）法律に定める学校は，公の性質をもつものであって，国

 Nは地方公共団体の外，法律に定める法人のみが，これを設置することが

 できる。

  法律に定める学校の教員は，全体の奉仕者であって，自己の使命を自覚

 し，その職責の遂行に努めなければならない。このためには，教員の身分

 は，尊重され，その待遇の適正が，期せられなければならない。

第7条（社会教育）家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教

 育は，国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

  国及び地方公共団体は，図書館，博物館，公民館等の施設の設置，学校

 の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければ

 ならない。

第8条（政治教育）良識ある公民たるに必要な政治的教養は，教育上これを

 尊重しなければならない。

  法律に定める学校は，特定の政党を支持し，叉はこれに反対するための

 政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第9条（宗教教育）宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地

 位は，教育上これを尊重しなければならない。

  国及び地方公共団体が設置する学校は，特定の宗教のための宗教教育そ

 の他宗教的活動をしてはならない。

第10条（教育行政）教育は，不当な支配に服することなく，国民全体に対し

 直接に責任を負って行われるべきものである。

  教育行政は，この自覚のもとに，教育の日的を遂行するに必要な諸条件

 の整備確立を目標として行われなければならない。

第11条（補則）この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合

 には，適当な法令が制定きれなければならない。

    附  則

 この法律は，公布の日から，これを施行する。
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2，学校教育法（抄）

                    櫻和羅鵬）

      改正 昭和23年第133号，第170号，24年第148号，第179号，第

         270号，25年第103号，28年第167号，第213号，29年第19

         号，第159号，32年第149号，33年第56号，35年第16号，

         36年第144号

    第1章 総    則

第1条 この法律で，学校とは，小学校，申学校，高等学校，大学，高等専

 門学校，盲学校，聾学校，養護学校及び幼稚園とする。

第2条 学校は，国，地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法

 人（以下学校法人と称する。）のみが，これを設置することができる。

  この法律で，国立学校とは，国の設置する学校を，公立学校とは，地方公共

 団体の設置する学校を，私立学校とは，学校法人の設置する学校をいう。

第3条 学校を設置しようとする者は，学校の種類に応じ，監督庁の定める設

 備，編制その他に関する設置基準に従い，これを設置しなければならない。

第4条 国立学校及びこの法律によって設置義務を負う者の設置する学校の

 外，学校（大学の学部Nは大学院についても同様とする。）の設置廃止，設

 置者の変更その他政令の定める事項は，監督庁の認可を受けなければなら

 ない。

第5条 学校の設置者は，その設置する学校を管理し，法令に特別の定めの

 ある場合を除いては，その学校の経費を負担する。

第6条学校においては，授業料を徴収することができる。但し，国立又は

 公立の小学校及び中学校又はこれらに準ずる盲学校，聾学校及び養護学校

 における義務教育については，これを徴収することができない。

第7条 学校には，校長及び相当数の教員を置かなければならない。

第8条 校長及び教員（教育職員免許法の適用を受ける者を除く。）の資格に

 関する事項は，別に法律で定めるものの外，監督庁がこれを定める。

第9条 左の各号の一に該当する者は校長又は教員となることができない。
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 1 禁治産者及び準禁治産者

 2 禁こ以上の刑に処せられた者

 3 免許状取．ヒの処分を受け，2年を経過しない者

 4 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した

  政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，Nは

  これに加入した者。

第10条 私立学校は，校長を定め，監督庁に届け出なければならない。

第11条 校長及び教員は，教育上必要があると認めるときは，監督庁の定

 めをところにより，学生，生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但

 し，体罰を加えることができない。

第12条 学校においては，別に法律で定めるところにより，学生，生徒，

 児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため，健康診断を行い，

 その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

第13条 左の各号の一に該当する場合においては，監督庁は，学校の閉鎖

 を命ずることができる。

 1 法令の規定に故意に違反したとき

 2 法令の規定により，監督庁のなした命令に違反したとき

 3 6箇月以上授業を行わなかったとき’

第14条 学校が，設備，授業その他の事項について，法令の規定又は監督

 庁の定める規程に違反したときは，監督庁は，その変更を命ずることがで

 きる。

第15条削除
第16条子女を使用する者は，その使用によって，子女が，義務教育を受

 けることを妨げてはならない。

第17条より第51条まで（略）

    第5章大    学

第52条 大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専

 門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを

 目的とする。

第53条大学には，数個の学部を置ぐことを常例とする。但し，特別の必
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 要がある場合においては，単に一個の学部を置くものを大学とすることが

 できる。

第54条大学には，夜間において授業を行う学部を置くことができる。

第55条 大学の修業年限は，4年とする。但し，特別の専門事項を教授研

 究する学部及び前条の学部については，その修業年限は，4年を超えるも

 のとすることができる。

  医学又は歯学の学部において医学Xは歯学を履修する課程については，

 前項本文の規定にかかわらず，その修業年限は，6年以上とし，4年の専

 門の課程とこれに進学するための2年以上の課程とする。

  特別の事情のあるときは，監督庁の定めるところにより，医学若しくは

 歯学の学部に，前項の規定にかかわらず，同項に規定する専門の課程のみ

 を置き，又は医学若しくは歯学の学部以外の学部に同項に規定する2年以

上の課程を置くことができる。

第56条 大学に入学することのできる者は，高等学校を卒業した者若しく

 は通常の課程による12年目学校教育を修了した者（通常の課程以外の課

 程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）Nは監督庁の定め

 るところにより，これと同等以上の学力があると認められた者とする。

  前条第2項に規定する専門の課程に進学することのできる者は，同項に

 規定する2年以上の課程を修了した二叉は監督庁の定めるところにより，

 これと同等以上の学力があると認められた者とする。

第57条 大学には，専攻科及び別科を置くことができる。

  大学の専攻科は，大学を卒業した者叉は監督庁の定めるところにより，

 これと同等以上の学力があると認められた者に対して，精深な程度におい

 て，特別の事項を教授し，その研究を指導することを目的とし，その修業

 年限は，1年以上とする。

  大学の別科は，前条に規定する入学資格を有する者に対して，簡易な程

 度において，特別の技能教育を施すことを目的とし，その修業年限は，1

 年以上とする。

第58条 大学には学長，教授，助教授，助手及び事務職員を置かなければ

 ならない。
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  大学には，前項の外，講師，技術職員その他必要な職員を置くことがで

 きる。

  学長は，校務を掌り，所属職員を統督する。

  教授は，学生を教授し，そ⑳研究を指導し，Nは研究に従事する。

  助教授，は教授の職務を助ける。

  助手は，教授及び助教授の職務を助ける。

  講師は，教授又は助教授に準ずる職務に従事する。

第59条 大学には，重要な事項を審議するため，教授会を置かなければな

 らない。

  教授会の組織には，助教授その他の職員を加えることができる。

第60条 大学の設置の認可に関しては，監督庁は，大学設置審議会に諮問

 しなければならない。

  大学設置審議会に関する事項は，命令でこれを定める。

第61条 大学には，研究所その他の研究施設を附置することができる。

第62条 大学には，大学院を置くことができる。

第63条 大学に4年以上在学し，一定の試験を受け，これに合格した者は，

 学士と称することができる。

  学士に関する事項は，監督庁が，これを定める。

第64条 公立Nは私立の大学は，文部大臣の所轄とする。

第65条 大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究めて，

 文化の進展に寄与することを目的とする。

第66条 大学院には，数個の研究科を置くことを常例とする。但し，特別

 の必要がある場合においては，単に一個の研究科を置くものを大学院とす

 ることができる。

第67条 大学院に入学することのできる者は，第57条第2項に規定するも

 のとする。

第68条 大学院を置く大学は，丸払庁の定めるところにより，博士その他

 の学位を授与することができる。

  博士その他の学位に関する事項を定めるについては，監督庁は，大学設

 置審議会に諮問しなければならない。
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第68条の2 大学は，大学に学長，教授，助教授Nは講師として多年勤務

 した者であって，教育上叉は学術上特に功績のあった者に対し，当該大学

 の定めるところにより，名誉教授の称号を授与することができる。

第69条 大学においては，公開講座の施設を設けることができる。

  公開講座に関し必要な事項は，監督庁が，これを定める。

第70条 第28条第6項，第45条及び第50条第3項の規定は，大学に，こ

 れを準用する。

   （註）第28条 小学校には，校長，教諭，養護教諭及び事務職員を置

     かなければならない。但し，特別の事情のあるときは，事務職員

     を置かないことができる。

       小学校には，前項の外，助教諭その他必要な職員を置くこと

      ができる。

       校長は，校務を掌り，所属職員を監督する。

       教諭は，児童の教育を掌る。

       養護教諭は，児童の養護を掌る。

       事務職員は，事務に従事する。

       助教諭は，教諭の職務を助ける。

     第45条 高等学校は，通信による教育を行うことができる。

       通信による教育に関し必要な事項は，第4条の規定により政

      令で定めるものとされているものを除く外，監督庁が，これを

      定める。

     第50条高等学校には，校長，教諭及び事務職員を置かなけれ

      ばならない。

       高等学校には，前項の外，養護教諭，助教諭，技術職員その

      他必要な職員を置くことができる。

       技術職員は，技術に従事する。

第71条の2より第84条まで（略）

第85条 学校教育上支障のない限り，学校には，社会教育に関する施設を

 附置し，叉は学校の施設を社会教育その他の公共のために，利用きせるこ

 とができる。
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第86条より第92条まで（略）

  附   則（抄）

第93条 この法律は，昭和22年4月1日から，これを施行する。

第94条 左に掲げる法律及び勅令は，これを廃止する。

  大 学 令

  教育免許令

  学 位 令

  国立総合大学等の名誉教授に関する勅令（略）

第95条より第97条まで（略）

第98条 この法律施行の際，現に存する従前の規定（国民学校令を除く。）

 による学校は，従前の規定による学校として存続することができる。

  前項に規定する学校は，文部大臣の定めるところにより，従前の規定に

 よる他の学校となることができる。

  前2項の規定による学校に関し，必要な事項は，文部大臣が，これを定

 める。

第99条 削除

第100条 従前の規定による学校が，第1条に掲げる学校になった場合にお

 ける在学者に関し必要な事項は，文部大臣の定めるところによる。

第101条 従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は，文部

 大臣の定めるところによる。

第102条より第107条まで（略）

第108条 従前の学位令による学位は，第94条の規定にかかわらず，第98

 条の規定による大学において，交部大臣の定めるものの外，なお従前の例

 により，これを授与することができる。

第108条の2 第68条の2の規定により名誉教授の称号を授与する場合に

 おいては，当分の間，旧大学令，旧高等学校令，旧専門学校令Nは旧教員

 養成諸学校官制の規定による大学，大学予科，高等学校高等科，専門学校

 及び教員養成諸学校並びに文部大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校

 の校長（総長及び学長を含む。以下本条において同じ。）叉は教員としての

 勤務を考慮することができるものとする。

一一 39 一



  前項に掲げる学校は，当該学校の校長叉は教員として勤務した者に対

 し，第68条の2の規定に準じて名誉教授の称号を授与することができる。

第109条 大学の修業年限は，当分の間，第55条第1項の規定にかかわら

 ず，文部大臣の認可を受けて，2年又は’3年とすることができる。

  前項の大学は，短期大学と称する。

  第1項の大学には，第55条第3項及び第62条の規定は，これを適用し

 ない。

第110条 前条に規定する大学を卒業した者が第55条に規定する大学に入

 諭する場合には，その卒業した大学における修業年限を，交部大臣の定め

 る基準により，入学した大学の修業年限に通算することができる。

    附  則（昭和23年7月10日法律第133号）

 この法律は，公布の日から，これを施行し，昭和23年4月1日から，これ

を適用する。但し，学校教育法第60条及び第68条第2項の改正規定，は国

家行政組織法施行の日から，これを施行する。

    附 則（昭和23年7月15日法律第170号）礼

冠69条 この法律は，公布の日から，これを施行する。

    附 則（昭和24年5月31日法律第i48号）抄

1 この法律は，昭和24年9月1日から施行する。

    附  則（昭和24年6月1日法律第179号）

 この法律中尉56条の改正規定は，公布の日から，第io9条及び第110条

の規定は，昭和25年3月1日から施行する。

    附 則（昭和24年12月15日法律第270母）抄

1 この法律は，公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

    附  則（昭和25年4月19日法律第103号）抄

1 この法律は，公布の日から施行し，昭和25年4月1日から適用する。

    附  則（昭和28年8月5日法律第167号）

 この法律は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和28年8月15日法律第213号）

1 この法律は，昭和28年9月1日から施行する。但し，第4条申学校教育

 法第31条の改正規定は，公布の日から施行する。
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2 この法律施行前従荊の法令の規定によりなされた許可，認可その他の処

分又は申請，届出その他の手続は，それぞれ改正後の相当規定に基いてな

 された処分Nは手続とみなす。

3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関Nは職員は

 それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

   附 則（昭和29年3月31日法律第19号）抄

1 この法律中，第93条の改正規定は昭和29年4月1日から，その他の規

定は昭和30年4月1日から施行する。

2 （略）

   附  則（昭和29年6月3日法律第159号）抄

1 この法律は，教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和29年法律第158

号）の施行の日から施行する。

   附則（昭和32年6月1日法律第149号）

 この法律は，公布の日から施行する。

   附 則（昭和33年4月10日法律第56号）抄
 （施行期日）

1 この法律申第17条及び第18条第1項の規定は昭和33年10月1日から，

その他の規定は同年6月1日目ら施行する。

   附 則（昭和35年3月31日法律第16号）抄

1 この法律は，昭和35年4月1日から施行する。

   附 則（昭和36年6月17日法律第144号）抄

 （施行期日）

第1条 この法律は，公布の日から施行する。
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3． 学校教育法施行規則（抄）
（昭和22年5月23日文部省令eg 1！号）

      改正 昭和23年第18号，24年第34号，第39号，第44号，25年第

         12号，第13号，第24号，第28号，26年第8号，第13号，28年

         第25号，29年第16号，第19号，第29号，30年第6号，31年第

         9号，第22号，第23号，第28号，第31号，第32号，第33号，32

         イT…第21号，33年第18号，第24う…｝，第25号， 354〒ミ第16寺．｝

    第1章 総   則

     第1節 設置廃止等

第1条 学校には，その学校の目的を実現するために必要な校地，校舎，校

 具，運動場，図書館Nは図書室，保健室その他の設備を設けなければなら

 ない。

  学校の位置は，教育上適切な環境に，これを定めなければならない。

第2条  （略）

第3条 学校の設置についての認可の申請Nは，届出はそれぞれ認可申請書

 Nは届出書に，左の事項（市（特別区を含む。以下同じ。）町村立の小学校

 及び申学校については，第4号及び第5号の事項を除く。）を記載した書

 類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

 ！ 目  的

2

3

4

5

6

名  称

位  置

学  則

経費及び維持方法

開設の時期

  前項第1号から第5号までの事項の変更についての認可の申請Nは届出

 は，それぞれ認可申請書叉は届出書に，変更の事由及び時期を記載した書

 類を添えてしなければならない。

第4条前条の学則中には，少くとも，左の事項を記載しなければならな

 い。

 1 修業年限，学年，学期及び授業を行わない日（以下「休業日」という。）
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2

3

4

5

6

7

8

9

に関する事項
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  第66条の2に規定する大学にあっては，

 各号に掲げる事項の外，同条に規定する協議事項を記載しなければならな

 い。

第5条学校の校地校舎等に関する権利を取得し，若しくは処分し，Nは用

 途の変更，改善等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについて

 の届出は，届出書に，その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校

 油鼠の図面を添えてしなければならない。

第6条より第12条まで（略）

第13条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては，児章等の心身

 の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

  懲戒のうち，退学，停学及び訓告の処分は，校長（大学にあっては，学

 長の委任を受けた学部長を含む。）がこれを行う。

  前項の退学は，公立の小学校，中学校，盲学校，ろう学校叉は養護学校

 に在学する学齢児童Nは学齢生徒を除き，左の各号の一に該当する児童等

 に対して行うことができる。

 1 性行不良で改善の見込がないと認められる者

 2 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

 3 正当の理由がなくて出席常でない者

 4 学校の秩序を乱し，その他学生Nは生徒としての本分に反した者

  第2項の惇学は，学齢児童Nは学齢生徒に対しては，行うことができな

 い。

部科及び課程の組織に関する事項

教育課程及び授業日時数に関する事項

学習の評価及び課程修了の認定に関する事項

収容定員及び職員組織に関する事項

入学，退学，転学，休学及び卒業に関する事項

授業料，入学料，その他の費用徴収に関する事項

賞罰に関する事項

寄宿舎に関する事項

                 それぞれその学則中に，前項
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第14条 （略）

第15条 学校に於いて備えなければならない表簿は，概ね次の通りとする。

 1 学校に関係のある法令

 2 学則，日課表，教科用図書配当表，学校医執務記録簿，学校歯科医執

  務記録簿，学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌

 3 職員の名簿，履歴書，出勤簿並びに担任学級，担任の教科叉は科目及

  び時間表

 4 指導要録，その写及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿

 5 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿

 6 資産原簿，出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械

  器具，標本，模型面の教具の目録

 7 往復交書処理簿

    （後  略）

第16条より第65条まで（略）

    第5章 大    学

 、   第1節 設備，編制，学部及び学科

第66条大学（大学院を含む。）の設備，編制，学部及び学科の種類，学士

 に関する事項，教員の資格に関する事項その他大学の設置に関する事項

 は，大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）の定めるところによる。

第66条の2 医学又は歯学の学部を置かない大学の学部に学校教育法第55

 条第2項に規定する専門の課程（以下「専門の課程」という。）に進学する

 ための課程（以下「進学の課程」という。）を置く場合には，当該大学は，

．左に掲げる事項について，同条第3項の規定により専門の課程のみを置く

 大学と協議しなければならない。

 1 進学の課程の教育課程に関する事項

2

3

4

第67条

収容定員に関する事項

進学の課程修了者の准学の方法に関する事項

その他必要な事項

 第2節 入学，退学，転学，休学，卒業其の他

 学生の入学，退学，転学，休学，進学の課程の修了及び卒業は，
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 教授会の議を経て，学長が，これを定める。

第68条 学位に関する事項は，学位規則（昭和28年文部省令第9号）の定め

 るところによる。

第69条 学校教育法第56条第1項の規定により，大学入学に関し，高等学

 校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は，左の各号の一

 に該当する者とする。

 1 外国において，学校教育における12年の課程を修了した者

 2 文部大臣の指定した者

 3 大学入学資格検定規程（昭和26年文部省二三13号）により文部大臣の

  行う大学入学資格検定に合格した者

 4 その他大学において，相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同

 等以上の学力があると認めた者

第69条の2 学校教育二二56条第2項の規定により，進学の課程を修了し

 た者と同等以上の学力があると認められる者は，左の各号の一に該当する

者とする。

 1 外国において，進学の課程に相当する課程を含む学校教育における

  14年の課程を修了した者

 2 文部大臣の指定した者

第70条 学校教育法第57条第2項（第67条において準用する場合を含む。）

 の規定により大学の専攻科（大学院を含む。）入学に関し，大学を卒業し

 た者と同等以上の学力があると認められる者は，左の各号の一に該当する

 者とする。

 ・1 外国において，学校教育における16年（医学又は歯学を履修する課

  程の入学については，18年）の課程を修了した者

 2 文部大臣の指定した者

 3 その他大学の専攻科（大学院を含む。）において，大学を卒業した者

  と同等以上の学力があると認めた者

第71条 公開講座に関する事項は，別にこれを定める。

第71条の2 通信教育に関する事項は，別にこれを定める。

第72条 第28条及び第44条の規定は，大学に，これを準用する。
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  （註）第28条校長は，小学校の全課程を修了したと認めた者には，卒

      業証書を授与しなければならない。

    第弱条 小学校の学年は，4月1日に始り，翌年3月31日に終る。

第ア8条から第80条（略）

    附    則

第81条この省令は，昭和22年4月1日から，これを適用する。

第82条左に掲げる省令は，これを廃止する。

    （前   略）

 大学規程

    （後    略）

第83条から第90条の4まで（略）

第9i条 学校教育法第98条の規定により，従前の規定による学校が，従前

 の規定による他の学校になる場合においては，別に定めるものの外，なお

 従前の例による。

第92条から第92条の2まで（略）

第92条の3 左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し，

 Nはこれらの学校を卒業した者は，これを学年の始あにおいて下欄のよう

 に大学に編入し，又は入学させることができる。

II’iiEEi5111iii；7E’EI’］；’；：；i；lli；llE；1；12：TamcDncir．k6）ke？eeti）f’一ggozii’ 1（旨校教育法による短期大学を除く。）・N1

記鞘町鐸概・匿＿一 L難擁響轡璽
第1学年を修了した者（学年制をとら
ない大学学部にあっては1年間在学し

」；者L＿
1年以上

従前の規程による大学予科，高等学校

高等科，中等学校卒業程度を入学資格

とする専門学校の本科若しくは予科， 大学（ke：一一一9J．

教員養成諸学校（師範学校及び青年師

撚雛欝
                 期大学を修業年限修業年限
騨校については本科に限る。）』Nは1除く．）へ12年の短P年の短

灘蕪灘講纏静樵驚i霧警部の燦学の
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以ヒの学校としてその卒業者について 1た場合の［   i

大学の入学資格を認めた学校の左記学 在学すべI   l

年の課程を修了し，叉はこれらの学校1き年数l   i：

を卒業した者            1   ！   l
                          F
ng 1学年を修了した者        14年以上12年以上L 3年以上

欝雛輪業した者難1叫灘
                  ll年以上1   ：第4学年を修了し叉は卒業した者

高等学校鯛網・入学資格・す・従 T薯1瓢輪兄
驚r謬縢灘野雲華考婁蔭墾壁
                 編入した修業年限i修業年限
叉はこれらの学憎した者 ﾆ奮1鐸攣錺
                           ミ
第1学年を修了した者        3年以上「1年以上12年以上
第2学年を修了し又は卒業した者   …2年以上i    1年以上

第3学年を修了し又は卒業し儲 i1年知

  専門学校卒業程度検定規程（昭和18年文部省令第as号）による専門学

 校卒業程度検定に合格した者は，前項の表の適用については，従前の規定

 による申等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校の本

 科の第3学年の課程又は高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定に

                   ト よる専門学校本科第2学年の課程をそれぞれ修了し，又はこれらの学校を

 卒業した書とみなす。

  旧高等学校高等科学力検定規程（大正10年文部省訓令）による高等学

 校高等科学力検定に合格した者は，第1項の表の適用については，従前の

 規定による高等学校高等科を卒業した者にみなす。

第92条の4 前条の規定によって学校教育法による大学に編入し，又は入

 学した者は，その大学で定める課程を履修しなければならない。

第93条から第110条まで（略）
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第111条 矩期大学を卒業した者が学校教育法鼓55条の規定による大学に

 入学した場合においては，入学した大学の定めるところにより，卒業した

 短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を入学した大学の修

 業年限に通算することができる。

    附則（昭和23年10月15日交部省令第18号）

 この省令は，公布の日から，これを施行し，昭和23年4月1日から，これ

 を適用する。但し，第47条第1号の改正規定は，公布の日から，これを

 施行する。

    附   則（昭和24年9月22日女部省令第34号）

 この省令，は公布の日から施行する。

    附 則（昭和24年11月1日文部省令第39号）抄

1 この省令は，公布の日から施行し，昭和24年9月1日から適用する。

    附  則（昭和24年12月29日交部省令第44号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和24年3月31日から適用する。

    附  則（昭和25年3月14日：文部省令第12号）抄

1 この省令は，法施行の日（昭和25年3月15日）から施行する。

    附  則（昭和25年4月14日文部省令第13号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和25年4月1日から適用する。

   ．附  則（昭和25年9月2日文部省令第24号）

 この省令は，公布の日から施行する。s但し，第86条の改正規定は，昭和

25年4月1日から適用する。

    附 則（昭和25年10月9日交部省令第28号）抄

1 この省令は，公布の日から施行し，昭和25年9月1日から適用する。

    附  則（昭和26年4月20日交野省令第8号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和26硫4月1日目ら適用する。

    附  則（昭和26年6月22日文部省令第13号）抄

1 この省令は，公布の日から施行するn

    附 則（昭和28年11月27日文部省令第25号）抄

1 この省令は，公布の日から施行し，昭和28年10月31日から適用する。

    附  則（昭和29年6月25日文部省令第16号）
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この省令は，昭和30年4月1日から施行する。

   附  則（昭和29年7月10日文部省令第19号）

この省令は，公布の日から施行する。

   附  則（昭和29年10月30日文部省令第29号）抄

1 この省令は，昭和29年12月3日から施行する。

   附  則（昭和30年3月26日文部省令第6号）

この省令は，昭和30年4月1日から施行する。

   附  則（昭和31年4月1日文部省令第9号）抄

1 この省令は，公布の日から施行する。

   附  則（昭和31年7月25日交部省令第22号）抄

1 この省令は，昭和31年10月1日から施行する。

   附  則（昭和31年9月27日文部省令第23号）

 この省令は，公布の日から施行する。

   附  則（昭和31年10月22日文部省令第28号）

 この省令は，公布の日から施行する。

   附  則（昭和31年12月5日文部省令第31号）抄

 この省令は，昭和32年1月【日から施行する。

   附  則（昭和31年12月13日文部省令第32号）抄

1 この省令は，昭和32年2月1日から施行する。

   附  則（昭和31年12月18日文部省令第33号）抄

 （施行期日）

 この省令は，公布の日から施行する。

   附  則（昭和32年12月4日文部省令第21号）

 この省令は，公布の日から施行する。

略

三

略

附  則（昭和33年6月13日交部省令第18号）抄

附 則（昭和33年8月19日文部省令第24号）抄

出  則（昭和33年8月28日文部省令第25号）抄
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    附  則（昭和35年10月15日文部省令第16号）抄

   略

    4．国立学校設置法（抄）
                   （昭和24年5月31日法律第150・ξ｝〉

      改正 昭和24年第226号，25年第51号，第269ξ｝，26年第84号，

        27年第22号，第149号，28年第25号，第88｛｝，29年第16

        号，30年第44．号，31年第26号，32年第31号，33年第28 1．1・

        34年第15号，35年第16号，36年第41号

    第1章 総    則

 （設置及び所轄）

第1条 この法律により，国立学校を設置する。

2 国立学校は，文部大臣の所轄に属する。

 （国立学校）

第2条 この法律で「国立学校」とは，学校教育法（昭和22年法律第26号）

 第1条に定める学校で国が設置するものをいう。

2 大学以外の国立学校は，この法律に特別の定をするものの外，政令で定

 めるところにより，国立大学若しくは国立大学の学部，叉は国立短期大学

 に附属して設置するものとする。

   第2章 国 立大学
 （名称及び位置等）

第3条 国立大学の名称，位置，学部及びその国立大学に包括される学校

 は，左表に掲げる通りとする。

       ！
国立大学の名称1位置

       f

一橋大学 東京都

     学  月法 98条の規定による
 学 部 学校で，上欄の国立大学に包括さ
     れるもの
    ’
法学部

．講師鯨酬大学

（略）

一ro一

（大学院を置く大学）

第3条の2 左に掲げる国立大学に，大学院を置く。

北海道大学  一

細は葦
群 篤 大 学

藁甕奏箏
東京医科歯科大学

東京教育大学
東京工業大学
一 橋大 学
新 潟 大 学

金 沢 大 学

信 州 大 学

第3 関係法規

  名古屋大学

渓緩美堕
． 神 戸 大 学

．三三
’ 広島大学
  徳 島 大 学

  九 州 大 学

  長崎大苧
  熊 本 大 学

  鹿児島大学

2 前項の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は，政令で定める。

第3条の3 （略）

 （大学附置の研究施設）

第4条 国立大学に，左衰に掲げる通り 研究所を附置する。

大学の名称
      ［  1
研究所の名称  位置   目

一橋大学1経済研究所
     J

            的

鯨都・顯及び世界の繍の総合

2（略）

 （学部附属の教育研究施設）

第5条 国立大学の学部に，：文部省令で定めるととろにより．，附属の教育施

 設叉は研究施設を置く。

2 前項の教育施設又は研究施設の名祢及び内部組織は，同項の文蔀省令で

 定めるものを除く外，当該大学が定める。

 （附属図書館）

第6条 国立大学に，附属図書館を置く。
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  （講座等）

第7条国立大学の各学部に置かれる講座又はこれに代るべきものの種類そ

 の他必要な事項は，文部省令で定める。

第8条 （略）

    第4章 職員及び職

 （国立学校の職員の定員）

第9条 各国立学校の国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第19条第1項

 の定員は，文部省設置法（昭和24年法律第146号）第31条に定める国立学

 校の職員の定員の範囲内において，政令で定める。

 〔国立学校の職）

第10条 各国立学校（附則第3項に規定する学校を含む。）に置かれる職の

 種類は，文部省令で定める。

 （国立学校に置かれる職員の任免等）

第11条国立学校に置かれる職員の任免，懲戒その他人事管理に関する事

 項については，国家公務員法（昭和22年法律第120号）及び教育公務員

 特例法（昭和24年法律第1号）の定めるところによる。

    第5章 雑    則

 （国立学校における授業料その他の費用の免除及び猴予）

第12条 国立学校の校長（国立大学又は国立大学の学部Nは国立短期大学に

 附属して設置される学校にあっては，当該国立大学叉は該当国立短期大学

 の学長）は，経済的理由によって納付が困衰であると認められ，かつ学業

 優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは，政令で

 定めるところにより，授業料その他の費用の全部若しくは一一ZZを免除し，

 叉はその徴収を猛漏することができる。

（命令への委任）

第13条 この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除く外，国立学

 校の組織及び運営の細目については，文部省令で定める。

    附  則

1 この法律は，公布の日から施行する。但し，第1条の規定は，学校の修

 業年隈及び学年の進行に関しては，昭和24年4月1日から適用があるも
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 のとする。

2 左に掲げる勅令は，廃止する。

 官立大学官制（昭和21年勅令第206号）

   （略）

3 国立大学及び国立高等学校は，それぞれその包括する学校の課程を存置

 するものとし，それらの課程の履修，卒業及びそれらの課程を担当する教

 職員の身分等に関する事項並びに国立大学に包括する学校に附置される学

 校については，なお従前の例により取り扱うものとする。

4 前項の規定の実施に関し必要な事項は，交部省令で定める。

5 従前の規定により国立大学の大学院は，当分の間，なお従前の例により

取り扱うものとする。

6 国立大学及び国立高等学校に包括される学校に置かれる職員の定員は，

 それぞれその学校を包括する国立大学及び国立高等学校の職員の定員に含

 まれるものとする。

   （略）

    附  則 （昭和24年11月30日法律第226号）

 この法律は，公布の日から施行する。

    附  則 （昭和25年3月31日法律第51弓・）

 この法律は，昭和25年4月1日から施行する。

    附  則 （昭和25年12月16日法律第269弓）

 この法律は，昭和26年4月1日から施行する。

    附  則 （昭和26年3月31日法律第84号）

1 この法律は，昭和26年4月1日から施する。

2 第3条の改正規定により廃止された学校の職員は，別に辞令を発せられ

ないときは，昭和26年3月31日限り職員の身分を失うものとする。

   附  則（昭和27年3月31日法律第22号）

1 この法律は，昭和27年4月1日から施行する。

2 第3条の改正規定により廃止きれた学校の職員は，別に辞令を発せられ

ないときは，昭和27年3月31日限り職員の身分を失うものとする。

   附  則（昭和27年5月26日法律第149号）抄
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1 この法律は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和28年3月26日法律第25号）抄

1 この法律は，昭和28年4月1日から施行する。

    附  則（昭和28年7月28日法律第88号）

 この法律は，昭和28年8月1日から施行する。但し，第3条の3の改正規

定は，修業年限及び学年の進行に関しては，同年4月1Nから適用する。

    附  則（昭和29年3月31日法律第！6号）

 この法律は，昭和29年4月1臼から施行する。

    附  則（昭和30年7月1日法律第44号）

 この法律は，公布の日から施行する。ただし，第3条の2の改正規定は昭

和30年4月1日から，第3条の3の改正規定は修業年限及び学年の進行に

関し同日から適用する。

    附  則（昭和31年3月24日法律第26号）

 この法律は，昭和31年4月1日から施行する。

    附  則（昭和32年4月1日法律第31号）

 この法律は，昭和32年4月1日から施行する。

    附  則（昭和33年3月31日法律第28｝｝）

 この法律は，昭和33年4月1日から施行する。

    附  則（昭和34年3月16日法律第15号）

 この法律は，昭和34年4月1日から施行する。

    附  則（昭和35年3月31日法律第16号）抄

1，この法律は，昭和35年4月1日から施行する。

    附  則（昭和36年3月31日法律第41号）

 この法律は，昭和36年4月1日目ら施行する。

    附  則（昭和36年6月2日法律第111号）抄

 （施行期日）

 この法律は，公布の日から施行し，昭和36年4月1日から適用す。
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第3 関係法規

                    （盟愕鵠男1鋤

      改正 昭和30年第105号，31年第64号，第82号，32年第60号，

         33年第50号，第99号，34年第254号，35年第63号

 （附属の学校） 36年忌4号，第76号，第170．｝J・

第1条 （略）

 （定  員）

第2条 各園立大学に置かれる職員の定員は別表第1に，国立学校設置法第

 3条の3第1項に規定する園立短期大学に置かれる職員の定員は別表第2

 に，各国立高等学校に置かれる職員の定員は別表第3による。

2 （略）

3 各国立学校（国立学校に包括される学校を含む。）に置かれる職の種類

 ごとの定員は，前2項の規定による定員の範囲内において，交部省令で定

 める。

    附  則

 この政令は，昭和29年4月i日から施行する。

    附  則（昭和30年7月1日政令第105粉抄

1 この政令は，公布の日から施行する。

2 （略）

    附  則（昭和31年3月31日政令第64号）

 この政令は，昭和31年4月1日から施行する。

   附  則（昭和31年4月1日政令第82号）

 この政令は，公布の日から施行する。

   附  則（昭和32年4月10日政令第60弓’）

 この政令は，公布の日から施行し，昭和32年4月1口から適用する。

   附  則（昭和33年3月31日政令第50号）

 この政令は，昭和33年4月1日から施行する。

   附  則（昭和33年5月1日政令第99号）

 この政令は，公布の日から施行し，昭和33年4月1日から適用する。
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    附  則（昭和34年7月11日政令第254号）

 この政令は，公布の日から施行し，昭和34年7月9日から適用する。

    附  則（昭和35年3月31日政令第6号）

 この政令は，昭和35年4月1日から施行する。

    附  則（昭和36年1月12日政令第4号）

 この政令は，公布の日から施行し，この政令による改正後の国立学校設置

 法施行令別表第1，別表第2及び別表第3の規定は，昭和35年12月26日か

 ら適用する。

    附則（昭和36年4月1日政令第76号）

 この政令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和36年6月2日政令第i70号）

 この政令は，公布の日から施行し，この政令による改止後の国立学校設置

 法施行令別表第1及び別表第2の規定は，昭和36年4月11日から適用する

別表第1

国立大学の名称

一 橋 大 学

上欄の国立大学に置かれる職員の定員

              352人

（略）
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第3 関係法規

    第1章 国

第1条 園立学校設置法（昭和24年法律第150号，以下「法」という。）第3条

 に規定する各国立大学（以下「国立大学」という。）に左の職員を置く。

2

3

4

学

教

卓

講

助

              （嬰鰭零裾鍔具1

砂正 昭和25年第17号，26年第19号，27年第6号，第23号，28

   年第10号，第19号，29年第2号，第6号，30年第13号，

   31年第8号，32年第7号，33年第2号，第7号，第13号

   34年第5号，第6号，第16号，第19号，35年第6号，36

   年第1号，第7号，第10号，第15号

    立 大 学

  長

  授

教 授

  師

  手

事務職員
教務職員
技術職員
 （略）

 （略）

 （略）

1条の2より第1条の3まで（略）

第2条学長，教授，助教授，講師及び助手は，学校教育法（昭和22年法

 律第26号）第58条に規定する職務に従事する。

2 （略）

3 教務職員は，教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。

4 技術職員は，技術に関する職務に従事する。

5 事務職員は，庶務，会計等の事務に従事する。

第3条国立大学の各学部の長は，学部長とし，その大学の教授である者を
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 もって充てろ。但し，単に一個の学部を置く大学にあっては，学部長を置

 かないことができる。

第3条の2（略）

第4条 教授上叉は管理上必要がある場合には．国立大学ヌは国立大学の学

 部に分校を置くことができる。

2 分校の長は，主事とし，その大学の教授である者をもつて充てる。

3 （略）

4 （略）

5 （略）

第5条 国立大学に，庶務，会計及び施設等に関する事務を処理させるため

 事務局を，及び学生の厚生補導に関する事務を処理させるため厚生補導に

 関する部を置く。

2 事務局の所掌事務を分掌させるため，文部大臣の指定する国立大学の事

  務局に部及び課を，その他の国立大学の事務局に課を置く。

3 前項の部及び厚生補導に関する部にそれぞれ課を置く。

4 前二項に規定する部及び課の名称及び所掌事務に関しては，二部大臣の

 承認を得て，その大学の学長が定める。

5 事務局，部及び課の長は，それぞれ事務局長，部長，及び課長とする。

6 事務局長は事務職員をもつて，事務局の部長及び課長は事務職員又は披

 術職員をもつて，並びに厚生補導に関する部の部長にあっては教授，助教

 授叉は事務職員をもつて，課長にあっては車務職員叉は教授，助教授若し

 くは講師をもつて充てる。

7 事務局長及び厚生補導に関する部の部長は，学長の監督の下に，それぞ

 れ，事務局の事務又は厚生補導に関する部の車務を掌理し，並びに第10

 条第！項に規定する事務部及び事務室の事務について総括し，及び調整す

 る。

8 部長（厚生補導に関する部の部長を除く。）及び課長は，それぞれ上司

の命を受けて部叉は課の事務を処理する。

9（略）

r男，
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10（略）

第5条の2 （略）

第6条 法律4条に規定する各研究所にそれぞれその長を置き，その大学の

 教授である者をもつて充てる。

第6条の2より第6条の3まで（略）

第6条の4 法第5条の規定により，国立大学の学部に附属して，別表第5

 の通り教育施設叉は研究施設を設置する。

第7条 前条に規定する各教育施設Nは研究施設にそれぞれその長を置き，

 その教育施設叉は研究施設の規模に応じその大学の教授又は助教授である

 者をもつて充てる。但し，特別の必要がある場合は，事務職員をもつて充

 てることができる。

第8条 （略）

第9条 国立大学において必要がある場合は，法第6条に規定する図書館に

 分館を置くことができる。

2 図書館及び図書館分館の長は，それぞれ館長及び分館長とする。

3 館長は，その国立大学の教授である者をもつて，分館長は，その国立大

 学の教授又は助教授である者をもつて充てる。但し，必要がある場合は，

 館長叉は，分館長は事務職員をもつて充てることができる。

第10条 国立大学の学部，分校，学部所属の教育施設及び研究施設，附属学

 校，附置研究所並びに附属図書館及び図書館分館（以下「学部等」という。）

 に，その事務を処理させるため，規模に応じて，それぞれ事務部叉は事務

 室を置くことができる。

2 文部大臣の指定する学部等の事務部に課を置く。

3 前項に規定する課の名称及び所掌事務に関しては，：文部大臣の承認を得

 て，その大学の学長が定める。

4 事務部，事務室及び課の長は，それぞれ事務長（第2項の規定により文

 部大臣の指定する学部等の事務部にあっては，事務部長），事務主任及び
   さ
課長すとる。

5 事務部長，事務長，車務主任及び課長は，それぞれ事務職員をもつて充
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 てる。

6 事務部長，事務長及び事務主任は，それぞれ学部等の長の命を受けて事

 務部又は事務室の事務を処理し，課長は，上司の命を受けて課の事務を処

 理する。

第10条の2 国立大学の職の種類ごとの定員は，別表第1の通りとし，法

 第3条の3第1項に規定する国立短期大学の職の種類C“との定員は別表第

 2のとおりとする。

第11条 法令に別段の定のあるものを除く外，国立大学の内部組織に関し

 ては，それぞれその大学の定めるところによる。

第12条より第15条まで（略）

    附  則

1 この省令は，公布の日から施行し，昭和24年5月31日置ら適用する。

2 国立大学の学部長及び分校主事は，第3条及び第4条第2項の規定にか

 かわらず当分の間，教授でない者をもつて充てることができる。

3 事務局の課長は，第5条第6項の規定にかかわらず，当分の間，教授N

 は助教授をもつてたてることができる。

4 （略）

5 法附則第3項に規定する国立大学反は国立高等学校に包括される学校の

 課程の長はその国立大学の学長，学部長，若しくは分校の主事反はその国

 立高等学校の校長である者をもつて充てる。

6（略）

    附  則（昭和25年5月24日文部省令第17号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和25年4月1日から適用する。

    附  則（昭和26年8月25日：文部省令第19号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和26年4月1日から適用する。

    附  則（昭和27年3月14日文部省令第6号）

 この省令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和27年10月13日文部省令第23号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和27年4月i日から適用する。

    附  則（昭和28年4月15日交部省令第10号）
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 、この省令は，公布の日から施行し，昭和28年4月1日から適用する。

    附  則（昭和28年8月17日交部省令第19号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和28年8月1日から適用する。但

し，第1条第2項の改正規定は，同年4月1日から適用する。

    附  則（昭和29年2月20日文部省令第2号）

 この省令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和29年3月31日文部省令第6号）

 この省令は，昭和29年4月董日から施行する。

    附  則（昭和30年7月1日文部省令第13号）抄

1 この省令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和31年4月1日文部省令第8号）

 この省令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和32年4月10日文部省令第7号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和32年4月1日から適用する。

    附  則（昭和33年1月10日文部省令第2号）

 この省令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和33年3月31日文部省令第7号）

 この省令は，昭和33年4月1日目ら施行する。

    附  則（昭和33年5月1日文部省令第13号）

 この省令は，公布の日から施行し， （中略）昭和33年4月1日から適用

する。

    附  則（昭和M年3月20日文部省令第5号）

1 この省令は，昭和34年4月1日から施行する。

2 この省令施行の際，改正前の第5条第1項ただし書の規定により事務局

 及び庫生補導に関する部を合せて一の部局とする国立大学にあっては，改

 正後の第5条第1項の規定にかかわらず，当分の間，なお従前の例による

 ことができる。

3 この省令施行の際，現に置かれている国立大学の事務局（改正後の第5

 条第2項目規定により文部大臣の指定する国立大学の事務局を除く。）の
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課並びに厚生補導に関する部及びその課の名称及び所掌事務に関しては，

昭和35年3月31日までに，文部大臣の承認を得なければならない。

    附  則（昭和M年3月20日文部省令第5号）

 この省令は，昭和34年4月1日から施行する。

    附  則（昭和34年3月31日文部省令第6号）

 この省令は，昭和34年4月1日から施行する。

    附  則（昭和34年5月16日一部省令第16号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和34年4月1日から適用する。

    附  則（昭和34年7月ll日文部省令第19号）

 この省令は，公布の臼から施行し，昭和34年7月9日から適弔する・

    附則（昭和35年4月26日交部省令第6号）

 この省令は，公布の日から施行し，昭和35年4月1日から適用する。

   附  則（昭和36年1月12日文部省令ce 1号）

 この省令は，公布の日から施行し，この省令による改正後の国立学校設置

法施行規則別表第1，別表第2及び別表第3の規定は，昭和35年12月26Hか

 ら適用する。

   附  則（昭和36年4月1日交部省令第7号）

 この省令は，公布の日から施行する。

   附  則（昭和36年5月19日交部省令第10号）抄

    （施行期日）

1 この省令は，公布の日から施行する

   附 則（昭和36年6月6日文部省令第14号）抄

2 この省令は，公布の日から施行し，昭和36年4月1日から適用する。

割表第5

国立大学の名称
講大学［瑠護綴囎繍置され      1

一 橋大 学 商 学部
            ｝
Y業経営研究施設

（略）

摩1学長

1

鞭助教轡師賜繍鶉

7g
奄k 7s

61 20

その他
     計の職員

i68P 352

（略）
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    7．教育公務員特例法（抄）

                    櫻和灘月12具）

     改正 昭和24年第148号，25年第184号，26年第241号，第318号・

        29年第131号，第156号，第159号，第181号，30年第125号，

        31年第152号，第163号，第175号，32年第147号，36年第87腎

    第1章総   則
 （この法律の趣旨）

第1条 この法律は，教育を通じて圃民全体に奉仕する教育公務員の職務と

 その責任の特殊性に基き，教育公務員の任免，分限，懲戒，服務及び研修

 について規定する。

 （定 義）

第2条 この法門で「教育公務員」とは，学校教育法（昭和22年法律第26

 号）第1条に定める学校で，同法第2条に定める国立学校及び公立学校の

 学長，校長（園長を含む。以下同じ。），教員及び部局長並びに教育委員

 会の教育長及び専門的教育職員をいう。

2 この法律で「教員」とは，前項の学校の教授，助教授，教諭，助教諭，

 養護教諭及び講師（常時勤務の者に限る。以下同じ。）をいう。

3 この法律で「部局長」とは，大学の学部長その他政令で指定する部局の

 長をいう。

4 （略）

 （身 分）

第3条 国立学校の学長，校長，教員及び部局長は国家公務員，公立学校の

 学長，校長，教員及び部局長並びに教育長及び専門的教育職員は地方公務

 員としての身分を有する。

    第2章 任免，分限，懲戒及び服務

     第1節 大学の学長，教員及び部局長

 （採用及び昇任の方法）

第4条 学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は，選考によるも

 のとし，その選考は，大学管理機関が行う。
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2 前項の選考は・学長については，人格が高潔で，学識がすぐれ，且つ，

教育行政に関し識見を有する者について，大学管理機蘭の定める基準によ

 り，学部長については，当該学部の教授会の議に基き，教員及び学部長以

 外の部局長については，大学管理機関の定める基準により，行わなければ

 ならない。

 （転 任）

第5条 学長，教員及び部局長は，大学管理機関の審査の結果によるのでな

 ければ，その意に反して転任されることははない。

2 大学管理機関は，前項の審査を行うに当っては，その者に対し，審査の

 事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 大学管理機関は，審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以

 内に請求した場合には，その者に対し，口頭又は書面で陳述する機会を与

 えなければならない。

4 大学管理機関は，第1項目審査を行う場合において必要があると認める

 ときは，参考人の出頭を求め，又はその意見を徴することができる。

5 前3項に規定するもののほか，第1項の審査に関し必要な事項は，大学

 管理機関が定める。

 （降任及び免職）

第6条 学長，教員及び部局長は，大学管理機関の審査の結期によるのでな

 ければ，その意に反して免職されることはない。教員の降任についても，

 また同様とする。

2 第5条第2項から第5項までの規定は，前項の審査の場合に準用する。

 （休職の期間）

第7条 学長，教員及び部局長の休職の期間は，心身の故障のため長期の休

 養を要する場合の休職においては，個々の場合について，大学管理機関が

 定める。

 （任期及び停年）

第8条 学長及び部局長の任期については，大学管理機関が定める。

2 教員の停年については，大学管理機関が定める。
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  （懲 戒）

第9条 学長，教員及び部局長は，大学管理機関の審査の結果によるのでな

 ければ，懲戒処分を受けることはない。 1

2 第5条第2項から第5項までの規定は，前項の審査の場合に準用する。

  （任命権者）

第10条 大学の学長，教員及び部局長の任用，免職，休職，復職，退職及

 び懲戒処分は，大学管理機関の申出に基いて，任命権者が行う。

  （服 務）

第11条国立大学の学長，教員及び部局長の服務について，国家公務員法

  （昭和22年法律第120号）第96条第1項の根本基準の実施に関し必要な

 事項は，同法第97条から第105条までに定めるものを除いては，大学管

 理機関が定めめる。

2 （略）

  （勤務成績の評定）

第12条 学長，・教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた

 措置は，大学管理機関が行う。

2 前項の勤務成績の評定は，大学管理機関が定める基準により，行わなけ

 ればならない。

第13条より第18条まで（略）

    第3章研   修

 （研 修）

第19条教育公務員は，そめ職責を遂行するために，絶えず研究と修養に

 努めなければならない。

‘2 教育公務員め任命権者は，教育公務員の研修について，それに要する施

 設二硫修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し，その実

施に努めなければならない。

 （研究の機会）

第20条 教育公務員には，研修を受ける機会が与えられなければならな

 い。
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2 教員は，授業に支障のない限り，本属長の承認を受けて，勤務場所を離

れて研修を行うことができる。

3 教育公務員は，任命権者の定めるところにより，現職のままで，長期に

 わたる研修を受けることができる。

   第4章雑   則
 （兼職及び他の事業等の従事）

第21条 教育公務員は，教育に関する他の職を兼ね，Nは教育に関する他

 の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者

 （地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費

 負担教職員については，市町村の教育委員会）において認める場合には，

 給与を受け，又は受けないで，その職を兼ね，叉はその事業若しくは事務

 に従事することができる。

2 前項の場合においては，国家公務員たる教育公務員にあっては国家公務

 員法第101条第1項の規定に基く人事院規則叉は同法第104条の規定によ

 る人事院の承認又は許可を要せず，地方公務員たる教育公務員にあっては

 地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準

 によることを要しない。

第21条の2より第21条の3まで（略）

 （教育公務員以外の者に対するこの法律の準用）

第22条 国立又は公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者，

 交部省設置法（昭和24年法律第146号）第14条に掲げる機関（日本芸術

 院を院く。）並びに：文化財保護法（昭和25年法律ng 214号）第20条に掲げ

 る国立博物館及び国立文化財研究所の長及びその職員のうちもつばら研究

 又は教育に従事する者並びに国立Nは公立の各種学校の校長及び教員にっ

 いては，政令の定めるところにより，この法律の規定を準用する。

    附  則（抄）

 （施行期日）

第23条 この法律は，公布の日から施行する。

2 この法律中の規定が，国家公務員法叉は地方公務員法の規定に矛盾し，

 叉はてい触すると認められるに至った場合は，国家公務員法叉は地方公務
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 員法の規定が優先する。

 （旧制の学校の教員等に対するこの法律の準用）

第24条 この法律に定める国立又は公立の大学の学長，教員及び部局長に

 関する規定は，それぞれ学校教育法認98条第1項に規定する国立又は公

 立の大学の学長（数個の学部を置く大学にあっては総長。以下同じ。），教

 員及び政令で指定する者に準用する。

2 この法律に定める国立叉は公立の大学の学長，教員及び部局長に関する

 規定は，政令で別段の定をした場合のほか，それぞれ学校教育法第98条

 第1項に規定する国立又は公立の大学の予科，高等学校，専門学校及び教

 員養成諸学校の校長，教員及び政令で指定する者に準用する6

3 ・（略）

 （大学管理機関等の読替）

第25条 この法律中「大学管理機関」とあるのは，当分の間，次の各号の

 区別に従って読み替えるものとする。

 1 第4条第1項については，学長にあっては「評議員（1個の学部を置

  く大学にあっては教授会の構成員。以下同じ。）及び部局長で構成する

  会議（協議会という。以下同じ。）」，部局長にあっては「学長」，教員に

  あっては「教授会の議に基き学長」

 2 第4条第2項中学長の選考に関する部分，第7条，第8条第1項，第

  11条及び第12条第2項については，「協議会の議に基き学長」

 3 第4条第2項中教員及び学部長以外の局部長の選考に関する部分につ

  いては，教員にあっては「評議会（1個の学部を置く大学にあっては，

  協議会。以下同じ。）の議に基き学長」，学部長外の部局長にあっては

  「協議会の議に基き学長」

 4 第5条，第6条及び第9条については，学長にあっては，「協議会」，

  教員にあっては「評議会」，部局長にあっては「学長」

 5 第8条第2項については，「評議会の議に基き学長」

 6第10条については，「学長」

 7 第12条第1項については，学長にあっては「協議会」，教員及び学部

 長にあっては「教授会の議に基き学長」，学部長以外の部局長にあって
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  は＝「学長」

 2 （略）

第25条の2より第25条の6まで（略）

 （従前の規定による休職者等の取扱）

第26条 大学の学長，教員及び部局長で，従前の規定により休職を命ぜら

 れた者又は懲戒手続中の者若しくは懲戒処分を受けた者の休職又は懲戒に

 関しては，第7条及び第9条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

第27条 この法律施行の際，現に結核性疾息のため休職中の者は，第14条

 第1項の規定の適用については，従前の休職期間を通算する。

第28条及び第29条削除

 （この法律施行の際における学長等の職にある者の取扱）

第30条 この法律施行の際，現に国立学校の学長，校長，教員叉は部局長

 の職にある者は，この法律により，それぞれ学長，校長，教員又は部局長

 の職についた者とみなす。

第31条より第34条まで（略）

    附則（昭和24年5月31日法律第148号）抄

1 この法律は，昭和24年9月1日から施行する。

    附  則（昭和25年5月16日法律第184号）抄

 （施行期日）

1 この法律は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和26年6月16日法律第241号）抄

1 この法律は，公布の日から施行する。但し第21条の3，第23条第2

 項，第25条の4及び第25条の5の改正規定は，昭和26年2月13日から

 適用する。

2 改正後の教育公務員特例法第5条第3項から第5項まで（同法第6条第

 2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。）の規定は，この法律

 施行の際現に大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但

 し，改正後の教育公務員特例法第5条第3項（同法第6条第2項及び第9

 条第2項において準用する場合を含む。）の規定による請求をすることがで

 きる期間は，大学管理機関から説明書を受領した後30日以内とする。

一69一



3から8まで（略）

   附  則（昭和26年12月24日法律第318号）抄

1 この法律は，公布の日から施行する。但し，第20条，第22条，第23条

 及び第124条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は，昭和27年

  4月1日から施行する。

   附 則（昭和29年5月29日法律第131号）抄

1 この法律は，昭和29年7月1日から施行する。

   附  則（昭和29年6月3日法律第156号）抄

1 この法律は，公布の日から起算して，10日を経過した日から施行する。

   附 則（昭和29年6月14日法律第181号）抄

1

2

1

この法律は，公布の日から施行する。

（略）

  附 則（昭和31年6月14日法律第152号）抄

この法律は，公布の日から施行する。ただし，第3条から第6条まで及

び附則第6項の規定は，昭和32年4月1日から施行する。

   附 則（昭和31年6月30日法律第163号）抄

1から4まで（略）

   附 則（昭和31年12月18日法律第175号）抄

1 この法律は，公布の日から施行する。

2から3まで（略）

   附  則（昭和32年6月1日法律第147号）

1 この法律は，公布の日から施行する。

   附 則（昭和36年5月19日法律第87号）抄

1鷲の法律は，公布の日から施行する。

2から5まで（略）
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    8・教育公務員特例法施行令（抄）

                     （昭和24年1月12日政 令 第6号）

     敢正 昭和24年第234弓，第338号，26年第219号，28年第88号，

        31年第222号，36年第141・号

  （部局の長）

第1条教育公務員特例法（法という。以－’ド同じ。）第2条第3項の部局の

 長とは，左に掲げる者をいう。

 1 大学に附置される研究所の長

 2 大学Nは大学の医学部に附属する病院の長

 3 大学に附属する図書館の長

 （教育公務員以外の者）

第2条 大学め助手については，法に規定する大学の教員に関する規定を準

 幽する。

2 前項の場合において．任命権者Nは大学管理機関は，法に規定する権限

 の全部又は一部を，任命権者にあっては大学管理機関叉は大学内の他の機

 関に，大学管理機関にあっては大学内の他の機関に委任することができ

 る。

第3条より第5条まで（略）

第6条 法99 24条第1項の政令で指定する者とは，左に掲げる者をいう。

 1 大学の学部長

 2 大学に附置される研究所の長

 3 大学Nは大学の医学部に附属する病院の長

 4 大学に附属する図書館の長

第7条 （略）．

    附  則

第8条 この政令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和26年6月16日政令第219号）

この政令は，公布の日から施行する。

  附  則（昭和28年5月11日政令第88号）
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この政令は，公布の日から施行する。

   附 則（昭和31年6月30日政令第222号）抄

 （施行期日）

1 この政令は，昭和31年10月1日から施行する。

   附  則（昭和36年5月27日政令第141号）

この政令は，公布の日から施行し，昭和36年5月19日から適用する。

    9．国立大学の大学院に置く研究科の名称及び

      課程を定める政令（抄）

                    （野響二塁謝

  改正 昭和30年第106号，31年第90号，33年第51・号，第66号，34年第36

     号，35年忌64号，36年第77号

 （研究科の名称）

第1条 国立学校設置法第3条の2第1項に掲げる国立大学の大学院に置く

 研究科の名称，は左表の通りとする。

国立大学の名称

一橋大学

上欄の国立大学の大学院に置く研究科の名称

法学研究科

社会学研究科

経済学研究科

商学研究科

   （略）

 （研究科の課程）

第2条 医学研究科及び歯学研究科を除くその他の研究科に5年の課程及び

 2年目課程を置き，医学研究科及び歯学研究科に4年の課程を置く。

2 前項の5年の課程及び4年の課程は，学校教育法 （昭和22年法律第26

 号）第68条第1項の規定による博士の学位の授与を受けるに必要な能力

 を与えるための課程とし，2年の課程は，同条同項の規定によるその他の

 学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程とする。
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   附  則

！ この政令は，昭和28年4月1日から施行する。

2 交部大臣は，当分の間，教授及び研究の設備の充実の状況等を考慮し5

年の課程を置くことが適当でないと認めるときは，各研究科につき，第2

条第1項の規定にかかわらず，5年の課程を置かないものとすることがで

 きる。

   附  則（昭和30年7月1日政令第106号）

 この政令は，公布の日から施行し，昭和30年4月1日から適用する。

   附  則（昭和31年4月11日政令第90号）

 この政令は，公布の日から施行し，昭和31年4月1日から適用する。

   附  則（昭和33年3月31日政令第51号）

 この政令は，昭和33年4月1日から施行する。

   附  則（昭和33年3月31日政令第66号）

 この政令は，昭和33年4月1日から施行する。

   附  則（昭和34年3月20日政令第36号）

 この政令は，昭和M年4月1日から施行する。

   附  則（昭和35年3月31日政令第64号）

 この政令は，昭和35年4月1日目ら施行する。

   附  則（昭和36年4月1日政令第77号）

 この政令は，公布の日から施行する。
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10． 国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める

  政令第1条の表に掲げる国立大学の大学院の研究科に置

  く専攻の名称及び課程を定める告示（抄）

                 （昭和28年5月13日文部省告示第41号）

改正 昭和30年第81号，第82号，31年第47号，第48号

 国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令（昭和28年

政令第51号）第1条の表に掲げる国立大学の大学院の研究科に置く専攻の名

称及び課程は，左表の通りとする。

蹴学の名称鰐瞭専攻の名称及び羅

融融の1
1醐究科健諸会計轍・博士・・E・

      i商学専攻（博士課程，修士課程）

             塵論em学及び統計学専攻（博士課

一橋大学 D繍学研究科曝蟹二二策軌博士縄

癬研究科隔法曽攻（博士課程，修士課程）
［1一一一一一・一

i．璽鐸）

1）社会学研究科社会鶉攻（博士羅修士課程）

il

  （略）

備 考 この表申博士課程とは，国立大学の大学院に置く研究科の名称及

 び課程る定める政令第2条第2項に規定する5年の課程とし，修士課程

 とは，同条同項に規定する2年の課程とする。
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11・国立大学の講座に関する省令（抄）

                 （昭和29年9月7日文部省令第23号）

 敢正 昭和30年第14号，31年第4号，32年第5号，33年第8号，

    34年第7号，35年第3号，36年第8号

 国立大学の学部に置かれる講座（大学院に置かれる研究科の基礎となるも

のとする。）の種類及びその数は，別表第1から別表第25までのとおりとする。

    附  則

 この省令は，公布の日から施行ずる。

    附  則（昭和30年7月1日文部省令第14号）

 この省令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和31年3月31日文部省令第4号）

 この省令は，昭和31年4月1日から施行する。

    附  則（昭和32年3月31日文部省令第5号）

 この省令は，昭和32年4月1日から施行する。

    附  則（昭和33年3月31日文部省令第8号）

 この省令は，昭和33年4月1日から施行する。

    附  則（昭和34年3月31日文部省令第7号）

 この省令は，昭和34年4月1日から施行する。

    附  則（昭和35年4月1日文部省令第3号）

 この省令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和36年4月1日文部省令第8号）

 この省令は，公布の日から施行する。

 別表第1より別表第9ままで（略）

別表第10

一橋大学

 法学部

  憲  法

  民  法

  行政法

1講座

2講座

1講座 1
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商  法

刑  法

民事訴訟法

経済法
国際法

2講座

1講座

1講座

1講座

1講座



 国際私法

 外国法
 法制史
社会学部

 社会学
 社：会思想史

 社会政策

 政治学，政治学史

経済学部
 経済原論

 経済学史

 計爾経済論

 東洋経済

 経済史
 経済政策

以下（略）

1講座

1講座

1講座

2講座

1講座

1講座

1講座

2講座

1講座

1講座

1講座

3講座

3講座

 財政学
 統計学
 経済地理

 地方財政

商学部
 経営学
 会計学
 市場論
 証券平均論

 商品学

 金融論

 保険論
 交通論

一76一

1講座

2講座

1講座

1講座

3講座

4講座

2講座

1講座

1講座

2講座

2講座

2講座
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   12．従前の規定による大学の研究科の存続年限に閲する省令

                    （昭和28年8月17日文部省令第20号）

       改正 昭和31年第19号

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第98条第3項の規定により存続す

ろ大学の研究科は，当該研究科を置く学部において在学年限3年（医学部及

び歯学部にあっては4年）の最終卒業者の卒業した年度の翌年度初から9年

（医学部及び歯学部にあっては6年）を経過した日まで存続することができ

る。

   附  則

 この省令は，公布の日から施行する。

   附  則（昭和31年6月23日文部省令第19号）

 この省令は，公布の日から施行する。

   13．学   位   令

                    （大正9年7月6日勅令第200号）

第1条 学位ハ博士トス

第2条 学位ハ大学二於テ文部大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ授与ス

第3条 博士ノ種類ハ大学二於テ之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ

算4条 学位ヲ授与セラルヘキ下闇大学学部研究科二於テ2年以上研究二従

 事シ論文ヲ提出シテ学部教員会ノ審査二合格シタル者yハ論文ヲ提出シテ

 学位ヲ請求シ学部教員会二於テ之ト同等以上ノ学力アリト認メタル者トス

第5条学部教員会ハ前条ノ論文審査二門門ノ提出者二対シ試問ヲ行フコト

 ヲ跨

下6条 大学二二テ学位授与ノ認可ヲ申請スルトキハ論文及其ノ審査ノ要旨

 ヲ添付スヘシ

第7条 学位ヲ授与セラレタル特輯授与ノ日ヨリ6月内二其ノ提出二係ル論

 文ヲ印刷公表スヘシ但シ学位授与前既二印刷公表セラレタルモノナルトキ

 叉ハ文部大臣二品テ其ノ印刷公表ヲ相当ナラスト臨時タルモノナルトキハ

 此ノ限二在ラス
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第8条大学ハ論文ノ審査二付手数料ヲ徴収スルコトヲ得

第9条学部教員会二於ケル論交審査ノ手続其ノ他学位二関スル規程ハ大学

 二郷テ之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第10条 学位ヲ有スル者其ノ栄誉ヲ汚辱スル行為アルトキハ大学置尺テ学

 位二関スル規程二二リ門門大臣ノ認可ヲ経テ学位ノ授与ヲ取消スコトヲ得

    附  則

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

 明治31年勅令第344号学位令及博士会規則ハ之ヲeSl［：ス但シ旧令二依ヴ

 授与シタル学位ハ価其ノ効力ヲ有ス

 本妻施行前論文ヲ提出シテ学位ヲ請求シタル者二対シテハ旧令二依リ学位

 ヲ授与ス

  旧令二依ル学位ヲ有スル者其ノ栄誉ヲ汚辱スル行為アルトキハ文部大臣

 ；其ノ学位ヲ概i奪ス

   14．学位規則                     （昭和28年4月1日文部省令第9PJ）

        改正 昭和30年第5号，31年第15号

 （趣 旨）

第1条学校教育法（昭和22年法律第26号）第68条第1項の規定により

 大学院を置く大学（以下単に「大学」という。）が授与する学位について

 は，この省令の定めるところによる。

 （学 位）

第2条学位は，博士及び修士とする。

2 博士及び修士の種類は，それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

 （博 士）

第3条 博士の学位は，独創的研究によって新領域を開拓し，学術水準を高

 め文化の進展に寄与するとともに，専攻の学問分野について研究を指導す

 る能力を有する者に授与するものとする。

 （修 士）

第4条 修士の学位は，広い視野に立って，専攻の学問分野について，精深

 な学識と精深な研究をする能力とを有するものに授与するものとする。
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 （博士の学位授与の要件）

第5条 左の各号に該当する者には・博士の学位を授与することができる。

 1 大学院に5年以上（医学叉は歯学の研究科にあっては4年以上）在学

 して所定の単位を修得したこと。

 2 当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。

2 博士の学位は，大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格し，且つ，

 前項第1号に該当する者と同等以上の学力があると認められた者にも授与

 することができる。      ’”

 （修士の学位授与の要件〉

第6条 左の各号に該当する者には，修士の学位を授与することができる。

 1 大学院に2年以上在学して所定の単位を修得したこと。

 2 当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格したこと。

 （直交要旨等の公表）

第7条 大学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した

 日から3月以内に，その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公

 表するものとする。

第8条 博士の学位の授与を受けた者は，当該博士の学位の授与を受けた口

 から1年以内に，その論文を印刷公表するものとする。但し，学位の授与

 を受ける前にすでに印刷公表したときは，この限りでない。

 （学位の名称）

第9条 学位の授与を受けた者は，学位の名称を用いるときは，当該学位を

 授与した大学名を附記するものとする。

 （報 告）

第10条 大学は．博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与し

 た臼から1月以内に，：左に掲げる事項を記載した書類に，当該博士論罪及

 び授与を受けた者の氏名，本籍，現住所，生年月R，最終卒業学校名その

 他の必要事項を記載した履歴書を添えて，交部大臣に報告するものとする。

1

2

3

4

5

授与した博士の学位の種類

授与しt：年月日

第5条第1項又は第2項のいずれの規定によるかの別

論文審査及び試験の結果の要旨

論文審査及び試験を担当した機関に関する事項

一79一



 （学位規程）

第11条 大学は，学位に関する事項を処理するため，当該大学において授

 与する学位の種類，論文審査及び試験の方法その他学位に関し必要な事項

 を定めて文部大臣に報告しなければならない。

    附  則

 この省令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和30年3月26日文部省令第5号）

 この省令は，公布の日から施行する。

    附  則（昭和31年5月29日文部省令第15号｝

 この省令は，公布の日から施行する。
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   15．国立大学の評七会に関する暫定措置を定める規則
                    （昭和28年4月22日文部省令第11号）

 （設 置）

第1条 数個の学部を置く国立大学に評議会を置く。

2 1個の学部のみを置く国立大学においても，当該大学の事情により，評

 議会を置くことができる。

 （組 織）

第2条 前条第1項の評議会は，左の各号に掲げる評議員をもつて組織す

 る。

 1 学長

 2 各学部長

 3各学部の教授2人
 4 各附置研究所の長．

2 当該大学の事情により，評議会の議を経て前項第3号の評議員の数を5

 人までに増加し，同項第4号の評議員の数を制限し，Nは附置研究所の教

 授，附属図書館長，附属病院長，短期大学を併設する大学にあっては短期

 大学の教授その他重要な職にある職員を評議員とすることができる。

 （任 命）

第3条 評議員は，学長の申出に基いて文部大臣が任命する。

 （補欠の評議員等）

第4条 教授であることによって評議員となった者が教授の地位を失った場

 合及び特定の職にあることによつに評議員となった者がその職を失った場

 合には，当然評議員の職を退き，当該評議員に欠員を生じた場合には，文

 部大臣は，前条の方法により補欠の評議員を任命する。

 （任期等）

第5条 教授であることによって評議員となった者の任期は，2年とする。

 但し，前条に規定する補欠め評議員の任期は，前任者の任期の残余の期間

 とする。

2 前項の評議員は，再任されることができる。

3 第1項の評議員は，任期が満了した場合においても，新たに評議員が任



 命されるまでは，同項の規定にかかわらず，引き続きその職務を行う。

4 評議員は，非常勤とする。

 （権 限）

第6条 評議会は，学長の諮問に応じて左の各号に掲げる事項を審議する。

 1 学則その他重要な規則の制定改廃に関する事項

2

3

4

5

6

7

8

予算概算の方針に関する事項

学部，学科その他重要な施設廃止に関する事項

人事の基準に関する事項

学生定員に関する事項

学生の厚生補導及びその身分に関する重要事項

学部その他の機関の連絡調整に関する事項

その他大学の運営に関する重要事項

2 評議会は，前項に掲げる事項の外，教育公務員特例法（昭和24年法律第

 1号）の規定によりその権限に属せしめられた事項を取り扱う。

 （会議の招集及び議長）

第7条学長は，評議会の会議を招集し，その議長となる。

 （運営の細目）

第8条 この省令に規定するものの外，評議会の組織及び運営の方法につい

 ては，評議会の議を経て学長が定め，：文部大臣に報告しなければならな

 い。

 （1個の学部のみを置く国立大学の評議会）

第9回忌第1条第2項の評議会は，左の各号に掲げる評議員をもつて組織す

 る。

 1 学  長

 2 学部の教授5人

 3 各附置研究所の長

2 前項の評議会には，第2条第2項から第6条第1項まで，第7条及び第

 8条の規定を準用する。但し，第2条第2項を準用する場合において，詞

 条同項中「第3号」とあるのは「第2号」と，「5人」とあるのは「10人

」と，「第4号」とあるのは∫第3号」と読み替えるものとする。
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  附  則

この省令は，公布の日から施行し，昭和28年4月1日から適胴する。
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第4組 織

1．名称，位置，学部及び包括される旧制校

（国立学校設置法第3条警抜葦）

国立大学の名称陣置

一 橋 大 学 東京都

学  部

法学部
社会学部
経済学部

商学部

包括される旧制学校

東 京 商 科 大 学

’2．附属研究施設
（国立学校設置法施行規則第6条の4別表第5抜奉）

国立大学の名称

一 橋 大 学

上欄の 中間の学部に附属して設置さ
大学の学部   れる教育施設叉は研究施設

商学部 産業経営研究施設
3． 研   究   所

（国立学校設置法第4条虚抜葦）

大学の綱研究所の綱位副

一橋大学

目 的

出演矧三都i 日本及び世界の経済の総合研究

4．職 員 の 定 員

（国立学校設置法施行令第2条別表第1抜葦）

国立大学の名釧 上欄の国立大学に設かれる職員の定員

一 橋 大 学

（国立学校設置法施行規則第10条の2別表第1抜葦）

－／・ft一一］

国立大学の名称

学長 教授 助教授
  ワ
u師 助手 教噸鵜雛 計

一橋大学 1 79 78 6  20 」 ＿  168 352
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   5．学部及び講座     〆
 （a）一般教育科目

人文科学系列一日本史，東洋史，西洋史，哲学，倫理学，心理学，人文：地

理，人類学，日本文学，英文学，独文学，仏文学，露文学，申国文学，国語

社会科学系列一商学（商業通論），経済学（経済通論），政治学，法学（法

学通論），社：会学（社会思想）

自然科学系列一数学（第1代数学・幾何学，第2士分積分・函数方程式，

       第3現代数学）

 （b）語学一語学第1（英語），語学第2（独，仏，露，華語）

 （C） 専門科目一経営学概論，経済史概論，民法総論，社会科学感動

 （d）演  習

 （e） 保健体育一講義，実技

専門科目講座

 1．商学部

  経営学部門一経営学概論，経営学原理，経営学史，企業形態，生産管理」

  労務管理，財務管理，管理統計

  会計学部門一会計学概論，会計学原理，原価計算，簿記第1（簿記原理）

  簿記第2（簿記各論），管理会計，監査

  貿易及市場部門一外国貿易第1（貿易理論），外国貿易第2 （貿易実

  践），配給論，証券市場論，商品油画1（化学商品），商品学第2（エ

  ネルギー商品），商品検査，商業史

  金融部門一金融論，銀行論，外国為替，景気論，商業数学

  保険部門一保険総論，海上保険，火災保険，生命保険，社会保険

  交通部門一交通及び倉庫，海運，陸運

   演  習

 2．経済学部

  経済学部門一経済原論第1（経済原論），経済原論第2 （理論経済学）

  経済学特殊講義，経済理論特殊問題，経済学史，経済思想史，経済哲学，

  計画経済論，経済変動論，応用数学，経済地理，経済地理特殊問題，東

  洋経済，世界経済，国際経済論，世界経済特殊問題，計算機論
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 経済史部門一経済史概論西洋経済史，日本経済史，東洋経済史，経済

 史特殊問題，西洋文明史

 経済政策部門一経済政策，経済政策特殊問題，商業政策，工業政策，農

 業政策，人口政策

 財政学部門一財政学総論，財政学各論，地方財政

 統計学部門一統計学総論，経済統計，社会統計，数理統計

 部門外特別講義一口本経済，外国人特別講義

  演 習

3．法学部

 基礎部門一法制史第1（西洋法制史），法制史第2（日本法制史），外国

 法（英米法），法律思想

 公法部門一憲法，行政法席1（行政法総論），行政法第2（行政法各論），

 国際公法第1（国際公法総論），国際公法第2（国際公法各論），外交史

 第1（西洋外交史），外交史第2（東洋外交史）

 民事法部門一民出歯1（民法総論），民法第2（民法債権総論），民法第

 3（民法債権各論），民法第4（民法物権），民法第5 （民法身分），民

 事訴訟法第1（判決手続），民事訴訟第2（強制執行及び破産法），国際私法

 企業法，経済法部門一一商法第1（商法総則商行為），商法第2（商法会

 社）商法第3（商法手形小切手），商法第4（商法海商），商法特殊講義

 経済法，労働法

 刑事法部門一刑法，刑事訴訟法

  演  習

4．社会学部            一

 社会学部帰一社会思想史，社会科学概論，社会学第1，社会学第2，社

 会血忌3，社会哲学，社会心理学，マス・コミニケーシヨン論，社会政

 策，政治学及政治学史，社会主義及社会運動，労働問題，人口問題

 教育学部門一教育原論，教育史，教育社会学，教育心理学，教育行政学

 教育方法論

 人文部門一歴史学，地理学，文化人類学，科学思想，哲学，哲学史，東洋倫

 理学，西洋倫理学，宗教学，心理学，文学第1（英），文学第2（仏），

             一86一
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交学第3（独），文学第4（露），言語学，古典語（希，拉，原典講読）

演  習

6．学 生 の 定 員
Tl．d15；1：：’IT！lii：11：．Jz一一一．．．．．．！p．“．．L．．．t，it．tee一’i一一L［i／！［＝t’”．J／i：E｛f－i．一’¢i．：JL一

商学剖  1・5 @ 66・
経

法

社

済 学 部

 学  部

145 am

100 400

       

会学部i
 計

100 400

490 2，120
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第5一橋大学学則
             （昭和28年4月lEl施行）

敢正 昭和32年3月28日，昭和33年2月10日，昭和34年5月16日

   昭和34年7月II日，昭和35年4月1日，昭和36年1月12日

   昭和36年4月1日，昭和36年6月6H

    第1章 総    則

     第1節 大学の目的及び使命

第1条 大学は社会科学の総合的研究と人類文化に貢献し得る教養識見を備

 えた人格者の養成とを目的及び使命とする。

     第2節 大学の構成

第2条 大学に左の学部をおく。

    大学に経済研究所をおく。

    大学に附属図書館をおく。

      商学部に附属産業経営研究所をおく。

         職員組織，評議会，教授会

    大学に左の職員をおく。

 学長，学部長，主事，教授，助教授，講師，助手，教務職員，技術職員，

 事務職員

第7条 学長は大学全般の事項を統回する。

第8条 教授，助教授，講師及び助手は学部又は研究所の勤務を命ぜられる。

 学部教授は講義及び研究指導を担当し，学部助教授は教授を助けて講義及

 び研究指導を担当する。

 研究所教授は研究に従事し，研究所助教授は教授を助けて研究に従事する。

 講師は教授叉は助教授に準ずる職務に従事する。

    商 学 部    法 学 部

    経済学部  社会学部
第3条 大学に大学院をおく。

 大学院学則は別に定める。

第4条

第5条

第5条の2

     第3節

第6条
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 助手は教授叉は助教授の指導を承け学術に関する職務に服する。

 教務職員は教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。

 技術職員は技術に関する職務に従事する。

 事務職員は庶務会計等の事務に従事する。

第9条 学長は必要があると認めるときは学部又は研究所に臨時職員をおく

 ことができる。

第10条 職員の定員は別表による。

第11条 各学部に学部長をおき当該学部教授のうちからこれに補する。

 学部長は当該学部に関する事項を管掌する。

第12条 各研究所に所長をおき当該研究所教授のうちからこれに補する。

 所以は研究所の研究及び事務を掌理する。

第13条 学長の下に評議会をわき教授若千名を以て構成する。

 評議会は左の事項を審議する。

1．

2．

3．

4．

5．

学部の学科並びに研究科の科の設置及び廃止

研究所の研究企画の大綱に関する事項

講座の設置及び廃止について諮問された事項

大学全般の制規に関する事項

その他文部大臣叉は学長が諮問する事項

 学長は評議会を招集してその議長となる。

第14条 各学部に教授会をおき教授を以て構成する。

 教授会は当該学部に関する左の事項を審議する。

  L 学部の学科課程に関する事項

  2． 学生の試験に関する事項

  3．学部内の制規に関する事項

  4． その他文部大臣Nは学長が諮問する事項

 学部長は教授会を招集してその議長となる。

 学部長は必要があると認めるときは助教授叉は講師を教授会に列席させる

 ことができる。

第15条 各研究所に教授会をおき教授を以て構成する。

 教授会は研究所の運営に関する事項を審議する。
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 所長は教授会を招集してその議長となる。

 所長は必要があると認めるときは助教授Nは臨時職員を教授会に出席させ

 ることができる。

第16条 図書館に図書館長をおき教授又は助教授のうちからこれに補する。

 図書館長は学長の監督の下に図書館の事務を掌理する。

第16条の2 寄宿寮に寮監をおき教授，助教授又は事務職員のうちからこ

 れに補する。

 寮監は学長の監督の下に寄宿寮の事務を掌理する。

別 表

職  員  定  員  表

．豪教麺細講塑助手1其の他の職員
liI 79i 78 6

 120 1

  合計
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    第2箪学部規則
     第！節 講    座

第17条 学部の講座を一般教育科目及び専門科目に分ける。

第！8条各学部の講座の種類並びにその単位数は左の通りとする。

前 期

 学科目及び講座

 （a） 一般教育科目

  人文科学系列

   日本史

   東洋史

   西洋史

   哲  学

  倫理学
  心理学
   日本文学

  英文学

戦数1

一一 oo 一

 独文学

 仏文学

 露文学
 巾国文学

 国  語

 人交地理

 人類学
社会科学系列

 経済通論

 商業通論

 法学通論

 政治学

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

，

社会思想

自然科学系列

4

数学（第1．第2．第3） 8

  物理学
  化  学

  生物学
  地  学

  統計学
（b）語  学

  語学第1（英語）

  語学第2（独，仏，

  露，華語）

（c）演  習

（d） （専門科目）

  経営学概論

  経済史概論

  民法総論

  社会科学概論

（e）体  育

  講  義

  実  技

後 期

α）商学部専門科目

経営学部門

  経営学概論

  経営学原理

  生産管理

  労務管理

  財務管理

4

4

4

4

4

12

8

2

2

4

4

4

4

4
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 経営統計

会計学部門

 会計学
 原価計算

 簿記第1
 簿記第2

 簿記第3
 経営比較

 監  査

貿易三市場部門

 外国貿易第1

 外国貿易第．2

 配給論
 証券市場論

 商品学第1

 商品学第2

 商品検査．

 商業史
金融部門

 金融論

 銀行論
 外国為替

 景気論
 商業数学

保険部門

 保険総論

 海上保険

 火災保険

 生命保険

 社会保険

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



 交通部門

  交通及倉庫

  海  運

  陸  運

  演  習

2）経済学部専門科目

経済学部門

  経済原論第1

  経済原論第2

  経済学特殊講義

  経済理論特殊問題

  経済学史

  経済思想史

  経済哲学

  計画経済論

  経済変動論

  応用数学

  経済地理

  東洋経済

  世界経済

   国際経済論

  世界経済特殊問題

  計算機論

 経済史部門

  経済史概論

  西洋経済史

   日本経済史

  東洋経済史

  経済史特殊問題

  西洋文明史

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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経済政策部門

 経済政策

 商業政策

 工業政策

 農業政策

 人口政策

財政学部門

 財政学総論

 財政学各論

 地方財政

統計学部門

 統計学総論

 経済統計

 社会統計

 数理統計

部門外講義

 日本経es ・

  外国人講師特別講義

 演  習

（3）法学部専門科目

 基礎部門

 法制審第1

 法制島山2

 外国法
 法律思想

公法部門

 憲  法

行政法第1

行政法第2

 国際公法第1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

8

4

4

4

4

  国際公法第2

  外交史第1

  外交史学2

 民事法部門

  民法第1

  民法第2

  民法第3

  民法第4

  民法第5

  民事訴訟法

  国際私法

 企業法経済法部門

  商法第1

  商法第2

  商法第3

  商法第4

  経済法

  労働法

 刑事法部門

  刑  法

  刑事訴訟法

 演  習

（4）社会学部専門科目

 社会学部門

社会思想史

社会科学概論

社会学第1

社会学第2

社会学第3

社会哲学

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

4

4

4

4

4

4
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 社会心理学

 マスコミニケーシ
 ヨン論

 社会政策

 政治学及政治学史

 社会主義及社会運動

 労働問題

 人口問題

教育学部門

 教育原論

 教育史
 教育社会学

 教育心理学

 教育行政学

 教育方法論

人文部門

 歴史学
 地理学
 文化人類学

 科学思想

 哲  学

 哲学史
 東洋倫理学

 西洋倫理学

 宗教学
 心理学
 文学第1
 文学第2
 文学第3
 文学第4
 言語学
 古典語（希，拉，

 原典講読）

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4



2

 演  習      8   『  語

（5） 4学部共通科目      1

以上の講座の外に臨時講義を開くことがある。

  第2節履修規則

学 4

第19条 学部の修学課程を前期及び後期に分け各2年以上とする。

第20条 前期においては，一般教育科目の人文科学，社会科学，自然科学

 の各系列より3科目つつ計9科目，語学第1，語学第2，演習，体育，専

 門科目3科目，合計16科目80単位以上を履修しなければならない。但

 し，自然科学系列の選択については，数学を含めるものとする。

 前項の演習は第2年に於て履修するものとする。

第21条後期に湿ては専門科目及び語学15科目以上演習毎年1科目計68

 単位以上を第22条に規定する履修方法に従って履修しなければならない。

 前項に定めるものの外後期に於ても休育はこれを選択履修することができ

 る。

第22条 各学部後期における専門科目の履修方法は左の通りとする。

 商学部にあっては経営学部門，会計学部門，貿易及市場部門，金融部門，

 保険部門，交通部門の6部門に亘って9科目，経済学部，法学部及び社会学

 部の専門科目中より各1科目計3科目其の他3科目合計15科目以上を選

 択履修しなければならない。経済学部にあっては経済学部門，経済史部門，

 経済政策部門，財政学部門及び統計学部門の5部門に亘って9科目商学部，

 法学部及び社会学部の専門科目中より各1科目計3科目其の他3科目合計

 15科目以上を選択履修しなければならない。

 法学部にあっては基礎部門，公法部門，民事法部門，企業法経済法部門及

 び刑事法部門の5部門に亘って9科目，商学部，経済学部及び社会学部の

 専門科目中より各1科目計3科目其の他3科目A計15科目以上を選択履

 修しなければならない。

 社会学部にあっては，社会学部門，教育学部門及び人文部門の3部門に亘

 つて9科目商学部，経済学部及び法学部の専門科目申より各1科目計3科

 目其の他3科目合計15科目以上を選択履修しなければならない。

2 第18条第2項により開講した臨時講義は各学部とも前記のその他3科
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 目に属するものとしで選択せしめる。

第23条 学生は科目の選択履修については毎学年の始め一定の期間内に届

 出でなければならない。

 但し演習の参加については指導教官の承認を得なければならない。

第24条 本学に社会科，数学科，商業科及び英語科の教員の資格を得るた

 めの教職課程をおく。履修については別に定めるところによる。

     第3節 課程修了認定

第25条 課程修了の認定は試験による。

第26条 試験をわけて学科試験及び論文試験の2種とする。

 学科試験は第18条で定める科目について毎学年末にこれを行う。学士論

’文試験は学部の課程を修了した学生について毎年3月これを行う。但し論

 文は受験年度の1月末日迄に提出しなければならない。

     ca 4節 学 士 称 号

第27条 学部に4年以上在学し第20条乃至第22条の規定に従って履修し

 た科目の試験及び演習に合格し且つ論文試験に合格した者はその修めた学

 部に従ってそれぞれ商学士，経済学士，法学士及び社会学士と称すること

 ができる。

     第5節 学年，学期，休業

第28条学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 学年を分って2学期とし第1学期は4月1日より・10月15日迄とし，第2

 学期は10月16日より翌年3月31日迄とする。

第29条 左記の日を休業日とする。

1．

L

L
1．

L

第30条

 在学年数は前期及び後期各4年を超えることはできない。ただし休学した

国民の祝日及び日曜日

本学創立記念日 9月22日

春季休業 3月21日より4月10日迄

夏季休業 7月21日より9月10日迄

冬季休業 12月25日より翌年1月7日迄

  第6節入学，休学，退学，転学

 入学は学年の始とする。
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 学年は在学年数に数えない。

第31条 入学資格者は高等学校以上の課程を修了した者若しくはこれと同

 等の学力があると認められた者とし選考の一ヒ入学を許可する。

 入学志望者は願書に添えて検定料金1，000円を指定の期日に納付するもの

 とする。入学を許可された者は所定の手続を経て入学料として金1，000円

 を指定の期日に納付するものとする。

 徴収した検定料及び入学料はこれを還付しない。

第32条 学生が病気其の他の理由によって休学を希望するときは，学長に

 願出て許可を受けるものとする。

 休学期間は前期後期を通じて4年を超えることはできない。ただし，特別

 の事情があるときは，願出でによって期間を延長することがある。休学期

 間内において其の事由が止んだときは，学長の許可を得て出席することが

 できる。

第33条 学生が退学を希望するときは学長に願出で許可を受けるものとす

 る。

 在学Nは休学について定められた年数Nは期間を超えたときは，これを除

 籍する。

第34条 他の大学に2年以上在学し本学の後期に入学を希望する者につい

 ては選考の上入学を許可することがある。

 退学し又は除籍された者が再入学を希望するときは，願出でによつにこれ

 を許可することがある。

 前2項による入学の時期は，第30条第1項による。

第35条 本学の前期の課程を修了し他の大学に転学を希望する者について

 は，選考の上許可することがある。

     第7節 学生 定 員

第36条学生の定員は1学年490人とし，各学部の学生は次のとおりとす

 る。

商  学  心

経 済 学 部

法  学  部
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145人

145犬

100人
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    社会学部     100人
 特定の講座については課業実施の都合上定員を別に定めることがある。

     第8節 授業料，学資貸手

第37条 授業料は年額9，000円とし，次の2期に分納するものとする。

第糊欄押型誰鍛恥融含オ購冒萎
  第2期4，5α）円10月15日から10月31日まで

 ただし昭和27年3月31日以前の入学生は年額3，600円昭和27年4月t

 日以降，昭和31年3月31日以前の入学生は年額6，000円とする。

 納付済の授業料は還付しない。

第38条 前条の規定にかかわらず，特別の事情があるときは保証人連署の

 上，本人の願出により月割分納を許可することがある。

 前項の月割額は年額の12分の1額とし，毎月宋までにこれを納付しなけ

 ればならない。

第39条 学生が退学し，除籍せられ叉は退学を命ぜられたときは，其の納

 付焼の授業料は之を徴収する。

 学生が停学を命ぜられたときは，その期間中の授業料は納付しなければな

 らない。

第40条 授業料納付期において，授業料の納付困難な者については，保証

 人連署の上本人の願出により当該学年末まで延納を許可することがある。

第41条 学業優秀で学資の支弁困難な者については，別に定めるところに

 より授業料の一部Nは全部を免除することがある。

第42条 学資の高給を希望する者に対しては，寄附金其の他による資金に

 余裕あるときは選考の上貸給することがある。

第43条休学の場合の授業料は，月割計算により休学当月の翌月から復学

 当月の前月までの分を免除する。ただし納付済の分は還付しない。

第44条 授業料の納期から6ヵ月までの間に復学した者は次の算式により

 算出した授業丸額を，復学の際に納付しなければならない。

     年額×復学当月から次の授業料納期の前月までの月数
12
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第45条授業料の納付を怠り督促をうけてなお納付しないときは，これを

 除籍する。

     第9節 聴講生及び委託生

第46条 学部の学科目中其の一部の選択履修を願出でた者については，其

篇窒欝無難欝r騨1曽
 聴講生が在学中の学業成績証明を希望するときは，成績証明書を交付する

 ものとずる。

第47条 日本政府，外国政府又は本学が指定する機関から特別の依頼によ

 り，1年以上を在学期間とし履修学科目を定めて聴講を願い出るものがあ

 ると．きは，、その履修能力を認定し1・これを委託生とじて入学を許可するこ

 とがある。

第48条 聴講生叉は委託生として入学を希望する者は，願書に添えて検定

 料金500円を所定の期日に納付するものとする。

 聴講生又は委託生として入学を許可せられた者は，所定の手続を経て入学

 料金500円を指定の期日に納付するものとする。

 聴講料は1単位金300円とし所定の期日に納付するもめとする。

 一旦徴収した検定料，入学料及び聴講料はこれを還付しない。

第49条 第27条，第34条，第37条及び第43条乃至第46条の規定はこれ

・を委託生に準用する。

     第10節 賞    罰

第50条 学業の成績が極めて優秀な学生に対しては，学長は教授会の意見

 を徴して次学年の授業料を免除することができる。

第51条 学生が本学の規則に違背しNは学生の本分に反する行為を行った

 ときは，’学長は教授会及び評議会の意見を徴して懲戒するものとする。

 懲戒は次の4種とする。

 1．．．謎    責

2．停    学

 3．除    名

4．放    学

              一98一
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     第3章寄宿寮規則
第52条 学生が入寮を希望するときは，学長に願出で許可を受けるものと

 する。

第58条寄宿料は月額100円とし，毎月末までに納付しなければならない。

 ただし納付者の申し出または承諾があるときは，2か月分以上1か年分ま

 でを前納させることができる。

 納付済の寄宿料は還付しない。

第54条 月の中途において入退寮する者の寄宿料は，その月分を納付しな

 ければならない。

第55条 寮生が寄宿料の納付を怠り，督促をうけてなお納付しないとき又

 は寮生の本分に反する行為を行ったときは，学長はその退寮を命ずること

 ができる。

    附  則

！ この学則の第10条，第18条，第21条，第31条，第39条及び第42条

 の2の改正規定は昭和31年4月1日から施行する。

    附  則

1 この学則第18条，第22条，第37条乃至第39条，第43条，第44条，

 第49条及び第52条乃至第54条の改正規定は昭和33年4月1日から施行

 する。

    附  則

 この学則第10条別表の改正は，昭和34年5月16日から施行し，昭和34

 年4月1日から適用する。

    附  則

 この学則第10条別表の改正は，昭和34年7月11日から施行し，昭和34

 年7月9日から適用する。

   附  則

 この学則第18条，第20条の改正は，昭和35年4月1口から施行する。

    附  則

 この学則第io条別表の改正は，昭和36年1月12日から施行し，昭和35年12

 月26日から適用する。
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   附  則

この学則第36条の改正は，昭和36年4月1日から施行する。

   附  則

この学則第10条別表の改正は，昭和36年6月6日から施行し，昭和36年4

月1日から適用する。
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第6 一橋大学大学院学則

        一橋大学大学院学則

                  門門1）

    第1章 総    則

     第！節 大学院の目的及び使命

第1条 大学院は，本学の目的使命1ご則り一般的並に専門的教養を基礎とし

 て，社会科学の専攻分野を究め，高い学識と研究能力を養うことによって

 広く文化の向上発展に寄与すをことを目的とする。

     第2節 大学院の構成

第2条 大学院に左の研究科をおく。

     商学研究科

     経済学研究科

     法学研究科

     社会学研究科

第3条 各研究科における修士課程及び博士課程には，それぞれ左め専攻課

 程をおく。

    商学研究科

     経営学及び会計学専攻，商学専攻

    経済学研究科

     理論経済学及び統計学専攻，済経史及び経済政策専攻

     法学研究科

     経済法専攻，公法専攻
     社会学研究科

     社会学専攻
    第3節 教員組織及び運営組織

第4条 大学院の授業担当教員は本大学の教授，助教授及び講師を以てこれ

 に充てる。

第5条大学院に大学院委員会をおき，各研究科より選出された教授を以て

              一101一



 構成する。

 大学院委員会は大学院運営の諸問題について協議する。

第6条 各研究科に研究科委員会をおき授業担当教授を以てこれを構成す

 る。各研究科に研究科科長をおき，各研究科に関係する学部の部長を以て

 これに充てる。

 研究科委員は左の事項を審議する。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

第7条

 通りとする。

研究及び教授に関する事項

学位の授与に関する事項

学科課程に関する事項

学生の試験に関する事項

研究科内の制規に関する事項

その他研究科に関する重要事項

 第2章研究科規則
  第1節 学科目，単位数及び履修方法

 各研究科に開設する専門課程別の学科目及びその配当単位数は左の

一 102 一
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L商学研究科
    専 門1
研究科名
    騨程名嗣1修

商掌・馳学及
    旨

 研究科会計学

101

e“
@  L  ．    －

P02

    学    科    目
ｴ墜琢葦L壽遜亙  株式会社経営論

Y棄瀦論

株式会社経営特殊

∮蜑c繍

協同組合経営論
協同組合経営特殊

､究
103

@ 一

P04 経 営組織論 経営組織特殊研究

105

? 

     ・       一 ｝   一 一

2

画 攣鶉網麟 2

107 労務管理特殊問題 労務管理特殊研究 2

108 財務管理特殊問題 財務管理特殊研究 2

109 企業形態特殊問題 企業形態特殊研究 2

翠0 株式会社会計
株式会社会計特殊

､究
2

111 管理会計特殊問題 管理会計特殊研究 2

112 会計組織論 会計組織特殊研究 2

2

一一 103 一



商  学

114

115

116

117

151

152

153

154

155

156

IM

158

159

160

会計学特殊題問第

原価計算特殊問題
第一

原価計算特殊問題
第二

監査特殊問題

配給市場制度

貿易為替特殊問題

商業数学特殊問題

貿 易商品汐

干 品製法論

商 品 化 開

平 幣論第一

貨 幣論第二

物  価  論

金融特殊問題第一

161焔燉Z墾問題第二

会計学特殊研究第

原価計算特殊研究
第一一一

原価計算特殊研究
第二

監査特殊研究

配給市場特殊研究

貿易為替特殊研究

商業数学特殊研究

貿易商品特殊研究

商品製法特殊研究

商品化学特殊研究

貨幣論特殊研究第

貨幣論特殊研究第

物価論特殊研究

金融特殊研究第一

金融特殊研究第二

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

一 1ca 一一一
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162

|163

銀行特殊問題 銀行特殊研究 2

．    一 」  一 一  一 ．  一 一 ．        i

@保 険経済論 保険経済特殊研究 2

164 海上保険特殊問題 海上保険特殊研究 2

165 共 同 海 損

一 一   、    ．   ．

､同海損特殊研究 2

1畝災保険特殊問題 1        ．                   一                  一                一          一

火災保険特殊研究 2

167 生命保険特殊問題 生命保険特殊研究 2

168 社会保険特殊問題 社会保険特殊研究 2

169 保 険 業 法 保険業法特殊研究 2

17。1保険数学 1     一     一     ．          ． ．     ．        一     一            r       「  「

保険数学特殊研究

@                一    一   ． 一     一     「  一  一 一           ． 一 一 ．   ．

P71陸運経営論 陸運経営特殊研究 2

P72海運経営論 海運経営特殊研究 2

P73 倉庫経営特殊研究 2

一重05一



2・経済学研究科

専  門
研究科名 ost程名鵬．

学 科 目

肇 士課程 博士課．程

希

窒

経済学

研究科

理論経済i2。1

学及統計 』n－

    i 202
学
    i 一． 一

203

1一一一一
1

fl￥．1． 一 ．．． ．． ．

経済計画特殊問題

L．

i 211

L

I

騨済学特繭轡麟矧
数理経麟綱理論経済学特殊研

，幽門経済学
1・

205順
 1．．．．

12α5．国際経済

民、所

    論

    論

      究

得腱論購特殊研

…・・7隔学史特欄

耐推測統計学
  ］

噛系列

210統計学特殊問題
 1． ． ．”一．一

         ！
         2
         L ．

究       2

騨幽幽・

統計学特殊研究 2

         1＝2

嬰聯特殊研・

経済学史特殊研究12

統計学特殊研究 4

嘩劇烈強｝2．

  丁

  経済統計特殊問題
  1

21；扁数学特殊醐

  ：

…213自律環流系論

    一一 10s 一

統計学特殊研究

経済誌許学特殊研

2

2

応用数学特殊研究 2

        r

物理学特殊研究  2

             第6

経済史及251経済史基礎概念

経回 E聰洋編史繍

      東洋経済吏特殊商』
    253
      題

    ・唱本蔽繍

    25弗勝田情

    ・顧需済輔

   …熱熱熱論

   i
    258経済地理特殊問題
   i＝L：’一”Lrl一．．．L i LL’JLI

   …
   1259経済政策特殊問題
     L

   i260｛商業政策特殊問題
   i一 ＿  ！． ．．一．一 

一一

@．㎝一一一一一
一一一一

    261

   ：蘭塾特殊融

   …263国際関係論
   I

   i264人口政策   i
   E

   1265財政学特殊問題
   i． 一L”一一一． ”r…m・一 一L一

        一． 107 一

一橋大学大学院学則

    ．  一   ． ．       ． 一       ’ ． ． 一 一   一D 一 ｝ ．一 一    ．．

o済史特殊研究 2

   一 一 一 一       一 ．  一?．．一 ．   一  一 一 一

ｼ洋経済史特殊研
一 一  ．  L 『

@ 2
@一  一 ｝一 一 一＿買＿  ・．一．  甲．         「一一

圏m経済史特殊研 2

日本経済史特殊三
R、

経済事情特殊研究

経済事情特殊研究
i申国）

2

経済事情特殊研究

o済地理特殊研究

鼈鼈黶D一． @  －一．一一一一一’『「』

 2

@2
@．   噛     ．

@2

農業政策特殊研究

国際関係特殊研究 2

人口政策特殊研究 2

財政学特殊研究 2



尾痛撃論租隔』論
L－t－m＿．t一．L．．＿＿tt＿＿．．．『一＿．＿．一．～

           

1塑塁壁一型政
・側政と国乱得戦国踊儲

2

2

2

3．法 学研 究 科

研究科名
．課

専  門    学    科    目    一                                                ． ～ 、   一      幽  一 『         一      一 一   「 ．    一  一                                 一

�ｼ翻修士課倒博士課程
法 学

@研究科

1経済法

@専攻

繍法基礎酬繍法特殊研究

岡惚済法i
1 一 一     「 「     一  ～    「  一 一    」 h     一     』

u  ．  ． 一  ．   」      一 ．  ．  ． ． ． 一 ． ． 一 一 一 、 一    『 一   一 『 」 ．   一  一 ．  一   ｝ 一

301

p   

一 一  一

ｷ 済行政法

経 済 刑 法
?  一 一 閲 ．一 L ．                                                  一 、

博ｮ会社法特殊問

L価証券法特殊問

一－＿．． 」 一 一『’ 「     一  一 ． L ・ ．7   一  一．」馳一 丁一

@ 一   一 一   ．   ■ ■  一  ．  ヒ 一   幽  7  一   一 、一 ・     一    一  一    ■ 

?ﾐ法特殊研究
一  一  一  ．

P［獅Il一．307

商法特殊研究、 2

1．一
    一

?ﾐ更生 法
    一 ． ．

@    究   一 一 一 『      一 一 ．    薗   一 曳    一 一 一 曹  一    一 一 一  「   一  一 一 一    「－ 一    ． ．  ． 一 一  ．

総ﾛ商法特殊問題

P

会社更生法特殊研

総ﾛ商法特殊研究

?． 一 一  「     一 一 「   一 一 ．         ．  一 一 一  ｝

総ﾛ民法特殊研究

 2

@■
@2
k    －

1308

I「 i．一

k黙
       一
総ﾛ民法特殊問題

一10s一

1

l一一

公

専
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310

311

313

英米私法特殊問題

財産法特殊問題

英米私法特殊研究

財産法特殊研究

312海法特殊問題海法特殊研究

  筆法擁醐蠣三巴研究

31催立法特殊蘭

31耀洋法鞭特獺

316日本法制史特殊問
 1題

317騨訴訟法特獺

2

2

法1 1

攻一  n’『

 「 題

塑

35，1法聯想特殊問題

j

2

2

2

2

2

2

2

352i醐法史欄腓公法史特殊研

354

1355

i 3X

ローマ公法史

憲法特殊問題

ローマ公法史特殊
研究

憲法特殊研究

禦法嗣単行醐殊研究

行政法特殊問題
第二

・蠣緻鮮特殊問

’一一一

2

2

2

2

2

2

一1co一



358

一     一 一  」 ．  － 一

@ i
刑法特殊問題 刑法特殊研究

359

w360

刑事訴訟法特殊問
?      1

    1

@   …2
@ ．  r    一  一     一 一 一         」

22

一 ．                         L  一 「 一 一 ｝ 『 一 一  蟹  閲

Y事学特殊問題
@  一     7 ． 一        ． 一     一  ． ．  ． ．

刑事学特殊研究

361

       一7 一．一．』’．一 一一．．「．一一1一一一
総ﾛ法特殊問題 国際法特殊研究12               1

．  凸 皿     一 n  ． 『  L                」． 一 一 一 一 一   ． 」  ．    」 ．        L■      冒

@ 国際関係論特殊
@ 問題

       iﾋ係論鰍研・     ．   ． ．   T   一 一  一 一 一     ．           ． 一

362

@ 
R63

R64

R65

英米公法特殊聞題1
@      1

1一 ．  一   「   『

ｼ洋外交史特殊問
       ；

       1
圏m外交史i       l

鰯 特別労働 法

 「

R67公 企 業 法

．    －  ． ． 、   一 一  一 ．

2

4．社会学研究科

研究科名

社会学

研究科

専 門
 I

 L

学 科 目

ff．g名嗣i修士課1程「博士舞．．

社会学

 専攻

401

彊

403

社 会 哲 学

s

社会思想史・

社会学特殊問題

社会思想特殊研究

社会学特殊研究

一一@110 一

単
位
数

2

2

2

第6 一橋大学大学院学則

404 社 会 問 題 2

405 社 会 政 策 2

蛎 労 働 問 題 社会問題特殊研究 2

407 社会の発展と文化 社会文化特殊研究 2

408 社会の環境と文化 社会文化特殊研究 2

姻 ’イギリス社会
各国社会特殊研究

アメリカ社会
．      ｝ 一 一  ． 」

」．一‘：一1

^10

S11

p 一 一

S12

ソヴィエト社会

各国社会特殊研究

22

東 洋 社 会

i

一111一



第8条 修士課程においては2年以上在学し，所定の学科目中32単位（演

 習を含む）以上を履修し別に学位論文を提出しなければならない。

 修士課程を経て博士課程に進む場合の博士課程においては更に3年以上在

 高し所定の学科目中20単位（演習を含む）以上を履修し別に学位論文を

 提出しなければならない。

 在学年限は修士課程4年，博士課程6年を超えることができない。但し，

 特別の事情がある場合に限り，研究科委員会の許可を得て，在学の年限を

 延長することができる。

 休学した期間は在学年数に数えない。

 博士課程において3年以上在学し，所定の科目及び単位を修得した者は，

 研究科委員会の許可を得た場合に限り，退学後においても学位論交試験を

 受けることができる。

第9条学科目の選択履修に当っては予め指導教授に相談しなければならな

 い。指導教授が必要と認めた場合には，他の専攻課程叉は学部の学科目を

 指定して履修させることができる。

     第2節課程修了認定
第10条 履修学科目の認定は毎学年末に行う。最終試験は所定の単位を修

 得し，学位論文を提出した者につき，その論文を中心としこれに関連のあ

 る学科について修士課程においては第2年次の後学期に博士課程において

 は学位論文の提出のあったときに行う。

第11条 各研究科においてそれぞれ修士課程又は博士課程の所定の単位を

 修得し学位論文の審査に合格し，最終試験に合格した者に対しては，その

 課程に応じ，修士Nは博士の学位を授与する。

     第3節 学    位

第12条 本大学院において授与する修士の学位は次の通りとする。

 商学修士，経済学修士，法学修士，社会学修士

第13条 本大学院においに授与する博士の学位は次の通りとする。

 商学博士，経済学博士，法学博士，社会学博士

第14条 学位に関する規則は別にこれを定める。

     第4節 学年，学期，休業

一112一
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第15条 学年学期及び休業については大学学則の規定を準用する。

     第5節 入学，休学，退学，転学

第16条 入学は毎学年の始めとする。

第17条 修士課程の入学資格者は左の各号の1に該当し且つ志望の専攻課

 程を履修するに適当と認められた者とし，選考の上入学を許可する。

 1 学校教育法皇52条に定める大学の卒業者

 2 従前の規程による大学の卒業者

 3 文部大臣の指定した者

eg 18条 修士課程の基礎の上におく博士課程の入学資格者は前条の資格お

 よび修士の学位を有し志望の専攻課程を履修するに適当に認められた者と

 し選考の上入学を許可する。

第19条 入学志望者は願書に添えて検定料金1，000円を指定の期日に納付

 するものとする。

 入学を許可された者は所定の手続を経て，入学料として金1，000円を指定

 の期日に納付するものとする。

 徴収した検定料及び入学料はこれを還付しない。

第20条 学生が病気その他の理由によって休学を希望するときは学長に願

 出で許可を受けるものとする。

 休学期間内において其の事由が止んだときは学長に願出で許可をうけて出

 生するものとする。

 休学期間は修士課程2年，博士課程3年を超えることはできない。ただし

 特別の事情があるときは願出によって期間を延長することがある。

 在学又は休学年限を超えた者は，・これを除籍する。

第21条 他の大学院から転学を希望する者については選考の上入学を許可

 することがある。

 退学し又は除籍された者が再入学を希望するときは，願出によってこれを

 許可することがある。

 前2項による入学の時期は，第16条の規定による。 ただし，本学大学

 院博士課程において，3年以上在学し，所定の単位を修得して退学した者

 が博士の学位論文提出のため再入学を希望するときは，この限りでない。

一113一



第22条

第6節 学 生 定 員

定員は次の通りとする。

研究科名

商  学

研究科i    r

専門課程 名
修士羅1 齟､鐸1合言i：

1鯛四韻1曙綻員：綻員
経群団会言＋学轍」12人

商 学 専 攻113
    計    …25

経済学理．心経’済学及・
     統 計’学専攻研究科
    ．経済史理経済政策専攻

        計

9

16 ’

25

24人

26

50

」，M 1’ ’

321一一56
so 1 13’ i 3g 1 sg

6人1！8人  42人

7 i 21 1      47

1空r11巳盤
     1
づ  15  33－
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     第7節 授業料，学資貸十

三23条授業料は年額13，500円とし次の2期に分納するものとする。

  第1期6，750円 4月15日から4月30日まで

  第2期6，750円 10月15日前ら10月31日まで

 ただし昭和31年3月31日以前の入学生は年額9，000円とする。

 納付済の授業料は還付しない。

第24条 学資の亭亭，授業料についての取扱及び授業料を納付しない者の

 処分については大学学則の規定を準用する。

     第8節 聴講生及び委託生

第25条 聴講生及び委託生については大学学則の規定を準用する。

     第9節 研究指導施設，厚生施設

第26条 本大学院学生は大学図書館及び附置研究所の図書を利用すること
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£’

ｪできる。

第27条 特殊学科目の指導研究は本大学院所属研究室において行う。

第28条 本大学院学生は大学学生のための厚生保健施設を利用することが

 できる。

    第10節賞   罰
第29条 学業の成績が極めて優秀な学生に対しては学長は研究科委員会及

 び大学院委員会の意見を徴して次学年の授業料を免除することができる。

第30条 学生が本大学院の規則に違背し又は学生の本分に反する行為を行

 つたときは学長は研究科委員会及び評議会の意見を徴して懲戒するものと

 する。

 懲戒は次の4種とする。

1．謎

2．停

3．除

4．放

附  則

責

学

名

学

第31条 本学則は，昭和28年4月1日よりこれを施行する。

 2 第19条，第23条及び第24条の改正規定は昭和3正年4月1日から施

  行ずる。

 3 昭和30年度以前に入学（転学，編入学及び再入学を含む）した者の

   授業料の額は，なお豊前の規定による額とし，昭和31年度以降転学，

   編入学費は再入学した者の授業料の額は，その者が転学，編入学又は

   再入学した当該年次の在学者の額と同額とする。

   附  則

本学則の改正は昭和32年4月1日から施行する。

   附  則

この学則第23条の改正規定は昭和33年4月1日から施行する。

   附  則

この学則ce 21条の改正規定は，昭和33年11月1日から施行する。

   附  則
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この学則第3条，第7条 1・商学研究科 2・経済学研究科 3・法学研究科の

表及び第22条の改正は，昭和34年4月1日から施行する。但し同年3月31

日現在で法学研究科経済法専攻に在学する者については本人の申し出により

法学研究科公法専攻の当該年次に移行することを許可することがある。
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第7 一橋大学学位規程

（制定 昭和34年6月29日）

 （趣 旨）

第1条 一橋大学学位規程は，学位規則（昭和28年交部省令第9号）第11

 条の規定に基き，本学が授与する学位の種類，論文審査及び試験の方法そ

 の他学位に関し必要な事項を定める。

 （種 類）

第2条 本学において授与する学位は修士及び博士とし，その種類は次の通

 りとする。

  商 学 修 士

  経済学修士
  法 学 修 士

  社会学修士
 （学位授与の要件）

第3条

商 学 博 士

経済学博士
法 学 博 士

社会学博士

   修士の学位は，本学大学院学則の定めるところにより，修士課程に

 2年以上在学し，所定の科目について32単位以上修得し，且つ，学位論

 文を提出してその審査及び最終試験に合格した者に授与する。

第4条 榑士の学位は，本学大学院学則の定めるところにより，博士課程に

 3年以上在学し，所定の科目について20単位以上を修得し，且つ，学位

 論文を提出しその審査及び最終試験に合格した者に授与する。

2 博士の学位は，前項の規定にかかわらず，本学大学院博士課程を経ない

 者であっても，学位論文を提出してその審査及び試験に合格し，且つ，外

 国及び専攻学術に関し，本学大学院博士課程を経て，学位を授与される者

 と同等以上の学力があると認定された者に授与する。

 （論文提出による学位の申請）

第5条 第4条第2項の規定により学位の授与を請求する者は，学位申請書

 に学位論文並びにその要旨，履歴書及び学位審査手数料を添えて申請する

 ものとする。
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2 学長は，前項の学位の申請を受理したときは，その学位の種類に応じ

 て，当該研究科委員会の審査に付さなければならない。

 （試験及び試問）

第6条 第3条及び第4条第1項の規定による最終試験及び第4条第2項の

 規定による試験は，学位論文の審査が終った後に，学位論文を中心として

 これに関連ある科目につき，口頭または筆答により行う。

2 第4条第2項の規定による学力の認定は，学位論文を受理した後に口頭

 または筆答による試問をもつて行う。

3 前項の試問は外国語に関しては原則として2か国語を課するものとす

 る。

4 本大学院の博士課程において所定の単位を修得した者が，第4条第2項

 の規定に準じて，退学してから所定の年限内に学位論交を提出したとき

 は前二項の試問は免除することができる。

 （学位論交）

第7条学位論文は一一ZZとし，修士の論文は1通，博士の論文は3通を提出

 し，且つ，その要旨を記載したもの3通を提出しなければならない。ただ

 し，参考として他の論文，書評等を併せて提出することができる。

 （学位論文及び学位審査手数料の還付）

第8条 受理した学位論文及び学位審査手数料は還付しない。

 （審査委員）

第9条 研究科委員会は，論文審査をなすにあたり，研究科所属の教授のう

 ちから3名の審査員を選出し，その審査を委嘱しなければならない。

2 研究科委員会は，必要と認めたときは，前項の規定にかかわらず，前項

 に規定する教授以外の教官を審査員に委嘱することができる。

第10条研究科委員会は，前条の論文審査の後に行うべき最終試験または

 試験の審査員を3名選出しなければならない。ただし，論文の審査員は最

 終試験及び試験の審査員を兼ねることができる。

2 第4条第2項の規定による学力の認定を行う審査員は，研究科委員会の

 承認を経て研究科長が委嘱する。

 （審査期間）
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ee 11条 修士論文の審査は，在学中に終了するものとする。

2 博士論文の審査は，当該論文を受理してから後，1か年以内に終了する

 ものとする。

 （研究科委員会の議決）

第12条 研究科委員会で博士の学位授与に関する議決をするには教授の全

 員の3分の2以上の出席を必要とし，且つ，学位を授与するには出席教授

 の4分の3以上の賛威がなければならない。

2 前項の教授は，研究科において授業を担当する助教授を含むものとする。

 （学長への報告）

第13条 研究科委員会において，前条により可否の議決をしたときは，研

 究科長はすみやかにその結果を交書により学長に報告しなければならな

 い。

 （学位記の授与）

第14条 学長は，前条による可決の報告に基いて，学位を授与するものと

 する。

 （論文要旨等の公表）

第15条 本学は博士の学位を授与したときは，授与した日からか3か月以内

 にその論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする

 （学位論文の公表）

第16条 博士の学位を受けた者は，学位を受けた日から1か年以内にその

 論文を印刷公表するものとする。ただし，学位を受ける前にすでに印刷公

 表したときはこの限りでない。

2 前項の規定により公表する場合は，その論文に「一橋大学審査学位論文」

 と明記しなければならない。

 （学位の名称）

第17条 本学において学位を受けた者は，学位の名称を用いるときは，一一

 橋大学の名称を附記するものとする。

 （学位授与の取消）

第18条 学位を受けた者が，その名誉を汚辱する行為があったとき，また

 は，不正の方法により学位を受けた事実が判明したときは，学長は研究科

一119一



 委員会の議決により学位の授与を取り消すことができる。

2 前項の議決は第12条の規定を準用する。

 （学位簿の登録）

第19条 本学は博士の学位を授与したときは，学位簿に登録して，交部大

 臣に報告するものとする。

 （学位記及び書類の様式）  ’

第20条 学位記及び学位串請関係書類の様式は別表の通りとする。

    附  則

1 この規程は昭和34年3月28日から施行する。ただし，修士の学位に関

 する規定は昭和30年3月28日から適用する。

2 第4条第2項の規定により，学位の授与を申請した者に対する博士の学

 位の授与は本学大学院博士課程を経た者に対して当該学位を授与した後に

 行うものとする。

3 東京商科大学学位規程（大正10年3月制定）は．この規程の施行にか

 かわらず，昭和37年3月31日までは，なお効力を有する。

 別 表

 1 第3条の規定により授与する学位記の様式

        学   位   記

           本 籍（都．道．府．県名）

            氏  名

                 年 月 日生

本学大学院○○研究科○○専攻の修士課程において所定の単位

を修得し学位論文の審査および最終試験に合格したので○○修

士の学位を授与する

     年  月  日’

       一橋大学大学院○○研究科長 氏 名 印

       一 橋 大 学 長氏名印
  第  号
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2 第4条第1項の規定により授与する学位記の様式

         学   位   記

           本 籍（都．道．府’県名）  ’

             氏  名

                  年 月 日生

本学大学院○○研究科○○専攻の下士課程において所定の単位

 を修得し学位論文の審査および最終試験に合格したので○○博

士の学位を授与する

      年  月  日

        一橋大学大学院○○研究科長 氏 名 印

        一一一t 橋 大 学 長氏名印

商（経・法・社）第  号

3 第4条第2項の規定により授与する学位記の様式

        学   位   記

           本 籍（都．道．府．県名）

            氏  名

                 年 月 日生

本大学に学位論文を提出し所定の審査および試験に合格したの

で○○博士の学位を授与する

      年  月  日

       一橋大学大学院○○研究科長氏 名 印

       一 橋 大 学 長氏名印

商（経・法・社）第  号
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4

2

学位申請関係書類の様式

1 第5条第1項の規程による学位申請書の様式

          学 位 申 講 書

 此度○○学博士の学位を受けたく学位論文，論文目録，履歴書各

 3通および学位論文審査料金7500円を添えて申請致します。

        年  月  日

            住  所

            氏  名     噛    印

    一橋大学長       殿

学位申請書添付書類の様式

イ 論文目録の様式

         論  交

論  文

 1． 題 目

 2．公表の方法および時期

 3．冊 数
参考論文

 1． 題 目

 2． 公表の方法および時期

 3．冊 数

       年  月  日

目  録

学位申請者 氏 名 印

備 考

 1 論文題目が外国語の場合は，和訳を附記すること。

              一1ee一
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 2 参考論文が2種以上ある場合は例記すること。

 3 論文をまだ公表していないときは，予定の公表方法および時期を記載

   すること。

ロ 第5条第1項の規定による履歴書の様式

木籍地

現住所
学

三

年  月  日

年  月  日

歯  月  日

年  月

年  相

年  月

年  月

旦  月

鉾  月

職

歴

歴

  日

  日

  日

研 究 歴
  日

  日

  日

賞 罰

歴   書

氏  名

右の通り相違ありません。

     年  月  Fl

牢  月  日生

氏 名 印

備 考

 1 学歴事項は高等学校卒業後の履歴につき年次を追って記載すること。

 2 本学大学院博士課程を経た者は，その単位修得証明書を添付するこ

   と。

              一 123 一
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東京商科大学学則

醗改正開脚翻ム？昌）

   第1章学部規則
    第1節 学年，休業

第1条 学年は4月1日に始り翌年3月31日に終る。

第2条休業日左の如し。

 1． 日曜日及国民の祝日

1・春季休業

1．夏季休業

1．本学創立記念日

L 冬季休業

3月21日より
4月10日迄

7月21日より
9月10日迄

9月22日

12月25口より
翌年1月7日迄

    第2節 修学期間及課業

第3条学部の修学期間は3年とす。

第4条 学部の課業は教授及研究指導の2とし研究指導は希望者に限り詮考

 の上之を課す。

 課業は単位を以て計算す。

 学士試験を受けんとする者は在学期間中に学科及研究指導を合せて25単

 位以上を履修するものとす。

第5条 学部の授業学科目は1学年毎週2時間の授業を以て1単位とす。

 学科目の種類及毎週授業時数は左の如く此の中より毎年教授会の決議を経

 て開講すべきものを決定す。

 学科目及毎週授業時数左の如し。
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第8 東京商科大学諸規則

番号 学  科   目 単位 番号 学   科   目 単位

 A 普 通科 目一．11．

1

経濫互学巨． 坐三三義 1
@1

ﾏ   理   学  1    － r 一          ．     一       ．           ．

ﾐ   会   学  1

 一 一     一  －  ．   π   旧 一 一  ． ・        」    一 ．

政 治 学巨
統   計   学  i 拉典語       1

    一   一 一   ． 一      ．  ・          一 一

P6 教   育   学  1文 明 史（東洋）  1

P組更（癬）『…i
一        一 一 一 一

P B 一般専門科目

o  済  学     ．＿P0 西洋古代交化  1
一 ．  圃           

P1隊督教史 1 17睡済原劃1
・2「数   学11 18 経 済 学 史  1
13「自然科学π1

19 経  済 政 策  1

14 世界 ノ 趨勢 20 経 済 史（西洋）  1

…  力障 21 経 済 史（日本）  1

・  連日 22 財   政   学  1

中  国巨 23社会政刺1
151外 国 訓 24 経 済 地 理 学  1

1英語  11
独語霧嚢 1

経  営  学
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        一    一 －p・3隔業政策■
Q6 会   計   学 ‘ 1

1・ @一 『一

P

法  律  学

’晶@  i

dし纏1樋篶）］
     一   幽 ．  ．   一  一  ．      一

Q7 憲      法  1       一 ・7i置旧（西洋中世経済史），1

      ．       ．         一

Q8一法（総 論）i1 S8…財 政 学 各 論 ！ 1

@     題 ： 1｛                                12g陣法（債権一 「め人。旧問．一…一『       ．     一
@     一一圭3・民法（物権）：■  「 －   ．   π  一    －  一       一     ㎜ 「   ． 一 一 一  一 一 一 ．       ．

@      L
@      1

 I                    l
塩]．…．世界政治轡劃ユ51 ・  「ヨ  本  経  済  論     1

31隔法遡行劉
    皿      隠 ロ 一    一                   7   ．

R2 商  法（会 社）

33隔法‘w物

 一      ． ．                」                  一 一     一 一 ．
@ 一 一  ．     ．

T2；中 国 経 済 論  1．53…米 由 経 済 論 …．．l I・一  一一．一 一一 一一一一．．一一一 ． ．．一皆・．一

  乳

一…竺…一ソ連経済論一34 刑一｝．「一一｝一．． 『－一

55旨統計繍（顯）；1

      1R6 法 律 思 想 史 ； 1 ．一＿＿．．＿．．．＿．   一L一一

   一
@   一         一                                                      ．                   ．

o  営  学

      ．L1・8隊制史（西洋）：1      「   ． 「   ． 「   一 一  一  一

C 個別専門科目

@経 済 学

D571慨．同級鱗；弥銀 行 論i1

   」  幽         一  一  山 ．         一 」   一 」 一 ・     r ・     r L

R9…金  融  論…1
       ”  」       一T91市 場 論ほ      1       1      1

三景 気 論．     r           面     r  ．      ．                一  一
     一     一  ．       ．  ．        ．  一U・｛配 ’給 論；1

      一 一  一 一@     ヨ

32灘済玉壷動．一
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63 社 会
 t
64 1海  上
 1
g，Lre一．

保 険旨．

保 険  1

品

’il 75 民法（親族，相続） 1‘1

 76海 商 痢1
1．77 ･面些！㈱巨

66．化学商品 i t ．．．．．．．．
         算［671原 価 計
・・E監

69r謬論比

78国際私痢1
7g傍 働 法』巨

四半．rg睡

較1181喰  i ll 1

71．
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第6条 研究指導の時数は1学年毎週2時間とし之を1単位とす。

 研究指導を受けんとする学生は所定の葛西内に指導教授に願出で一考を受

 くべし。

 研究指導に参加したるときは特別の事由なき限り之を脱退する事を得ず。

 研究指導を受くる学生は其の単位も学科目の同数単位に充当する事を得。

第7条 履修科目の届出は各学年の始め一定の期間内に之を為すものとす。

 右の期間内に届出を為さざる学科目につきては試験を受け得ざるものと

 す。

    第3節 入学，在学，休学，退学

第8条 入学期は毎学年の始とす。

第9条 本学予科修了者は学部に入学することを得。
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 前項の入学志願者を収容したる後尚余裕あるときは左の各号の1に該当す

 る男子及女子に就き詮衡の上入学を許可す。

 （1）高等学校高等科卒業者

 （2）高等学校卒業検定試験合格者

 （3）他の大学予科修了者但し当該大学の受験許可ありし者に限る。

 （4）男女専門学校本科卒業者及専門学校卒業検定合格者

 （5｝高等女学校高等科卒業者但し修業年限4年の高等女学校卒業又は修業

  年限5年の高等女学校第4学年修了を入学資格とする修業年限3年の高

  等科卒業者及び修業年限5年の高等女学校卒業を入学資格とする修業年

  限2年の高等科卒業者及び修業年限3年の高等女学校専攻科卒業者

 ⑥ 高等師範学校卒業者，女子高等師範学校卒業者及修業年限3年以上の

  臨時教員養成所Nは実業教員養成旧卒業者

 （7）昭和18年9月以降の師範学校本科及専攻科卒業者但し女子にありて

  は専攻科を卒つた者とす

 （8）元師範学校専攻科卒業者

 （9）青年師範学校本科卒業者但し昭和22年3月以降卒業者に限る

 ae）大正7年文部省令第3号第3条第2項に依り高等試験の予備試験を免

  除された者

 （11）陸軍士官学校，陸軍航空士官学校及陸軍経理学校卒業者，海軍兵学

  校，海軍経理学校卒業者但し入学許可に付ては連合軍総司令部民間情報

  教育部との了解事項に依る。

 （12）外国法令で設置された学校にして内地の高等専門学校に相当する学校

  を卒業せし者（例満洲建国大学前期修了学生）

第io条 大学令に拠る学士の称号を有する者にして本学に入学を請う者あ

 るときは錠衡の上前条第2項各号の入学志願者に先立ち入学を許可するこ

 とあるべし。

第11条退学除籍又は除名の者にして再入学を請うときは詮議の上入学を

 許可することあるべし但し入学の時期は第8条に依る。

第12条 第9条第2項の入学志願者は入学願書学業履歴書卒業又は修業証

 書及身体検査証を差出すべし。
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第13条 本学に於て第9条第2項の入学志願者に対し選抜試験を行う場合

 には検定料金200円徴収す。

 前項の検定料は一且徴収したるときは之を還付せず。

第14条入学の許可を得たる者は宣誓を為し学生名簿に署名し且本学に於

 て定めたる方式に依り保証人1名を立て誓書を差出すべし。

．正当の理由なくして宣誓を為さず叉は誓書を差出さざる者に対しては入学

 の許可を取消す。

第15条 保証人は成年の男子にして東京都内又は其の隣接県にして東京に

 近接せる市郡に於て一家を立て学生の身分に関し一切引受くるに足るべき

 関係及相応の資力を有する者に限る。

第16条 学生又は保証人にして氏名を改めNは転籍転居したるときは直に

 其の旨を届出ずべし。

第17条 保証人死去若は東京都及其の附近郡部以外に転住すること等ある

 ときは遅滞なく更に保証人を立て誓書の差換を為すべし。

第18条 学生疾病Nは避く可からざる事由に依り欠席するときは其の事由

 を具し届出ずべし。

 欠席2週間以上に及ぶときは保証人の連署を要する尚疾病の場合には医師

’の診断書を添うべし。

第19条 学生疾病又は避く可からざる事由に依り5週間以上出席すること

 能わずと思量するときは保証人連署の上学長に願出て其の許可を得て休学

 することを得其の疾病の場合に出ては医師の診断書を添うることを要す。

 学長必要と認むるときは学生に休学を命ずることを得，休学は原則として

 1年を超ゆることを得ず，但し特別の事情のある者には更に1年以内の休

 学を許可することあるべし。

第20条 学生退学せんと欲するときは保証人連署の願書を差出し学長の許

 可を受くべし。

第21条 学生は研究科に於ける研究期間を除き6年以上在学するζとを得

 ず但し休学期間は之を算入せず。

第22条 学生疾病其の他の事由に依り成業の見込なしと認めたるときは論

 旨せしめ又は除籍することあるべし。
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     第4節試    験

第23条 試験は修業証書を得んとする者又は学士の称号を得んとする者に

 対して之を行う。

第24条 試験は分ちて学科試験及び論文試験の2種とす。

第25条学科試験は第5条規定の学科目に就き各学年末に於て之を行う。

第26条 論文試験は3年以上在学し学士の称号を得んとする者につき毎年

 3月之を行う。

 但し論交は受験年度の11月宋日直に提出することを要す。

 論交審査は2年以上研究指導を受けたる者につきてはその希望する指導教

 官の審査に依り其の他の者につきては教授会の選定する審査委員会の審査

 並に口頭試問に依り之を行う。

第27条 追試験及再試験は原則として之を行わず。

第28条 学科試験の成績は評点に依り50点以上を合格とす。

 論文試験の成績は，優，良，可及不可とし可以上を合格とす。

 3年以上在学し学科及研究指導を合せて25単位以上を履修し其の試験に

 合格したる者を学士試験資格者とす。

 学士試験資格者にして学士論文を提出せず叉は右論文試験に合格せざりし

 者に対しては請求に依り修業証書を授与す又必要に応じ合格科目及研究指

 導に就き履修証明書を授与することあるべし。

     第5節学士称号
第29条 前条第3項の規定に依る学士試験資格者にして論文試験に合格し

 たる者は商学士と称することを得。

第30条 明治32年以前の旧東京高等商業学校専攻部規定に依り同部を卒業

 したる者は学長の認可を経て商学士と称することを得。

     第6節授  業  料

第31条 授業料は1学年金3，600円とし毎年左の2期に於て期日を指定し

 之を分納せしむ。（但し昭和23年度以前の入学者は金1，800円）

   4月  金1，800円

   10月   金1，800円

 実業学校教員規程に依り卒業の後実業学校の教職に従事せんとする者には
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 授業料を免除することあるべし。

第32条 授業料は一且徴収したるときは之を還付せず。

第33条 病気其の他の事由に依り学年の始より9月末口二又は10月1日よ

 り学年末に至る迄の期間休学を命ぜられNは休学の許可を得たる者に対し

 ては願出に依り詮議の上下の期間の授業料の全部又は一部を免除すること

 あるべし。

第34条 授業料の納付を遅延したる者あるときは之を其の保証人に通知し

 若し通知の日より2週間以内に猛納付せざるときは厳重に処分すべし。

     第7節学資二二
第35条 学力優等品行方正にして学資支弁に途なき学生に対しては本人の

 願出と学長の認定とに依り1箇年金360円以内の学資を貸給することある

 べし。

第36条 前条の学資は有志者より特に寄附したる金員と本学則第38条及第

 42条乃至第45条に依り該貸資を受けたる者若は其の保証人より返納した

 る金員とを以て貸給するものとす。

第37条 学資の貸給を受けんとする者は其の貸給を受くる理由を具したる

 願書を学：長に差出すべし。

第38条 学資の貸給を受けたる者は本学の指定せる割賦額に依り就職の翌

 年より起算し二二を受けたる月数に3倍せる期間内に於て其の貸給金額を

 本学に返納するものとす。

第39条 学資の二二を受くる者は東京都叉は其の附近郡部に於て柑当の資

 力を有する者2名を保証人にし左の書式に依り誓約書を差出すべし。

取一 ﾊ．i

     ㊥   誓 約 書
1．呑．判

 私儀本年三月ヨリ何年孟月マデ二二円何々奨学資金ノ貸給二二二二付テハ

 貴学学資貸給規程ヲ遵守シ決シテ違背不仕候循テ保証人連署誓約如件

          東京商科大学出島生

            本人   氏       名②

         住所族籍
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            保証人    氏       名㊥

         住 所族籍

            保証人    氏       名㊥

   東京商科大学長氏名殿

第40条 学資の貸馬を受くる者休学したるときは其の期間高給を中止す但

 し事情に依り特に之を継続することあるべし。

第41条 学資の貸給を受くる者学業を怠りNは品行不良に流れ学長に於て

 成業の見込なしと認定するときは其の貸給を廃止すべし。

第42条 前条に依り貸給を廃止せられ叉は自から退学する者は既に受けた

 る貸給金額に年6分の利子を附して一時之を本学に返納すべし。

第43条 学資の貸給を受くる者修学申疾病に罹り成業の見込なしと認むる

 ときは貸給を廃止すべし。

 前項の場合に於ては既に受けたる貸給金額は第38条の月割を以て其の翌

 月より之を本学に返納すべし。

第44条 学資の貸給を受けたる者死亡したるときは其の以後之を返納する

 に及ばずと錐も若し生前滞納の割賦金額あるときは保証人に於て之を弁償

 すべし。

第45条 第38条第42条及第43条の貸資返納を本人に於て延滞するときは

 保証人より之を返納するものとす。

第46条 保証人死亡又は東京都及其の附近郡部以外に転居するか若は其の

 資力を失うときは遅滞なく新に保証人を立て誓約書の差換を為すべし。

第47条 官庁会社又は一私人より学生を指名して学資の貸三方を本学に依

 頼するときは之に応ずることあるべし。

     第8節 選科生，委託生及聴講生

第48条 学部所定の学科目中其の1科目又は数科目の選修を出願する者あ

 るときは其の学力を考査し選科生として聴講を許可することあるべし。

第49条 官庁公共団体等の推薦に依り1年以上を在学期間とし修業学科目

 を定め聴講許可を出願したる者あるときは詮衡の上委託生として其の入学

 を許可することあるべし。

第50条 選科生又は委託生にして在学中の学業成績証明を請う者あるとき

一132一

第8 東京商科大学諸規則

 は其の学力を考査して成績証明書を交付すべし。

 前項学業成績の証明を請う者は検定料金5円を納付するを要す。

第51条 委託生にして本学の検定に依り本学予科修了者と同等以上の学力

 ありと認められ尚3年以上在学し正科生と同数単位の課業を履修し其の試

 験に合格したる者は商学士と称することを得。

 前項の検定を受けんとする者は検定料金（一般入学志願者に準じ）を添へ

 願出すべし。

第51条ノ2 大学所定の学科目中1科目乃至数科目につき聴講を希望する

 者につきては詮衡の上聴講生として許可することあるべし。

第51条ノ3 聴講生たり得る者は専門学校卒業又は之と略同等の学力ある

 者にして大学の講義を理解し得る者と認められたる者儀限る。

第51条ノ4 聴講生を希望する者は入学願書履歴書推薦状身体検査書及最

 終出身学校の卒業証明書，学業成績表に三二料金20円を添へ学年始め1

 月以内に提出すること。

第51条ノ5 推薦状最終卒業の学校長Nは適当なる責任者の提出するもの

 とす。

第51条ノ6 聴講生の学科聴講期間は1ケ年以内とす但し事情により其の

 継続を許可することあるべし。

第51条ノ7 聴講料は1科目につき年額60円とす。

第51条ノ8 聴講生にして聴講証明を請う者に対しては聴講証明書を交付

 す。

第51条ノ9 聴講生にして不都合の廉ある者につきては許可を取消すこと

 あるべし。

第52条 第12条，第14条乃至第20条及第31条乃至第34条の規定は之を

 選科生委託生及聴講生に準用す。・

    第9節 外国学生
第53条 外国人にして本学に入学せんとする者あるときは明治34年文部省

 令第15号の定むる所に依り之を許可す。

第54条 学生選科生叉は委託生に関する規定は之を外国学生に準用す。

    第10節 懲    戒
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第55条 学生にして本学の規則に違背し又は学生の本分に反する行為ある

 ときは学長は教授会の意見を徴し之を懲戒す。

第56条懲戒は左の如し。

L
2．

3．

4．

第57条

 せんとする事項を具し学長に願出すべし。

 本学出身の商学士にあらざる者にして研究科に入らんとする者あるときは

 学長は教授会に諮問し其の入学を許可することあるべし。

第58条 研究科学生の研究期間は2年乃至4年とす。

第59条 研究科学生は東京都及其の附近の郡部以外に居住し反は他の業務

 に従事することを得ず。但し学長に於て教授会の決議を経て特に許可した

 るときは此の限にあらず。

第60条 研究科学生は指導教授に就き其の研究に関し指導を受くべし。

第61条 研究科学生は指導教授及担任教授の承認を経て本学の講義及研究

 指導に出席することを得。

第62条 研究科学生は2年在学の後其の研究の結果を学長に報告すべし。

第63条 研究科学生にして研究の実なしと認むる者あるときは学長は教授

 会の決議を経て退学を命ずべし。

第64条 授業料は年額9，000円とし次の2期に納付すべし。

 第1期 4，500円4月15日から4月30日まで

 第2期 4，500円10月15日から10月31日まで

 ただし昭和24年3月31日以前の入学生は年額1，800円，昭和24年4月

遅1口以降昭和27年3月31日以前の入学生は年額2，600円，昭和27年4月

 1日以降昭和31年3月31日以前の入学生は年額6，000円とす。

第65条 研究科学生にして特に奨励を要する事項の研究に従事する者に対

 しては学長は教授会の決議を経て研究料の免除研究費の給与其の他の適宜

謎   責

停   学

閥   名

放   学

  第2章研究科規則
 本学出身の商学士にして研究科に入らんとする者は其の特に研究
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 奨励の方法を講ずることあるべし。

第66条本章に規定なき事項に就ては学部規則を準用す。

 （第67条以下省略）

    一橋大学東町商科大学学位規程

                    （大正10年3月制定）

第1条 本学に於て授与する学位は商学憎士及経済学学士の2種とす。

第2条 本学研究科に於て2年以上研究に従事したる者は其の研究事項に付

 論文を大学長に提出して学位を請求することを得。

 前項に該当する者の外学位を請求せんとする者は履歴書を添へ其の請求す

 る学位の種類を指定して論文を大学長に提出すべし。

 大学長は前2項の論交を教授会の審査に付す。

第3条 学位請求の為にする論文は1編とす但し参考として他の論文を附加

 提出することを妨げず。

 論文の用語は邦文とす但し教授会に於て適当と認めたるときは外国語を以

 て之に代うることを得。

 論文は2通を提出すべし。

 一旦提出したる論文は之を返付せず。

第4条 第2条第2項に依り学位を請求する者は審査手数料金7，500円を本

 学に納付すべし。

第5条 教授会は各論文に付教授中より2人以上の審査委員を選定す。

 教授会は必要に応じ教授以外の教員に審査委員を委嘱し前項の審査委員に

 代うることを得。

第6条教授会は論文審査に付試問を行う場合に絶ては前条の審査委員の外

 更に審査委員を加5．．ることあるべし。

第7条 審査委員は6月以内に教授会に其の審査の結果を報告すべし但し特

 別の事情あるときは教授会は其の議決に依り審査期限を延長することを

 得。

第8条 教授会は審査委員の報告に基き審査の議決を為す。

 前項の教授会は教授全員の3分の2以上出席あることを要し学位を授与す
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 べきものと議決すべきものと議決するには其の出席教授4分の3以上の賛

 成あることを要す。

 外国に在る教授は之を前項の教授数に算入せず。

第9条 教授会に於て学位を授与すべきものと議決したるときは論文及其の

 審査の要旨を添え直に之を大学長に報告すべし。

 学位を授与すべからずと議決したるとき亦前項に同じ但し審査の要旨を添

 付するを要せず。

 第1項の場合に於て本学は：文部大臣の認可を経て学位を授与し学位記を交

 付す。

第10条 本学に於て学位を授与したる者其の栄誉を汚辱する行為あるとき

 は教授会の議決及文部大臣の認可を経て学位の授与を取消し学位記を還付

 せしむ。

 教授会に於て前項の議決を為すには教授全員の3分ノ2以上の出席あるこ

 とを要し且つ出席教授4分ノ3以上の賛成あることを要す第8条第3項の

 規定は此の場合に之を準用す。

第11条 学位記の様式左の如し。

        学  位  記
                 氏名

  右本学研究科所定の研究を卒へ論文を提出し本学教授会に於て学位を授

  くべき学力ありと認めたり因て大正9年勅令第200号学位令に依り文部

  大臣の認可を得て蚊に商学博士（経済学鎖縫）の学位を授く。

   年  月  日

              一橋大学東京商科大学   印

        学  位  記          ・ 。
                 氏名

  本学教授会は学位請求の為め提出された右論文を審査しその研究の学術

  上価値あることを認めたので大正9年勅令第200号学位令によって商学

  （経済学）博士の学位を授ける。

   年  月  日                ＿

              轍学東京鰍学、．副
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再9 附属図書館

第9 附属図書館

    1・ 一橋大学附属図書館規則

第1条 本学図書館は本学所属図書及び本学に委託された図書の管理運営に

 関する事務を掌る。

第2条 本館は研究室及び経済研究所資料部及び統計部に備え付ける図書に

 ついては其の管理を当該研究室教授叉は経済研究所資料部二叉は統計部長

 に委任することができる。

第3条本学諸事務課において公用のため備え付を要する図書はその管理を

 当該課課長に委任する。

第4条 職員学生及び図書閲覧の許可をえた者は本館閲覧室で図書を閲覧す

 ることができる。

第5条 次の者は館外貸出及び書庫内の検索ができる。

 教授助教授その他の教官又は特別の許可をえたもの。

第6条 前条に規定した以外の者で書庫内に入り検索をし叉は館外貸出を希

 回する者があるときはその都度学長の承認を経て許可することがある。

第7条 官庁公衙Nは諸会社等より図書を借覧したい旨の申し出を受けたと

 きは学長の承認を経て之を貸出すことがある。

第8条館外貸出の図書は点検その他整理上の必要に応じ臨時に返納させる

 ことがある。

 研究室備え付の図書に限り本館職員が出張して点検することがある。

第9条 館外貸出図書の部数及び貸出日数は学長がこれを定める。

第10条 夏季休暇中を限り学長の承認を経て一般学生に対し特に図書の館

 外貸出を許可することがある。

第11条本館備え付の図書は本館職員でなければ出納をすることができな

 い。

第12条図書借覧者図書を紛失Nは汚損したときは直に代本を納付させる

 ものとする。代本を納付することができないときは相当の代価を弁償させ

 る。
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第13条 図書閲覧者が図書を紛失叉は汚損し若くは図書館規則施行細則に

 違反したるときは学長はその者に対し図書の貸出閲覧の停止その他の処分

 を加えることがある。

第14条 図書館規則施行細則は別に之を定める。

          （細則） 図書貸出内規

 L 一一一一般書の内次のようなものは館外に貸出を許さない。

   イ．貴重書，美術書（挿図が多く高価なもの）

   ロ．事彙，辞書類（含各項）

   ハ．年鑑（含各項）

     統計表，（統計論はこれに含まない）電信符号書類

   二．地図，書目類（含各項）

   ホ．法典（法令集）その他参考書類（通常，通読するものでなく，

     所要の時引用するもの）

   へ．本学出版物で再び入手する1ことの不可能なもの。

   ト．本学学位論文，本学学生卒業論文

   チ．未装偵の雑誌

   リ．備付後1ヵ月を経ない図書

   ヌ．破損本

   ル．その他館長が不適当と認めたもの

2． メンガー文庫，ギルケ交庫，左右田交庫は館外貸出を許さない。

  以上。            ・

一・ d38一

2．寄贈文庫及蔵書

第9 附属図書館

種別：冊劃騨年H！
毒．

iし．魁断絶年⊥
    i
松本交庫IL L．1 ］一’ L”1一．．L．＝．…Ll．：！一1一

 寄  贈． 者

、斗…，田奨学資金支弁

青地玄三郎
寄贈．図書

顯醸1
高野交感…

ヘーや文庫

1・・911顯歪糊轡蟹1墜与喜氏寄贈、

2501大il三4年 青地玄三郎氏寄贈

1561大正4年

豆87沐正7年高野進氏寄

小泉新兵衛氏寄贈

         贈

22引直流，L卒業生 有志寄贈

焔蝉1・・1舗礁謎創匹口話寄贈
渋曲面1・1315i秀至1歯舞1

      ．一i  …
             L
        ’・大・正14年：

        大正14年．
        i ，． ． ．． in1

1‘

ｺ亀三良品寄贈

醐蜘63？、］大正1鯛悟野洋二磁舗
八十島文庫  6，S20’”

尾高文庫21，246

     
堀論意：『ζρ？2．博雅．1竺

八十島誠之助氏寄贈

尾高豊作詞寄贈

堀端善重郎評論
川崎文凧2・ 295 i大正14年：

            

正田文庫12，313：大正15年
      一．  1
山中交響19981大正15年：

柿沼稲田氏寄贈
正田貞一郎氏寄贈

山中勇氏寄贈
・1・池論旨1，323：大 正6年      小池乃至照和ヨ．年／一 国三山寄贈

玉利文庫 546昭和4年 玉利ミツ氏寄贈
渡辺文庫． 島5451繍禾離門辺助七 氏寄贈

．．

ﾀ劃g3・1秀至漏、舞耀守門会蔑寺門贈

牧野文庫    大正5年1，217
   乃至昭和7笙．［ 牧野元次郎氏寄贈

一139一



青木文庫「53司秀至聖舞青木五兵舐騨
露木蜘1・13・男粛鐸1露．亦平滝．略笹
u醤暮1・3651昭和11年匡浦新七三諦                  ｝       －  一      一    』  一   一   

ﾎ原交庫15．389 昭 和14年  石 原 宗助氏寄 贈

璽議1・・5陽至詣禾1推言野省三氏寄贈

中西文庫 1571男望齢舞中M雄賭贈
^久垣壁 …1男燕雛；吉田郎氏寄贈
志救庫1191男至齢薄志水野人馬寄贈
細文庫「・92昭和2・倒吉田良三氏寄贈
細蝉 7811男至難31舞1細筆区分騨岬蝋⊥・魁監駕翻．・胆一撃腿騨平野副・51・男帯謂禾1舞青山・・律調「軽婦1，ll覗轟縫一生釧三郎氏繍

�M劇・・1．演ﾘ墨1，舞「．－一周師万F繍一
嚼苴冝C191魂魂糠：一肩両一紀一虫繍ドー．一．．一                1 ．  ．一 ．一．．．．．一 一．車谷文庫  2391昭 和29年1車谷馬太郎氏夫人寄贈

榔1姉t8241昭和31年1樹ll良平氏寄贈
      一    一R［西文庫．1．12，1831．昭和34年  …一．外廷L五郎三、郎」氏宣贈⊥一

育論意…氏6調和33年3是1罎攣蓼己轡鱒講
      一            一      一  ・

ｲ敷庫…z・・7「 〃 …閥元応記念事業会舗

上田交庫13，205．  〃  1上 田 正 一三寄贈
準準認21・・81… 〃 一橋学園・アン・繍

震誌一鋤・壁貫年｝霜ユンペ｛慈心獺夫人
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図書累計豪

   第9附属図書館

（昭和21年以前省略）

年度 ＼

昭和21年度

 n 22 tt

 i， 23 tx

 ，t 24 it

 t， 25 tt

 ，t 26 ，／

 tl 27 tt

 ，， 28 ，，

 t／ 29 t，

 ，， 30 tt

 t， 31 tt

 t， 32 tx

 ／， 33 ，1

 u 34 tt

 tt 35 ，／

 ，， 36 tl

累

型菌書洋書

   計1
36・7・1現剤

鰯
1，， 561

4． 326

2， 288

9，808 1

9， 927

9， 745

7， ％9

7， 660

10， 333 1

   1
7， 807

6， 951  1

＆判
8， 806

8， 495

1， tro3

233， 323

   1
 1，731

1，157

3，479 1
31 557 l

   I
 1，987 l

   l
3， 984

4， 896

   f
4，sso 1

4， 102 1

5， 843 ［

4，715 ［

4，413 1
61418 ［

9， 521 1

5，367 1
，，， 1

198，071

鞭合訓匪計
2， 391 U26・，・53

    
2・718i263・・571

    
7・805！271・376

5，845  、  277，221

11，795  ， 289，016

・13，、91113。2，、927

   ／
14，641    317，568

12，igg  ll 329，767

11，762［341，529

16，．1761357，，。5

   L
12，・5221370，・227

11，364！1 3S・，59i

：：：lll l隠：：；

   li
13，862  1  429，正94

2，、。。』31，S。、

   ：1

・31

（註 昭和36年度は昭和36年度7月1日現在高を示す）
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第10経済研究所
    1．沿   革   略

 元東京商科大学長法学博士上田貞次郎氏は，かねて学内に研究所の設置を

計面していたところ，本学出身の各務謙吉氏から奨学基金を寄附せられたの

で，従来の東京商科大学調査部の事業を承継して東京商科大学東亜経済研究

所を開設した。

昭和15年4月1日 大学長法学樽士上田貞次郎氏が研究所長に就任した。

同年5月8日 所長上田貞次郎氏逝去されたので，東京商科大学長商学博

士高瀬荘太郎氏が所長に就任した。

同17年2月5臼 勅令第70号により官立商業大学官制が改正されて，本

研究所は官立の東亜経済研究所に発展し，研究所長には東京商科大学長商学

博士高瀬荘太郎氏が補せられた。

同年6月27日 東履経済研究所及び東京商科大学の事業資金の補助を目的

とする東京商科大学奨学財団が設立せられ，本研究所の事業は目しく拡充せ

られた。

同19年7月1日 東京商科大学奨学財団が東京都千代田区神田一ツ橋に

本研究所の庁舎を新築したので同所に移転した。

同20年3月ll日 本庁舎は日本軍隊によって接収されたので，国立の大

学図書館内に移転した。

同21年3月22日 勅令第155号によって東亜経済研究所を経済研究所と

改称し，次いで4月1日勅令第206号を以て経済研究所の目的「東亜に於け

る経済に関する総合研究」を「世界各国の経済に関する総合研究」と変更し

た。

同24年5月31日 法律第150号を以て東京商科大学経済研究所を一一re大

学経済研究所と改称し，本研究所の目的を「日本及び世界の経済の総合研

究」と変更した。

同33年5月24日 新庁舎を図書館の北側に鉄筋コンクリート造3階建（書

庫4階建）2，478平方mを昭和31年度から3か年計画で建設中であるが，

第1期分が中央部721．67平方mは32年7月25日竣功し，第2期工事東部745．
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3平方mも33年3月29日竣功したので書庫を除き昭和33年5月25日移転した。

 氏    名

上田貞次郎教授

高瀬荘太郎〃

歴  代  所  長

上町制禄〃（所長事務取扱）

大 塚 金之助 〃

中 山 伊知郎 〃

都 留 重 人 〃

高 橋 長太郎 〃（所長事務取扱）

小原敬士〃
高 橋 長太郎 〃

2．機 構

   在 職 期 間

昭和】5年4月～昭和15年5月

昭和15年5月～昭和21年8月

昭和21年8月～昭和22年3月

昭和22年3月～昭和24年2月

Ml和24年2月～昭和24年11月

昭和24年11月～昭和31年10月

昭和31年10月～昭和32年2月

昭和32年2月～昭和34年1月

昭和34年2月～現在

 一橋大学経済研究所はその目的を達成するために，研究部門及び事務部に

分け，必要に応じて，特殊問題委員会を設けることができる。

       （1）研究部門
 研究部門は次の10に分け，研究者はそれぞれ2以上の研究部門に関連的に

所属する。

L

2．

3．

4．

5．

6．

日本経済第1研究部門

日本経済第2研究部門

アメリカ経済研究部門

ソ連経済研究部門

英国および英連邦経済研究部門

中国および東南アジア経済研究部門
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7・ 国際経済機構研究部門

＆ 国民所得と再生産に関する研究部門

9・統計学およびその応用に関する研究部門

10． 学説史および経済史研究部門

       （2）事務部を次の4係に分ける

1．庶  務  係

2．会  計  係

3．資  料  係

4．統  計  係

   3．研究発表機関
 研究報告会は，研究所教官と大学教官及び学外の学識経験者の自由参加を

求めて毎週月曜日に行う。その他特殊研究の発表は適時に行う。

    4． 刊   行   物

1．

2．

3．

4．

5．

6．

「経済研究」 （年4回）

経済研究叢書（年2～3回）

欧文叢書（年1～2回）

新着資料目録（年4回）

特殊文献目録（随時）

特殊問題研究単行書（〃）

 5．主  な  施  設

 本研究所は現在新庁舎と一橋大学東校舎の一部を使用し，その事業を行っ

ている。なお，現在の本研究所の主な施設は次のとおりである。

       （イ）所 蔵 図 書

 昭和15年本研究所創立以来，資料係で整理を終了した所蔵図書の冊数は

次のとおりである。
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  第10 経済研究所

（昭和36年3月現在）

     区  別

年 度 ’t一 ！
和漢書  洋 書

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

15年劇
16年 度
17 年 度

18年 度
19 年 度

20年 度
21年 度
22年 度
23年 度
24 年 度

昭和25年間
昭和26年度「
昭和27年度「
鵬lll舞劉
昭和30年度1
翻；雄彫
工 和 33年 度
昭 和 34 年 度

昭 和 35年 度

 458

1， 825

3， 271

 479

1， 014

sp2 1

1，153 」

1， 652 1

1， 340 i

1， 457 t

   i
5， 037 」

4， 243 ！

4， 765 1

乳2541

   1
5， 087 i

   I

1， 517 i

1，708

2， 213

2， 792

2， 698

8， 322 j

；？g

l幕

髭

1郭

篇

鴛ll

；12Z

II？8ij

｝：霧

；lg1g

21 729 i

1魏雅計
和書i洋書…
  1

1585

圏

rji

；i

ヨ

ー

ヨ1

71｝，I

iii

33i

351

6131

 3

214

123

233

265
92

307
317
279
151

61

131

148

5， 326

4， 561

7， 248

3， 045

5， 200

 580

1， 837

3， 418

 955

1， 667

5． 189

2， 297

3， 969

3， co7

3， 672

3， 026

4， 225

3， 856

5， 452

5， 699

11，232

合 計 54， 277
26，373 i 2，4231 3， 2881 86， 361

       （口）読   書   室

 読書室は，如水会員菅谷重平氏の御好意により，設備の一部寄贈をうけて

一橋大学経済研究所内の1室に昭和25年9月開設され，本研究所の大学院

講義にに関係の深い新刊外国経済書および外国経済雑誌をできるだけ多く備

えつけて，学生の閲覧の便をはかっていたが，昭和33年5月25日経済研究所

が新庁舎へ移転したので庁舎の全部が完成するまで本室は閉写している。
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◎資料係備え付け雑誌の種類

日  本

英

米

仏

独

イ ン ド

オーストラリア

570

30

47

 9

20

 5

11

4

ポーランド

チエツコ

ユ 一  コ

中  共

ソ  連

その他の国

日本発行の
欧文雑誌

合  計

2

2

1

5

40

13

20

778

       （ハ）備え付け計算機，タイプライターその他

 本研究所統計係及び資料係に備え付けの計算機，タイプライター，その他

は昭和36年3月1日現在，次のとおりである。

（A） 複写 装置

   マイクロフイルム，複写器

   マイクロフイルム（撮影機レクトラC－1）

   マイクロフイルム，リーダー

   ラビツトコピヤー
   マイクロフイルム現像機
       〃     乾燥機

   富士引伸機

（B）聴覚賓料および器材

   テープ・コーダー

   レコード・プレLヤー

   リンガホン

（C） 計 算 機

   タイガー式計算機  9桁
        〃           10桁

   丸善式計算器 9桁

             一146一

1式

1機

2台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1組

1台

4台

2台

丸善式計算器桁
モンロー電動式計算器
フリーデン電動式計算機
  （否方根展開用全自動式電気計算機）

ブルンスビガ  ”
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第11産業経営研究所

 1． 沿  革

 本研究所は，宮制上経済研究所の一部門として発足した。その母体は，昭

和19年11月，当時の東京商科大学長商学博士高瀬荘太無目及び同大学教授

商学博士増加庸治郎氏の立案計画により，学内における産業経営の理論的実

証的，研究機関として発足したものである。昭和20年5月，産業能率研究

所なる名称を付して，研究方針ならびにその機構を確立した。

 さらに，昭和24年5月，その名称を一橋大学産業経営研究所と改め，官

制上，経済研究所の経営部門とした。

 晒和25年4月，その定員として大学教授，助教授各1名が認められた。し

かし，学内の取扱いは，一橋大学商学部の附属研究施設，に準ずるものとし

て，経済研究所と別個の研究機関とした。それ以来，その機能と機構とを拡

充して，産業経営を総合的，体系的，実証的に研究し，わが国の戦後におけ

る経営合理化の進展に寄与すると共に，その科学的基礎を提供することに成

果をあげてきた。

 昭和32年4月1日，本研究所は，文部省無論7号をもつて一橋大学商学

部附属産業経営研究施設となった。

           歴  代  所  長

 氏    名               在職期間

加藤 由 作教授

高 橋 泰 蔵

男 川 栄 一

大 林 良 一

古 川 栄 一

tt

tt

lt

xl

自

野

山

至

自

至

自

至

自

現

昭和24年5月
昭和26年5月
tl

tt

／1

rt

tt

tt

tt

29年10月
31年10月

31年10月
33年10月

33年10月
35年10月

35年10月
   在
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2．機  構

本研究所は，その目的を達成する為に，次の部門及び係を設けている。

！ 研究部門
1．

2．

3．

4．

5．

経営研究部門

会計研究部門

経営統計研究部門

市場調査研究部門

内部統制研究部門

2 事務部門
1．

2．

3．

4．

庶務会計係

資料係

ケース・スタデー，統計係

作業係

 3． 研究発表機関

 本研究所は，定例研究報告会を開催している。

 研究報告会は研究所専任及び併任教官と，大学教官の自由参加を求めて毎

月第3水曜日に行っている。その他講演会，講習会は適時に開催することに

している。

 4．刊 行 物

（1）研究叢書

1．

2．

3．

4．

’5．

第1集

第2集

第3集

書4集

第5集

アメリカ経営学研究（昭23年）

現代商学の基本問題（昭25年）

現代商学の基本問題亙（昭26年）    ’

企業経営の中心問題（昭27年）

わが国における企業経営管理方式に関する実証的研究（昭

和36年）

（2）ケース・ブック

 1．経営方針ケース・ブック（昭33年）

 2．会計監査手続ケース・スタディ（昭35年）
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（3）研究所機関誌

  L ビジネス・レビュー（4季報）

（の 資 料 目 録

  1，雑誌目録（昭和36年）

 5．主要施設
 本研究所は，一橋大二二校舎の一部を使用して，その研究及び事業を行っ

ている。なお，現在の本研究所の主要施設は次のとおりである。

（1）資 料室

昭和32年9月より資料閲覧室を開設して，本学教官，卒業生，職員，学生

等に資料（単行本，雑誌，その他）閲覧の便をはかっている。貸出は，本学

教宮，職員，研究科学生，大学院学生等を対象としている。なお，本閲覧室

には，辞書，ハンドブック類，年鑑類，統計表類，当該年度受入れの単行本

（洋，和）および雑誌（洋，和）有価証券報告書，営業報告書等を備付けて

いる。

 昭和36年7月1日現在までに受入れた単行本冊数は次の通りである。

             洋    書

 年  度  校費

昭和36．3．1i
    現在

昭鱗論「

  計

騨後援会．寄贈瞬胤識
275 1 628 i ll i

oi 2sl ii

27引．6らゴ「．． i

451 210
2

’47’ s’””’“”’”1－15T，

計

28 i

1． 169

 54

重．225

和 書

 年

麟魏51gi 451『1『

度噸財団後齢寄騨磯の謝・の他計
98 il．032 1 1・瑚・821螂

師6ﾖ％73・3・g1 197 OI 398

計1 S55152・11・1 ll・・81 1 1． z＋gg 1 4s2 1 4． 282

洋，和書合計  5，507
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 註 上記「その他」欄の数字は，本学附属図書館より移管した社史の冊

  数を示す。

   昭和36年7月1日現在受入れている雑誌は次の通りである。

   洋雑誌30種類，和漢外国雑誌4種類，和雑誌179種類，合計213種類

  特に収集している資料は次の通りである。

1． 会社史 昭和34年6月より本学附属図書館と協同収集しており，その

  冊数は908冊（昭和36年7月1日現在）である。

2． 有価証券報告書，収集社数170社（昭和36年7月1日現在）である。

3．営業報告書，収集社数751社（昭和36年7月1日現在）である。

同閲覧室の開室，閉室は次の通りである。

 月曜一金曜  9．00～17．00開室

 土曜      9．00～12．00〃

 日曜，祭日  閉 室

 （2）ケース・スタデー統計室

 本ケース・スタデー，統計室備付けの機械は，昭和36年7月1日現在，

次の通りである。

  ラインメタル全自動式電動計算機桁数9×8×7 1台

 モンロー電動式計算機

 ト・一一コープ

 リコピー

 キヤノン複写装置

 キヤノンカメラ

 テープコーダー

（3）作業 室

20桁 1台

1台

！台

1台

1機

2台

本作業室備え付けの機械は昭和36年3月1日現在，次の通りである．

朝日式電動輪転機

英文タイプライター

和文タイプライター

1台

1台

1台
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    1． 財団法人一橋大学後援会

 一橋大学後援会は，一橋大学が世界の学会との交流を促進し，同大学の拡

充発展をはかるために必要な，研究施設並びに学術出版活動及び教職員学生

の福利厚生施設の充実に要する物的財的の援助を行うことを目的として，昭

和31年11月28日文部大臣の許可を得て，財団法人として設立された。

 本会の企図する主な事業内容は次の通りである。

1．

2．

3．

4．

5．

大学の教育研究施設充実のための物的財的援助

外国語による研究雑誌，学術研究書その他の出版物刊行

教官の海外派遣，外国留学生の援助

外国人教師の招聴の援助

教職員及び学生の厚生施設の充実

 なお，本会設立と共に発展的解散することになった，財団法人一橋学園プ

アンドの残余財産が本会に寄贈されたが，本会の諸事業を円滑に運営し所期

の目的を達成するためには，なお少からざる事業資金を必要とするので，一

橋出身者の賛同により，如水会理事長村田省蔵氏を会長とする一橋大学後援

会募金会が新たに結成され，その募金が本会の事業資金として寄附される

が，募金は非常な成果をおさめ完結した。

理事長 菅

理 事 塚

    上

    中

    中

    高

    大

    石

幹 事 熊

財団法人一橋大学後援会役員及び呼議員

  礼之助

田 公 興

野 十 蔵

山 素 平

山 伊知郎

橋 泰 蔵

平 善 梧

田 竜次郎

沢 貞 夫

酒 井 杏之助

西村 純平
渡 辺 文 蔵

山 中 篤太郎

古 川 栄 一

高 島 善 哉

山 田 欽 一

青 木 均 一

近 藤 荒樹

水 上 達 三

婆 田 健 次

山 田 雄 三

増 田 四 郎

高 橋長太郎

安 居 喜 造
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    井藤 半 弥

評議員 服 部 玄 三

    清 水 善 造

    野 村 与盆市

   大 住 達 雄

   岸 本 久 雄

    新関 八洲太郎

   吉 野 岳 三

   森  長  英

    阿 部 喜 市

   森 脇 篤太郎

   稲 畑 太 郎

   金 子 嘉 徳

   出 光 計 助

   寺 尾 一 郎

   芦 田 泰 三

   正 田 英三郎

   川 又 克 二

   吉 村 寿 雄

   桧 山   広

   板 垣 与 一

2． 東京商科大学奨学財団

片 野 一 郎

犬 丸 徹 三

川村音次郎
新 海 英 一

口 島 慶 次

小 泉 幸 久

渡 辺 武次郎

東 島 善 吉

渡 辺 喜三郎

辻 村 正 一

山 根 春 衛

一 井 保 造

竹村 吉右衛門

竹 申   治

田 中 外 次

柴 田 恭 二

吉 岡 幸 一

川 村 勝 己

関  好  美

太 田 可 白

蝋 永 栄 助

命 伯 卯四郎

岡 田 完二郎

結 城 鉄 雄

竹 内 俊 一

匹 辺   信

谷 田 敏 直

川 瀬 雅 男

坂 口 二 郎

本 田 弘 敏

岡 島 美 行

騰 倉 治 一

三 島 秀 単

玉 塚 栄次郎

茂 木 啓三郎

田 中 百 龍

田 間 安 市

藤 沢 徳三郎

村 木 武 夫

伊大知 良太郎

 東京商科大学東亜経済研究所の発足を機会に，其の事業並びに大学全般の

事業の援助機関の必要を認め，当時の東京商科大学長高瀬荘太郎三士が如水

会役員と相謀り，昭和15年9月25日東京商科大学奨学財団設立期成会を結

成し，全国各会社並びに卒業生の寄附金を以って昭和17年6月27日公益法

人として文部大臣の認可を受け設立されたのが当財団である。

 それ以来，経済の研究を助成し併せて経済教育の奨励及び其の発展を図る

ため，一橋大学経済研究所，同産業経営研究所並びに大学の研究，奨学，施

設拡充等の援助をしている。
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現在役員は次の通りである。

 理事長 高 橋 泰 蔵

 理事 板 倉 安兵衛

     青 木 均 一

 監 事 大 谷 正 博

 評議員井藤半弥
     服 部 玄 三

     佐 藤 尚 武

     菅   礼之助

     酒 井 杏之助

   3．

高 瀬 荘太郎

信 貴 英 蔵

回 藤 半 弥

生 駒   実

高 瀬 荘太郎

正 田 v－1 一一郎

昂 山 蔵 六

申 山 素 平

財団法人東京商科大学各務奨学基金

土 屋 計左右

中 島 慶 次

中 山 伊知郎

信 貴 英 蔵

新関八洲太郎

山 中 篤太郎

 故各務謙吉氏はかねて支那満洲方面において実業に従事すべき人材を養成

する目的で，教官の大陸派遣，資料の蒐集，その他誌切な施設を計画されて

いたが，未だその緒につかない前に急逝された。それで氏の遺族は甚だこれ

を遺憾とし，氏の生前の抱負を実現させるために遺産の中から金50万円を

本学に提供されたので本学では昭和董5年4月本財団を設立し，その目的を

達成するに必要な事業を行っていたが，その後情勢の変化に応じて寄附行為

の一部を変更し，広く実業に従事する人材の養成に稗益する目的をもつて将

来実業に従事すべき学生生徒に対する奨学費の補助，経済に関する研究調査

費の補助等を行うこととなった。

       財団法人東京商科大学各務奨学基金役員

理 事 長

理   事

監 事

高

中

高

高

欠

橋

山

回

島

 泰  蔵

回 知 郎

 泰  蔵

 善  哉

員

    4． 財団法人説上田貞次郎樽士記念奨学基金

 故東京商科大学長帝国学士院会員法学博士上田貞次郎氏が本学並びに本邦

学界に尽乱した功績を永久に記念し，且つその専攻であった経済学，商業政

策，工業政策及び人口問題等の研究を奨励する目的のため故上田学長記念事
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業会から寄附きれた金5万円をもつて昭和16年5月本財団を設立した。

       財団法人故上田貞次郎博士記念奨学基金役員

理 事 長  高  橋

理   事  巾 由

       信  貴

       板 倉

       高  橋

       太  田

監   事  欠

5． 社団法人  如  水  会

 書

画 知

 英

安 兵

員

泰

哲

蔵

郎

蔵

才

蔵

 如水会は一橋大学並びにその前身である商法講習所以来の一橋学園に属す

る各部科出身の同窓者によって組織された社団法人であって，如水会の前身

団体は学友会次いで同窓会であった。本会の創立は大正3年11月14日であ

るが社団法人としての設立許可を受けたのは大正5年8月10日である。

 目的わが国の産業及び産業教育の充実と発展に寄与すると共に会員相互

    の親睦と知識の増進を図ることを目的とする。

 事業 会報，名簿の発行，会館の経営，諸集会の開催，その他定款に掲げ

    られた諸種の事業

 会員 会員となる資格は上掲の通りであって昭和36年6月30日現在の会

    員数は17，446名である。

 会館 如水会館は本学の前敷地東京都千代田区神田一ツ橋1丁目1番地に

    在り，鉄筋コンタ1，一ト3階建で大正8年6月竣工したが，不幸大

    正12年の関東大震災に遭って焼失したので，大正15年10月修復工

    事を施して再開するに至った。最初の実用建坪面積は878坪であっ

    たのを修復工事の際増加して現在は987坪である，大東亜戦の際戦

    災は免れたが，昭和2t年5月20日会館は進駐軍の接収するところ

    となったので，応急処置として本学の敷地の一部に38坪の別館を

    新築，小集会室4，事務室1を設け食堂を開いて小規模ながら昭和

    25年9月1日から会員の利用に供した。
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 昭和27年7月7日本館が接収解除となり明渡しの立合の際には全

 館内ガランドウの建物の外壁丈けを収受すると言うような状態であ

 つたので，一日も早く全会員の要望に副うべく，手元準備積立金と

 銀行の借入金を合せ5， OOO，000円にて応急の一部補修工事と最少限

 の什器を整え昭和27年9月19日事務所を別館から移し食堂部を開

 設して，翌20日6年振りに会館を再開して会員に提供するに至つ

 た。次いで昭和28年5月安藤組によって本改修工事に着手するに

 当り，更に銀行から応急資金借入と共に6月から如水会員に対し

 20．000，000円（後ち目標額を260，000，000円とした）の改修資金

 募集運動を行い，第1期工事から漸次第3期工事に進み，政府補償

 金の下渡を受けたり，借入金を返済して本館内主要工事を終り，募

 金の成果に対応して更に第4期工事に依って記念館その他工事も進

 温して，ここに戦前以上の様相によみがえって各種の会合，結婚披

 露宴等会員の利用がひんぱんに行われるようになった。

 残る香邨寮は昭和30年9月から引き続き安藤組による大改修に取

 り掛り，同年12月18日完成，翌19日開館した。

 なお別館の建物は昭和27年10月1日一一・es大学に寄贈した。

公益事業の実行  本会創立後今日までに実行した公益事業の主要な

 ものは次の通りである。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

大正天皇御即位記念図書館を本学に寄附

本学在外研究員に対する経費の補助

一橋互助会に対する補助

「商学研究」発刊事業の後援

矢野二郎翁の銅像建設及び矢野記念館の寄附

一橋新聞に対する補助

商大財団結成の援助と募金達成

一橋学園ファンド募金後援会の結成援助と募金達成

一橋大学創立75周年並びに80周年記念行事及び事業への援助

10．如水会別館の寄附

11．商学会を復興し毎月一橋講演会へ援助

v1％．

第12 関係諸団体

   12・一橋大学後援会募金会結成と募金達成

   13。その他省略

本会の役員その他 現在役員その他は次の通りである。

 相談役正田貞一郎 田’中都吉 菅 礼之助
 理 事 長 中 島 慶 次

常務理事

理

監

評議員会長

評議員副会長

評 議 員

年級連絡幹事

支 部 長

事務局長

  酒

  渡

首塚
  酒

  熊

  出

  水

  川

  桧

事 犬

  青

  川

  安

  久

  田

  田

  藤

井 杏之助

辺 文 蔵

田 公 三

井 杏之助

沢 貞 夫

光 計 助

．ヒ 達 三

又 克 二

山   広

丸 徹 三

木 均 一

村 音次郎

居 喜 三

原 房之助

村 秀 実

島 正 雄

沼 繁 三

田 中 外 次

土 屋 陽三郎

土 屋 計左右

吉 野 岳 三

本 田 弘 敏

田 中 外 次

高 橋 泰 蔵

渡 辺 文 蔵

土 屋 陽三郎

近 藤 荒 画

革 村純 血

相 京 光 雄

他288名

〃168名

〃 68名

〃従業員100三

一 157 一一

熊 沢 貞 夫

岡 田 完二郎

井 上鳳吉
山 根春 衛

高 橋 朝次郎

申 山 素 平

関   好美

上 野 十 蔵



第13奨学寄附金一覧
（昭和36年4月1日現在）

種     別
及び寄贈の目的

学生奨学寄附金
（学生学資貸給）・

寄贈年月 寄贈金額
寄贈金額現在高
（寄 贈 者）

            預金  11，297円

明治22年騨鵬1鑛翻意）
（力口口奨学寄附金学生体育奨励及び学資貸給）1明治37年・月1現金1・・…

犬塚奨学寄附金
（学生英語奨励）

難ilト金一
灘学灘1明治・9年11月・分利公債2，…

品川奨学寄附金
（学生学資費給）

安宅奨学寄附金
（学術研究費及学生学資貸給）

預金   231
（加賀千代子）

明治24年12月

大正5年2月
同 8年2月
同 9年6月
同 10年2月

預金  5，759
（犬塚信太郎）

預金  4，656
（半田庸太郎）

！一一撫購

内田奨学審理金大正6年4月

／羅囎1翻．
神田奨学基金
寄  附  金昭和3年3月

置魏魏謙同 12月
卒業50周年
記 念 基 金
50年間据置の後

社債券5，000
現金 15，000

現金，s，。。。1

預金    47，273

 （安宅乙吉）

預金  179．403
 （内田信也）

魏桂穰11：脇瀞霊肉善繧）

（蕪懸隔乏）

充     当
鈴木奨学寄附金
（陸軍並びに海軍に関する図書 購 入）

昭和14年7月 煙ｳ金11・馴

金銭信託 40，670

鱗籔）

昭和15年10月現金 5，000
預金  9，001
（鈴木与平）
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第13 奨学寄附金一覧

大和汽船 奨学
株式会社寄附金
（海運研究者の養成並海運研究費の補助）

平生奨学寄附金
（図書購入）

シェル石油
   株式会社
奨  学  金．

昭和15年10月
同 16年10月

昭和19年12月

昭和36年1月

現金 31，000
公債 18，000

現金 20，000

 預金 104，Q53
（査和醐株式会）

預金    68
（平生釧三郎）

現金  「
 2， OOO， ooO i

      L

      L

預金
  2，019，188
シェル石油
    株式会社

rv 1tp r
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  O本

学     畏

名 誉 教 授

評  議  員

部

員

（昭和36年8月現在）

       纏済学博士商学士

        商学博士商学士

        商学博士商学士

        商学博士商学士

        二丁博士文学士

バチェラー・オブ・アーツ（イリノイ州立大学）

日本学士院会員経済学博士商学士

       経済学博士商学士

           法学士

       経済学博士商学士

           商学士

     日本学士院会員商学士

       商学博士商学士

口本学士院会員経済学博士商学士

       法学博士商学士

           商学士

      経済学博士商学士

       理学博士理学士

       法学博士法学士

     学長経済学博士商学士

    商学部長商学博士商学士

     教授商学博士商学士

     教授商学博士商学士

      経済学部長商学士

一100 一一

高橋 泰蔵

藤本幸太郎

高瀬荘太郎

太田 哲三

吹田 順助

牧   一

高壇寅次郎

根岸  信

本間 喜一

こ口  茂

堀   潮

大塚金之助

加藤 由作

古瀬 良則

井藤 二二

久保岩太郎

村松二一郎

赤松  要

佐藤  弘

田中 誠二

高橋 泰蔵

古川 栄一

大林 良一

藻利 重隆

馬場啓之助

つ事 務 届

  事務局長

 庶 務 課

   庶務課長

   課長補佐
   庶務係長（併）

   文書係長

   人事係長

会 計 課

 会計課長

 課長補佐
 総務係長（併）
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         教授商学士

         教授商学士

   法学部長法学博士法学士

     教授法学博士商学士

         教授法学士

      社会学部長商学士

         教授商学士

         教授商学士

経済研究所長経済学博士商学士

         教授商学士

        教授経済学士

小平分校主事経済学博士商学士

附属図書館長経済学博士商学士

・一 161 一一

員

板垣 与一

村松 祐次

田中 和夫

大平 華甲

田上 穣治

高島 善哉

坂田 太郎

太田 可夫

高橋長太郎

小原 敬士

松川 七郎

増田 四郎

森田 優三

文部事務官 藤野  正

文部事務官 石塚 政次

：文部事務官 磯貝 真治

文部事務官

押部事務官

興部事務官

交部事務官

：文部事務官

文部事務官

文部事務官

手塚 信雄

沢井 文男

宮地 春彦

山内 裕子

篠田 幸雄

沼崎 キミ

横山 君代

文部事務官 渡辺 尚道

文部事務宮 石沢 鉱吉



出納係長

用度係長

管財係長

施 設 課

 施設課長

 課長補佐
 企画係長（併）

 工営係長

○学 生 部

   学生部長（併）

  学務課
   学務課長

   課長補佐
   教務係長（併）

   学生係長
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文部事務官荻野憲
文部事務官 河内礼次郎

文部事務官 田中  昭

文部事務官 古沢 正至

：文部事務官 鴨一ド四郎男

文部事務宮 加藤 茂雄

文部事務官 石田喜多男

文部事務官 長島 徳治

交部事務官 末永 定文

文部事務官 工藤 五郎

文部事務官 政田 武雄

文部事務官 椿 由喜男

 文部技官 竹内 秀吉

 ：文部技官 大堀 知夫

：文部事務官 阿部 直衛

 文部技官 印東 達雄

 文部技官 金子 喜一

 文部技官 楠岡  馨

 文部技官 関   茂

 文部技官 西野 滝蔵

教授商学士 小泉  明

文部事務員 横田 融着

文部事務官 黒森 四男

文部事務官 堀越 保治

交部事務官 小室 正己

文部事務官 永島 一夫

（埋化学室）

厚 生 課

 厚生課長

 課長補佐
 保健係長 （併）

 厚生係長

。附属図■館

   附属図書館長

   幹  事

   事務長
   管理受入係長’

   洋書目録係長（欠）

   和漢書目録係長

   閲覧係長

   小平分館図書係長

第14職

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

教授経済学博士商学士

    助教授商学士

     文部事務官

     文部事務官
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文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

交部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

文部事務官

交部事務官

員

岩崎 極子

遠藤辰次郎

角田 耕治

喜勢 成弥

尾崎 賢治

鈴木 五一一

沼崎 保宏

森田 優三

山口 隆二

川崎  操

岡崎 義富

佐藤 唱司

金子  匡

戸出 英雄

平  政吉

大橋  渉

諸沢 菊雄

清水 末寿

曲田．峯子

砂川 淑子

山崎  昭

菱木 養一

佐々木 正

市村 種郎

川島  清

高島 太郎



O商 学 部

 学部長（併）

  教    授

   商業数学

   配給論

   財務管理

   （一般教育授業担当）

   （一般教育授業担当）

   簿記各論，管理会計

   保険総論，生命保険

   会計学概論

   企業形態，生産管理

   商品学第一，商品検査

   会計学原理，原価計算

   経営学原理，労務管理

   （一般教育授業担当）

   外国為替

   金融論

   交通及倉庫，海運

   簿記原理，監査

   金融論

  助 教 授

   ’（一般教育授業担当）

   証券市場論

   経営学史

   貿易理論

   （産業経営研究施設勤務）

講    師

 （理化学室勤務）

教授商学榑士商学士 古川 栄一

経済学博士商学士

     商学士

 商学博士商学士

  商学士文学士

    商学士

商学博士商学士

    商学士

    商学士

理学博士理学士

    商学士

商学博士商学士

       商学士

       商学士

       商学士

       商学士

学長経済学博士商学士
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久武 雅夫

深見 義一

古川 栄一

根岸 国孝

山田 和男

松本 雅男

大林 良一

片野 一郎

山城  章

北原 三郎

番場嘉一郎

藻利 重隆

佐々木高政

小泉  明

長沢 惟恭

地田 知平

飯野 利夫

高橋 泰蔵

    藤沢  華

商学士 木村 増三

商学士 琴唄 良雄

商学士 吉野 昌甫

商学士 藤津 清治

商学士 木村 栄一

関口 清見

商品学第二

（外国出張中）

（一般教育授業担当）

簿記各論

（外国出張申）

（一般教育演習担当）

（一般教育演習担当）

助    手

 （理化学室勤務）
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      理学博士理学士

経済学修士（一橋大学）経済学士

  文学修士（東京大学）文学士

  非常勤講師

   火災保険

   貿易実践

  事 務 長

O商学部附属童業経営研究施設

   施設長（併）

   教  授

   助教授

   事務主任（併）

O経済 学 部

  学 部 長（併）

  教    授

   経済学特殊講義

   経済政策

商学修士（一橋大学）商学士

商学修士（一橋大学）商学士

商学修士（一橋大学）商学士

商学修士（一橋大学）商学士

員

橋本 仁蔵

宮川 公男

斎藤忠利

森田 哲弥

田内 幸一

岡本  清

田島 壮幸

経済学博士（一橋大学）経済
           米川 伸一学修士（一橋大学）経済学士

経済学博士商学士

 商学博士商学士

   文部事務官

商学博士商学士

   経済学士

    商学士

    助 手

  文部事務宮

浅岡  博

原田 忠信

相馬 勝夫

浜谷 源蔵

小松正一

古川 栄一

高宮． 晋

西川 義朗

原田 忠信

飯塚  深

教授商学士 馬場啓之助

経済学博士商学士 中山伊知郎

経済学博士商学士 山中篤太郎
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統言・卜学総目命，経済統言卜

経済学史

応用数学

経済哲学，農業政策

（一般教育授業担当）

 経済政策

 西洋経済史

 東洋経済

 財政学総論

 （一般教育授業担当）

 国際経済論

 東洋経済史

 経済史特殊問題

助 教 授
 （附属図書館勤務）

 経済統計

 独語第二

 日本経済史

 経済地理

 （一般教育授業担当）

 数理統計

 財政学各論

 経済原論第二

 経済理論特殊問題

 （外国出張中）

 経済原論第一

 （一般教育授業担当）

講    師

 経済政策特殊問題

東京大学教授農学博士農学士

   経済学博士商学士 森田 優E

   経済学博士商学士 山田 雄三

     理学士商学士 山田 欽一

        商学士 馬場啓之助

銘牲ぐ♂￥りZ（輩1文学士 植田 敏郎

        商学士 板垣 与一

   経済学榑士商学士 増田 四郎

        商学士 村松 堺町

        商学士 木村 元一

            岩出 一男

        商学士 小島  清

  祉会学部教授商学士 増淵 竜夫

            古島 敏雄

商学士 山口 隆二

商学士 磯野  修

文学士 橋本 郁雄

文学士 永原 慶二

商学士 青木外志夫

文学士 鈴木  正

理学士 鍋谷 清治

商学士 大川 政三

商学士 種瀬  茂

商学士 関  恒義

商学士 渡辺 金一

商学士 荒 憲治郎

文学士 宮下 忠二

商学士 坂本 二郎
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（一般教育授業担当）

工業政策

（一般教育授業担当）

（外国出張中）

（一般教育授業担当）

  助    手

   （外国出張中）

  非常勤講師

   社会統計

  事 務 長

。法  学  部

  学 部 長（併）

  教    授

   西洋法制史，法律思想

   英米法，民事訴訟法

   民法（物権），労働法

   国際公法総論，同各論

   刑  法

   憲  法

   （外国出張申）

  助 教 授

   （一般教育授業担当）

   （一般教育授業担当）

   西洋外交史・・

   仏語第二 ・・

   行政法総論

   民法総論

  講    師

   （一般教育授業担当）
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          文学士

          商学士

          文学士

経済学修士（一橋大学）経済学士

経済学修士（一橋大学）経済学士

員

鈴木 道彦

三池 正治

小野  茂

塩野谷祐一

山田 欣吾

理学士 片岡 信二

経済学博士経済学士 館   稔

    文部事務官 附曾 平押

教授法学博士法学士 田申 和夫

法学博士商学士

法学博士法学士

    法学士

法学博士商学士

 法学士文学士

    法学士

    商学士

町田 実秀

田中 和夫

吾妻 光俊

大平 善梧

植松  正

田上 穣治

吉永 栄助

    山川喜久男

文学士 菊池  亘

法学士 細谷『千博

文学士・高橋t一安光

商学士 市原昌三郎

商学士 蓼沼 謙一

吉井 四郎
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   （一般教育授業担当）          理学士 藤末

   商法（手形，小切手），商法特殊講義   商学士 松元

   （外国出張中）             文学士 森川

   民法（債権総論）            法学士 好美

   （一般教育授業担当）           文学士 河野

   （一般教育演離婁） 法灘も轟雛当無

               法毒聾遠藤韓・杉原

  助    手

              法学修士（一橋大学）法学士

  非常勤講師

   国際私法            法学博士商学士

   商法（会社法）         法学博士法学士

   東洋外交史           法学博士法学士

   民法（債権各論）』           商学士

   民法（身分法）            法学士

   日本法制史              法学士

   民事訴訟法            法学博士法学士

  事 務 長            文部事務官

。社会学部

  学部長（併）       教授商学士
  教    授

   華語第一，華語第二

   独文学講義               文学士

   仏文学講義              文学士

   社会科学概論，社会学第一        商学士

   （一般教育授業担当）           理学士

   社会思想史              商学士

   哲学                 商学士

              一 1es 一一

 宏

 亘

俊夫

清光

一郎

準一

泰雄

勝田 有恒

久保岩太郎

田中 誠二

植田 捷雄

並木 二二

沼  正也

三崎  渡

高根義三郎

片倉  厚

高島 善哉

熊野 正平

大畑 末吉

山田九朗
高島 善哉

石田竜次郎

坂田 太郎

太田 可夫

 科学思想

西洋倫理学

 教育行政学，独語第一

 英文学講義

 （一般教育授業担当）

 露文学，露語第二

 東洋倫理学

 歴史学

 社会心理学

 労働問題

 人口問題

助 教 授

 社会学第二

 教育原論

 （一般教育授業担当）

 （外国出張中）

 社会政策

 （一般教育授業担当）．

 社会思想史

講    師

 （一般教育演習担当）

 （一般教育演習担当）

助    手

授業兼担
 歴史学
 仏文学原典講読

    第14職

理学博士理学士

文学博士商学士

    文学士

    文学士

    文学士

    文学士

    商学士

  ドクター’オブ●フィロソフィー（コーネ’レ大学）文学士

        経済学部教授経済学博士商学士

       名古屋大学教授経済学三士商学士

                  商学士 石田  忠

                  商学士鈴木 秀勇

                  文学士 富原 芳彰

                  法学士 岡 ・義達

                  商学士 大陽寺順一

                  文学士 増谷外世職

ドクター’ ]寡二潔男＝！膨1難弥5突攣橘学士都築忠七

                  商学士古賀英三郎

            丈灘襟綴縫上・三之介

                 体育学士 川口 智久

              経済学博士商学士 増田 四郎

               商学士文学士 根岸 国孝

           一．169 一一
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杉田 元帥

藤井 義夫

多田 鉄雄i

海老池俊治

亀井  孝

金子 幸彦

西  順蔵

増淵 竜夫

南   博

山景篤太郎

美濃口時次郎



   独：文学講義

       ドクトル．デル・7イ・ソフィ＝rウィーン大学）文学士 植田 敏郎

   英文学原典講読             文学士 菊池  亘

  非常勤講師

   社会学第三，社会主義及び社会運動

                経済学博士経済学士 副島 種典

   マス・コミユ＝ケーション論       法学士 荒瀬  豊

   教育社会学               文学士 馬場 四郎

   教育心理学          交学博士交学士 辰野 千寿

   交化人類学
      ドクトル・デル・フィ・ソフィェ（ウィーン大学）経済学士 大林 太良

   哲学史                文学士 藤田 健治

   宗教学             ：交学博士文学士 玉城康四郎

   ラテン語原典講読，ラテン語文法     交学士 湯井三四郎

   ギリシャ語原典講読，ギリシャ語文法
           バチェラー一・オブ・アinッ（ハーヴアード大学）
                          久保 正彰
                 文学修士（東京大学）

   職業教育                商学士 大埜 隆治

   スペイン語第一，スペイン語第二         荒井 正道

  事務長     交替事務官福田弥二
〇学部事務室

                    交部事務官 雨宮かつみ

                    交務事務官 二二 交子

                    文部事務官 野波 俊一

〇小 平 分 校

  主事経済学部教授経済学博士商学士増田四郎
  一般教育科目

   日本史   ’      経済学部助教授文学士 永原 慶二

   東洋史           社会学部教授商学士 増淵 竜夫

   西洋史 、 経済学鰭鰭欝圭畑欣吾

              ・一一 i7（）一一

哲 学

倫理学

心理学

人文地理

人類学

英文学

仏文学

露文学

申国文学

国 語

商業通論

 同

経済通論

 同

法学通論

政治学

 同

社会思想

代数学，幾伺学

 同

現代数学

物理学

化学第一，

生物学

地学

統計学

 同

                第14

          社会学部教授商学士

      社会学部教授交学樽士商学士

             社会学部教授
ドクタ＿．オブ・フィ・ソフイー（＝一ネル大学、文学士

微分積分学，函数方程式

同第二

     社会学部教授理学士

  非常勤講師交面素士交学士

    社会学部助教授交学士

   商学部教授商学士文学士

        社会学部教授

     社会学部教授文学士

     社会学部教授交学士

      商学部教授商学士

     商学部助教授商学士

経済学部教授経済学博士商学士

     経済学部教授商学士

     法学部助教授商学士

     経済学部教授商学士

     法学部助教授法学士

     社会学部教授商学士

    経済学部助教授商学士

    経済学部助教授理学士

      法学部講師理学士

  経済学部教授理学士商学士

 社会学部教授理学博士理学士

  商学部講師理学博士理学士

  非常勤講師理学博士理学士

      非常勤講師理学士

 商学部教授経済学博士商学士

    経済学部助教授商学士
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 太田 可夫

藤井義夫

 南   博

 石田竜次郎

 西村朝日太郎

 富原 芳彰

 根岸 国孝

 金子 幸彦

 西  順蔵

亀井 孝

 深見義一

 木村 増三

 山田 雄三

 木村 元一

 市原昌三郎

 板垣 与一

 細谷 千博

 坂田 太郎

 関  恒義

鍋谷 清治

藤末  宏

 山田 欽一

 杉田 元宜

 橋本 仁蔵

 岡   徹

 矢沢 大二

 久武 雅夫

 磯野  修



語    学

 語学第一（英語）

 商学部講師文学修士（東京大学）文学士

外国人教師

語学第二（独語）

     商学部教授 山田 和男

     商学部教授 佐々木高政

    経済学部教授 岩田 一男

 社会学部教授文学士 海老池俊治

    法学部助教授 山川喜久男

 法学部助教授文学士 菊池  亘

社会学部助教授文学士 富原 芳彰

社会学部助教授文学士 増谷外世嗣

経済学部助教授文学士 宮下 忠二

 経済学部講師文学士 小野  茂

  法学部講師文学士 河野 一郎

           斎藤 忠利

バチェラー・オヴ・アーツ（ミシガン大学〉

 マスター・オヴ・アーツ（ミシガン大学）

    Joseph McNicol Allerdice

非常勤講師文学士

非常勤講師文学士

非常勤講師文学士

非常勤講師文学士

   非常勤講師

  経済学部教授
ド外ル’デル’フイロソフイエ（ウイーン大学）文学士

（外国出張申）

中島  和

長谷川正平

高見 幸郎

福与 正治

石井正之助

植田 敏郎

 社会学部教授文学士大畑 末吉

 社会学部教授文学士 多田 鉄雄

経済学部助教授文学士 橋本 郁雄

  法学部講師文学士 森川 俊夫

  非常勤講師文学士 北  通文

  非常勤講師文学士 畑申伊三郎

  非常勤講師文学士 大成 竜雄
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語学第二（仏語）

語学第二（華語）

語学第二（露語）

演    習

 人丈科学ゼミ

社会科学ぜミ

第14職 員

  外国人教師   Friedrich Greil

  社会学部教授文学士 山田 九朗

商学部教授商学士：文学士 根岸 国孝

  法学部助教授文学士 高橋 安光

  経済学部講師文学士 鈴木 道彦

  外国人講師   Ren6e Lagache

     社会学部教授 熊野 正平

      非常勤講師 斬  一再

     社会学部教授 金子 幸彦

      非常勤講師 佐々木 彰

社会学部教授理学士 石田竜次郎

社会学部教授文学士 西  順蔵

       商学部教授商学士

      商学部助教授商学士

      商学部助教授商学士

商学部講師商学修士（一橋大学）学士

   商学部講師商学修士（一橋大学）商学士

   商学部講師商学修士（一橋大学）商学士

         経済学部助教授商学士

         経済学部助教授商学士

          経済学部講師商学士

          経済学部講師商学士

経済学部講師経済学修士（一橋大学）経済学士

経済学部講師経済学修士（一橋大学）経済学士

           法学部講師商学士

           法学部講師法学士

      法学灘縫糠ま擢輕醐re一

長沢 惟恭

吉野 昌甫

雲門 良雄

森田 哲弥

田島 壮幸

岡本  清

大川 政三

青木外志夫

坂本 二郎

外池 正治

塩野谷祐一

山田 欣吾

松元  亘

好美 清光
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             社会学部助教授商学士

              社会学部講師商学士

         社会学部講師文学博士（東京大学）
          交学修士（東京大学）文学士

自然科学ゼミ     経済学部教授理学士商学士

          社会学部教授理学博士理学士

           商学部教授理学博士理学士

語学ゼミ
 ：英   言1亨           経済学部教授

                法学部助教授

             社会学部助教授文学士

 独   語           経済学部教授
   ドクトル・ヂル・フイ・ソフイエ（ウイーン大学）文学士

 仏   語        法学部助教授文学士

 i華i  語            社会学部教授

専 門 科 目

  会計学概論

  経済史概論

  民法総論

  社会科学概論

  刑  法

保 健 体 育

  体育実技

（弓道）

（柔道）

（剣道）

大陽寺順一

古賀英三郎

佐々木潤之介

山田 欽一

杉m 元高

北原 三郎

岩田 一男

山川喜久男

増谷外世嗣

植田 敏郎

高橋 安光

熊野 正平

   商学部教授商学士 飯野 利夫

 経済学部助教授商学士 渡辺 金一

  法学部助教授商学士 蓼沼 謙一

  社会学部教授商学士 高島 善哉

法学部教授文学士法学士 植松  正

     商学部助教授 藤沢  伝

 経済学部助教授文学士鈴木正

      法学部講師 吉井 四郎

 経済学部助手体育学士 川口 智久

      非常勤講師 窪田真太郎

      非常勤講師 柴山 謙治

      非常勤講師 本間 七郎
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   特殊体育       非常勤講師医学博士医学士 高谷  治

   体育講義         経済学部助教授文学士 鈴木  正

              非常勤講師医学博士医学士 高谷  治

 事務長           交部事務官松本秀雄

一類併）    螂事務官襯和夫
 教務係長                ：文部事務官 岩田  晟

 厚生係長                文部事務官 谷部長次郎

                    文部事務官 谷部 弥平

                    文部事務官 浅見惣五郎

                    文部事務官 飯野 孝子

                    文部事務官 近藤 清子

O経済研究所

  所長 教授経済学博士商学士高橋長太郎

  教    授

                      商学士 小原 敬士

                 経済学博士商学士 高橋長太郎

                      商学士 伊大知良太郎

                  農学博士農学士 大川 一司

   （外国出張中）                 山田  勇

        ドクター。オブ・フィロソフィーCハーヴアード大学）                          都留 重人
           マスS一・オブ・アーツ（ハーヴアード大学）

                      商学士 野々村一雄

                     経済学士 松川 七郎

   助 教授

   （外国出張中）             商学士 山田 秀雄

                      商学士 石川  滋

                      商学士 大野精三郎

                 経済学博士商学士 篠原三代平

                      農学士 梅村『又次

                      商学士 岡   稔
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（外図出張巾）

講   師

助

事務長
庶務係長

会計係長（併）

資料係長

統計係長（併）

o大  學  院

  大学院委員

  学長

         商学士 伊東 政吉

         商学士 佐藤 定幸

         商学士 細谷 新治

        経済学士 本田 創造

         商学士 藤野正三郎

         商学士 倉林 義正

             宇津木 正

         商学士 江見 康一

         商学士 宮鍋  幟

         商学士 津田 内匠

経済学修士（一橋大学）経済学士 溝口 敏行

        文部事務官 後藤 政勝

        文部事務官 森護 一郎

        五部事務官 後藤 政勝

        文部事務官 八巻  滋

       文部事務官 森窪 一郎

        交部事務官 常川 静子

        文部事務官 奥田 妙子

        文部事務官 鳥居 久子

        文部事務官 毛利さわ子

        文部事務官 松尾  剛

        文部事務官 宮地 幹夫

        交部事務官 浜田シヅ子

        文部事務官 浜田 宗雄

   経済学博士商学士 高橋 泰蔵
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  商学研究科長         教授商学博士商学士 古川 栄一

                    教授商学士 山城  章

                    教授商学士 飯野 利夫

  経済学研究科長            教授商学士 馬場啓之助

                    教授商学士 村松 祐次

                    教授商学士 伊大知良太郎

  法学研究科長         教授法学博士法学士 田口 和夫

                教授法学博士商学士 大平 濡鼠

                教授法学博士商学士 町田 実秀

  社会学研究科長             教授商学士 高島 善哉

                    教授文学士 大畑 末吉

                   教授経済学士 松川 七郎

                    教授商学士 高橋長太郎

。商学研究科

  研究科長     商学博士商学士古川栄一
  授業担当教授

   保険数学特殊問題，数理経済学特殊研究

                 経済学博士商学士 久武 雅夫

   配給市場制度，貿易為替特殊問題     商学士 深見 義一

   経営学特殊聞題         商学博士商学士 古川 栄一

   管理会計特殊問題            商学士 松本 雅男

   生命保険特殊問題，社会保険特殊問題

                  商学博士商学士 大林 ．良一

   会計組織論               商学士 片野 r郎

   公企業経営論，同特殊研究        商学士 山城  章

   商品化学特殊問題        理学博士理学士 北原 三郎

   株式会社会計，同特殊研究        商学士 番場嘉一郎

   経営学史特殊問題，同特殊研究  商学博士商学士 藻利 重隆

   金融特殊問題             商学士 小泉  明
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   企業形態特殊問題           経済学士 高宮  晋

   物価論       商学士長沢惟恭
   陸運経営論               商学士 地田 知平

   監査特殊問題              商学士 飯野 利夫

   金融論    学長経済学樽士商学士高橋泰蔵
  授業担当助教授

   配給市場制度             商学士 木村 増三

   株式会社経営論             商学士 雲嶋 良雄

   貿易為替特殊問題           商学士 吉野 昌甫

   経営学特殊問題            商学士 藤津 清治

                      商学士 木村 栄一

   会計組織論               商学士 西川 義朗

  授業損当非常勤講師

   火災保険特殊問題       経済学二士商学士 相馬 勝夫

   貿易商二二，商品製法論     理学博士理学士 石井 頼三

〇経済学研究科

  研 究 科 長              商学士 馬場啓之助

  授業担当教授

   理論経済学特殊問題      経済学博士商学士 中山伊知郎

   経済政策特殊問題，同特殊研究 経済学博士商学士 山中篤太郎

   経済統計特殊問題，同特殊研究 経済学博士商学士 森田．優三

   理論経済学特殊問題，同特殊研究，

                 経済学博士商学士 山出 雄三

   応用数学特珠問題         理学士商学士 山田．欽一

   経済学史特殊問題            商学士．馬場啓之助

   経済政策特殊問題           商学士板垣 与一

   西洋経済史特殊問題      経済学博士商学士 増田 四郎

   東洋経済特殊問題，同特殊研究      商学士 村松 祐次

   租税論特殊問題            商学士 木村 元一
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 商業政策特殊問題            商学士 小島  清

 （経済学史特殊問題）         商学士高島 善哉

 （西洋経済史特殊問題）         商学士 小原 敬士

 財政と国民所得，同特殊研究  経済学博士商学士 高橋長太郎

 （時系列論）             商学士 炉大知良太郎

翻譲羅麟業政策特殊問題農学博士農学士大川一司

 時系列論，統計学特殊研究             山田  勇

 （外国出張申）ドクター敦霞乙穿劣子工凱1こ＝多手巾昏炎謝都留 重人

 数理経済学特殊研究      経済学搏士商学士 久武 雅夫

 自律還流系論          理学博士理学士 杉田 元宜

 人口政策    名古屋大学教授経済学博士商学士 美濃口時次郎

 日本経済史特殊問題 東京大学教授農学博士農学士 古島 敏雄

授業担当助教授

 （経済統計特殊問題，統計学特殊問題）   商学士 磯野  修

 日本経済史               交学士 永原 慶二

 （経済地理特殊問題）          商学士 青木外志夫

 （推測統計学）             理学士 鍋谷 清治

 （租税論特殊問題）           商学士 大川 政三

 （経済学史特殊問題）          商学士 種瀬  茂

 （応用数学特殊問題）          商学士 関  恒義

 （外国串張中）             商学士 渡辺 金一

 理論経済学特殊問題           商学士 荒 憲治郎

 中国繹済事情              商学士 石川  滋

 日本経済事情         経済学博士商学士 篠原三代平

 農業政策特殊問題            農学士 梅村 又次

 （外国出張中）             商学士 伊東 政吉
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O法学研究科
  研究科長
  授業担当教授

   西洋法制史特殊問題

   英米公法特殊問題

   労働法特殊問題第一

   国際法特殊問題，同特殊研究

   刑事学特殊問題

   憲法特殊問題，同特殊研究

   （外国出張中）

  授業担当助教授

   西洋外交史特殊問題

   行政法特殊問題第二

   財産法特殊問題

  授業担当非常勤講師

   株式会社法特殊問題

   東洋外交史

   政治学特殊問題

O社会学研究科

  研究科長
  授業担当教授

   東洋社会

   社会の発展と文化

   （社会の発展と交化）

   社会学特殊問題，同特殊研究

   （社会の発展’と交化）

   社会思想史，同特殊研究

   社会哲学，社会思想史特殊研究

   （社：会の発展と文化）

一1eo一

法学博士法学士 田中 和夫

法学博士商学士

法学博士法学士

    法学士

法学博士商学士

 法学士文学士

    法学士

    商学士

   ．

    法学士

    商学士

    商学士

町田 実秀

田申 和夫

吾妻 光俊

大平 善梧

植松  正

田上 基盤

吉永 栄助

細谷 千博

〒fゴ原昌三垂講‘

蓼沼 St一一

法学博士法学士 田申 誠二

法学博士法学士 植田 捷雄

法学博士法学士 原田  鋼

商学士 高島 善哉

        熊野 正平

    文学士 大畑 宋吉

    文学士 山田 九朗

    商学士 高島 善哉

    理学士 石田竜次郎

    商学士 坂田 太郎

    商学士 太田 可夫

理学博士理学士 杉田 元宜

                    第14

 社会哲学            文学博士商学士

 社会学特殊問題             ：文学士

 社会の発展と文化            交学士

 社会の発展と文化，社会：文化特殊研究   文学士

 社会文化特殊研究

 （社会思想史特殊問題）          文学士

 社会の発展と文化           商学士

 社会学特殊問題

    ドクター・オブ・フイ・ソフイー（ゴーネル大学）文学士

 アメリカ社会，同特殊研究        商学士

 （外国出張中）ドクS ”’ et／．’3・！オ号写ゴ災た雰二喜突謝

 （ソヴィエト社会）           商学士

 社会思想史，同特殊研究        経済学士

 社会問題    名古屋大学教授経済学博士商学士

授業担当助教授

   （社会学特殊問題）

   （社会学特殊問題）

   （社会の発展と文化）

   （外国出張申）

   （社会政策）

   （社会の発展と交化）

   （社：会思想史）

   （外国出張申）

   （社会思想史）

   ソヴィエート社会

   （アメリカ社会）

O一橋大学東京商科大学

  大  学  長

   教   授

商学士

商学士

文学士

法学士

商学士

文学士

商学士

商学士

商学士

商学士

商学士

職    員

 藤井 義夫

 多田 鉄雄

 海老池俊治

 亀井  孝

 金子 幸彦

 西  順蔵

 増淵 竜夫

南   博

小原 敬士

都留 重人

野々村一雄

松川 七郎

美濃口時次郎

石田  忠

鈴木 秀勇

面出 芳彰

岡  義達

大陽寺順一

増谷外世嗣

都築忠仁
山田 秀雄

大野精三郎

岡   稔

佐藤定幸

学長経済学博士商学士 高橋 泰蔵
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      商学部教授経済学博士商学士 高橋 泰蔵

      商学部教授経済学榑士商学士 久武 雅夫

           商学部教授商学士 深見 義一

       商学部教授商学糟士商学士 古川 栄一

           商学部教授商学士 松本 雅男

       商学部教授商学博士商学士 大林 良一

           商学部教授商学士 片野 一郎

           商学部教授商学士 山城  章

       商学部教授理学博士理学士 北原 三郎

           商学部教授商学士 番場嘉一郎

       商学部教授商学博士商学士 藻利 重隆

           商学部教授商学士 小泉  明

           商学部教授商学士 長沢 惟恭

           商学部教授商学士 地田 知平

           商学部教授商学士 飯野 利夫

商学部附属産業経営研究施設教授経済学士 高宮  晋

     経済学部教授経済学博士商学士 中山伊知郎

     経済学部教授経済学博士商学士 山中篤太郎

     経済学部教授経済学博士商学士 森田 優三

     経済学部教授経済学樽士商学士 山田 雄三

       経済学部教授理学士商学士 山田 欽一

          経済学部教授商学士『馬場啓之助

          経済学部教授商学士 板垣与一

     経済学部教授経済学博士商学士 増田 四郎

          経済学部教授商学士．村松・祐次

          経済学部教授商学士 木村 元一

          経済学部教授商学士 小島  清

       法学部教授法学博士商学士 町田 実秀

       法学部教授法学博士法学士 田申 和夫

        一 182 一
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                法学部教授法学士 吾妻 光俊

            法学部教授法学博士商学士 大平 善言

             法学部教授法学士文学士 植松  正

                法学部教授法学士 田上 穣治

                法学部教授商学士 吉永 栄助

                  社会学部教授 熊野 正平

               社会学部教授文学士 大畑 末吉

               社会学部教授文学士 山田 九朗

               社：会学部教授商学士高島善哉

               社会学部教授理学士 石田竜次郎

               社会学部教授商学士 坂田 太郎

               社会学部教授商学士 太田 可夫

           社会学部教授理学博士理学士 杉田 元宜

           社会学部教授文学博士商学士 藤井 義夫

               社会学部教授文学士 多田 鉄雄

               社会学部教授文学士 海老池俊治

              社会学部教授文学士 亀井  孝

                 社会学部教授 金子 幸彦

               社会学部教授文学士西 順蔵

        社会学部教授5劣；～乳鳴誕翁

                    交学士 南   博

               社会学部教授商学士 増淵 竜夫

              経済研究所教授商学士 小原 敬士

         経済研究所教授経済学博士商学士 高橋長太郎

             経済研究所教授商学士 伊大知良太郎

          経済研究所教授農学博士農学士 大川 一司

                経済研究所教授 山田  勇
経済研究所教授 ドクター・オブ。フィロソフィー（ハーヴアード大学）

       マスター・オブ・アーツ（ハーヴアード大学）  都留 重人

             経済研究所教授商学士 野々村一雄
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    経済研究所教授経済学士 松川 七郎

名古屋大学教授経済学博士商学士 美濃口時次郎

  東京大学教授農学博士農学士 古島 敏雄

一184一

第15

（自昭和36年3月1日

   命

      36． 4． 1

                第15

職 員 異 動

        至昭和36年8月31日）

    o任

一橋大学教授

一橋大学東京商科大学教授

一橋大学長

一一高淘蜉w東京商科大学長

一橋大学評議員

一橋大学教授（商・併）

一橋大学法学部長

一橋大学評議員

 同

 同

 同

 同

 同

 同

 同

 同

 同

 同

一橋大学東京商科大学教授

 同

一橋大学附属図書館長事務取扱

一橋大学教授（社・併）

 同    （同 ）

 同    （経・併）

一橋大学東京商科大学教授（併）

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1
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学

教

同

学

同

旧

教

同

同

同

同

国

同

同

日

同

日

同

同

同

学

長

授

長

授

      長

  教授（経）

名古屋大学教授

 東京大学教授

名古屋大学教授

職員移動

1［1中篤太郎

山中篤太郎

高橋 泰蔵

高橋 泰蔵

高橋 泰蔵

高橋 泰蔵

田中 和夫

田中 和夫

大林 良一

藻利 重隆

板垣 与一

馬場啓之助

大平 善梧

田上 穰治

太田 可夫

坂田 太郎

小原 敬士

松川 七郎

北原 三郎

長沢 惟恭

高橋 泰蔵

山中篤太郎

美濃口時次郎

古島 敏雄

美濃口時次郎



一橋大学東京商科大学教授（併）36．4．1

一橋大学助教授

一橋大学学務課長

一橋大学経済学部事務長

一橋大学経済研究所事務長

一橋大学商学部事務長

一橋大学厚生課課長補佐

一橋大学厚生課保健係長（併）

一橋大学講師

 同

 同

 同

 同

大学院商学研究科担当

 同

 同

 同

 同

 同

 同

 同

大学院経済学研究科担当

 同

 同

 同

 同

 同

 同

    東京大学教授

4．1     講師

4．1  商学部事務長

4．1経済研究所事務長

・・1 蝋画雛

・・1窪羅麗
4．1 厚生課保健係長

4．1 厚生課課長補佐

4．1 字都宮大学講師

4．1電気通信大学講師

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1

4．1
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教 授

同

助教授

轟

轟

唐

画

同

期

同

玉

虫

同

同

－同

古島 敏雄

宮下 忠二

横田 面心

阿山 福円

後藤 政勝

小松 正一

尾崎 賢治

尾崎 賢治

斎藤 忠利

森川 俊夫

岡本  清

佐々木潤之介

田島 壮幸

北原 三郎

長沢 惟恭

木村 増三

西川 義朗

木村 栄一

吉野 昌甫

雲嶋 良雄

藤津 清治

磯野  修

大川 政三

種瀬  茂

関  憤義

渡辺金一
鍋谷 清治

荒・憲治郎

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

大学院社会学研究科担当    4．1

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

 同              4．1

               4．1

一橋大学附属図書館長      4．16

一橋大学評議員．       4．16

聯麟難妻嬰賢塁採 ・・16

一橋大学経済研究所庶務係長   4．16

一橋大学附属図書館（本館）   4．16

一橋大学会計課        4．16

一橋大学学生部長事務取扱    5．16

一橋大学経済研究所統計係長（併）6．1

一橋大学講師          6．16

一橋大学小平分校主事      7．14

一橋大学評議員         7．14
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文部事務官

小平分館
交部事務官

宇都宮大学
交部事務官

  教 授

経済研究所

庶務係長

  教 授

  同

第15職員異動

助教授 青木外志夫

同   篠原三代平

日   石川  滋

同   梅村 又次

同   伊東 政吉

同   石田  雷

同   鈴木 秀勇

同   岡  義達

同   大禅寺順一

同   都築 忠七

同   富原 芳彰

同   増谷外世嗣

同   山田 秀雄

同   大野精三郎

同   岡   稔

同   佐藤 定幸

教 授 森田 優三

同   森田 優三

同   森田 優三

    森窪 一郎

    平  政吉

    椿 由喜男

    山田 欽一

    森窪 一郎

    杉原 泰雄

    増田 四郎

    増田 四郎



一橋大学経済学部長事務取扱

一橋大学講師

一橋大学経済学部長

一橋大学評議員

 同

一橋大学学生部長

  o転 免

退官

 同

 同

 同

 同

一橋大学附属図書館長

一橋大学評議員

一橋大学経済研究所統計係長

一橋大学附属図書館長事務取扱

国立大学図書館専門職員採
用申級試験委員会委員長

一橋大学経済研究所庶務係長

一橋大学経済学部長

一橋大学評議員

一橋大学経済学部長事務取扱

一橋大学評議員

一橋大学学生部長事務取扱

7．14

7．16

8．1

8．1

8．1

8．1

教 授 増田 四郎

    米川 伸一

教 授 馬場啓之助

同   馬場啓之助

同   村松 祐次

同   小泉  明

36．3．31         教  授

 3．31     同

 3．31     同

 3．31経済学部事務長

 4．1   学務課長

 4．1    教 授

 4．1     同

 4．1経済研究所事務長

4．16    学 長

4．16    学 長

4．！6経済研究所事務長

7．14    教 授

7．14     同

8．1     同

8．1     同

8．1     同

一； 1ss 一一

田巾 誠二

佐藤  弘

石井 頼三

永島 荒胆

松田 弥一

高橋 泰蔵

高橋 泰蔵

阿曾 曲目

高橋 泰蔵

高橋 泰蔵

後藤 政勝

増田 四郎

増田 四郎

増田 四郎

馬場啓之助

山田 欽一

第16学 位 録

第16学 位 録

本学において学位を授与したものの氏名は次の通りである。

     O商 学 鴇 士

 氏     名

藤 本 幸 太 郎

石 川 文 吾
下 野 直 太 郎

松  崎    寿

高 瀬 荘 太 郎

吉  円 良  三

加 藤  由 作

目 地 庸 治 郎

今  村    有

太  田  哲  三

六  川  栄  一

石  津    漣

大  林  良  一

画  利  重  隆

田

高

根

坂

井

猪

回

申

O経済． w博士

崎  卓

子 寅 次

 岸

西  由

藤  半

谷  善

村  広

山 伊 知

義

郎

倍

蔵

弥

蔵

郎

原 籍

三 重

東 京

岐 阜

静 岡

静 岡

東 京

島 高

東 面

長 崎

東 京

新 山

山 切

愛 知

愛 媛

新 潟

広 島

東 京

兵 庫

京 都

東 京

北海道

三 重

一 1ev 一

授与年月日
大正 10． 10．28

同11．6．23
同  15． 7． 1

昭和1  7．  12．  14

同  8． 1L 29

同  10． 6．24

同10．10．8

同12．L28
同  19． 3． 29

同   27．  6．  28

同  29． 6． 28

同30．1．10
同  34． 5． 22

同35．3．22

大正

同

昭和

同

同

同

同

同

13．

15．

8．

8．

10．

13．

14．

14．

3．

4．

12．

12．

10．

IL

1．

5．

22

20

20

20

8

21

30

2



山口 茂
山本勝市
宮田喜代蔵
岸本誠二郎
大熊信行
北野大古
酒井正三郎
南 亮三郎
赤松 要
III中篤太郎
美濃口時次郎

大泉行雄
山田雄三
佐原母堂
喜多村 浩
松野賢吾
高橋泰蔵
阿部源一
塩野谷九十九

川島信太郎
樋口午郎
江沢譲爾
久武雅夫
栗原健吉
増田四郎
長 守善
高橋長太郎、

新 制

東京
東京
岡山
岡山

山形
兵庫
岐阜
京都
福岡
東京
東京
北海道

東京
富山

東京
熊本
静岡
福岡
愛知
京都
山梨
東京
高知
北海道

奈良
愛媛
東京

経済学憶±
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昭和 15。 2． 16

1司   15，   3．  29

同15．7．22
同15．8．9
同   16．  3り  24

同17．5．7
同   17．  9．  16

同18．8．19
同   19．  9．  15

同24．1．10
「司   24．  12．  27

同   25．  6． 30

同   25．  11．  14

同26．11．9
同   26．  1L  14

同26。12．25
同   28．  1。  16

同28．12．28
同   28。  12．  28

同29．6．3
同30．3．7
同30．3．7
同   33．   7。  11

同33。7。12
同34．7．21
同34。7．21
同   35。   3。  30

米川伸一 三重

  法学博士
福岡葡之 東京
久保欣哉 東京
妹場準一 千葉
杉原泰雄 静岡
  社会学博士
巾村貞二 山口

一一@191 一

第16学位録
同   36．   3．  28

昭和 34． 3．28

同34．3．28
同35．3．28
同36．3．26

昭和35．3．28



第17学 生

    1．商  学  部

     昭和26年編入学（1名）

田中八郎太（長 野）

     昭和30年入学（2名）

石田  誠（東 京）  大蔵 庸一（長 崎）

     昭和31年入学（3名）

稲山 耕司（愛 知）  岡本 良毅（静 岡）

     昭和32年入学（10名）

浅川 健次（愛 知）  大島 冷温（愛 知）

染谷 武男（茨 城）  高m  正（福 岡）

平沢 幸一（東 京）  山内 紳司（東 京）

山田 一郎（鳥 取）

     倭 託 学 生）

韓 英 沢（三園）

     昭和33年度入学（174名）

相沢 光哉（宮 城）

赤井  宏（東 京）

浅井 辰彦（東 京）

新井 浩之（長 野）

石井 孝幸（千 葉）

板垣欽五郎（宮 城）

稲岡  武（岡 山）

上野  智（東 京）

遠藤 晶士（東 京）

小野 隆士（岡 山）

岡村 章雄（東 京）

加藤 元晴（千 葉）

上条 孝之（長 野）

青木 孝之（東 京）

秋山 正信（茨 城）

朝木 大統（東 京）

伊東  顕（東 京）

石津 貫治（島 根）

井上 宏治（東 京）

稲川1 雄一 （」ヒ海道）

牛尾 和城（福 岡）

小川 正博（東 京）

大川 洋平（神奈川）

加藤 孝雄（宮 城）

加納 隆（山口）

上村 正栄（高 知）

   一一一 192 一

柴田総一郎（栃 木）

木野村富次（岐 阜）

原島 秀毅（愛 媛）

山内 悦嗣（東 京）

青島 弘明（静 岡）

秋霜  砧（埼 玉）

浅山 禎彦（長 野）

伊東 一彦（佐 賀）

石原 康夫（山 梨）

井上 隆行（兵 庫）

岩藤 晶暉（岡 1！i）

薄井 伸夫（栃 木）

小沢 直也（岐 阜）

岡田 厚（石川）

加藤 信昭（埼 玉）

春日 敏彦（宮 城）

神谷 良吉（東 京）

金沢 昂平（東 京）

北川 久（静岡）
小島 偉義i（愛 知）

後藤  優（長 野）

佐川 忠美（千 葉）

坂下 光夫（石 川）

清水亀三郎（東 京）

下田 和夫（兵庫）

杉森  登（東 京）

砂子 吉輝（大 阪）

高野 三芳（新 潟）

多加谷明太郎（埼玉）

田島 洋一（栃 木）

千野 隆司（新 潟）

津久井 聴（群 馬）

寺原 公男（東 京）

戸塚壮一郎（東 京）

外山 雄一（北海道）

中島伸一郎（島 根）

永井 正明（長 野）

永山 芳男（東 京）

西浩一（石川）
西原 曙生（愛 媛）

野上  浩（東 京）

野々垣 勇（愛 知）

原  正美（岐 阜）

原田 彰三（広 島）

半沢 清福（宮 城）

広瀬 砧一（栃 木）

福島 明男（東 京）

神崎東洋彦（岩 手）

久野  誠（愛 知）

古茶三千彦（千 葉）

西郷 捷二（福 岡）

佐藤 東彦（岩 手）

榊  修三（東 京）

清水  栄（長 野）

下平 三弘（長 崎）

鈴木 孝男（岐 阜）

瀬戸  泰（神奈川）

高橋 義郎（鹿児島）

滝田 寿成（東 京）

多田 孝（大阪）

対木 隆英（東 京）

土田 将夫（新 潟）

当山 健利（大 阪）

富川 一男（千 葉）

内藤  道（東 京）

中村 利康（静 岡）

長沼 英世（岐 阜）

成川 浩一（京 都）

西田 一成（岐 阜）’

西村  卓（鹿児島）

野坂 元興（広 島）

野村  隆（東 京）

原  良三（愛知）

早川 和良（岐 阜）

樋口 善啓（奈 良）

平林 謙一（鳥 取）

福田  稔（東 京）
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 喜多 吉昭（兵 庫）

 栗原  弘（東 京）

 小林 孝夫（栃 木）

 斎藤  繁（東 京）

 酒井 繁行（長 野）

 沢田 道男（埼 玉）

 芝田 良実（兵 庫）

 菅野 修吉（東 京）

 鈴木 基史（茨 城）

 高崎 快彦（茨 城）

 高橋 泰徳（香 川）

 竹内 元彦（愛 知）

 多田 義夫（香 川）

 塚本  晃（東京）

 坪井 明夫（福 島）

 徳武 重行（東 京）

 富沢 昭二（神奈川）

 長岡 三郎（茨城）

 中森 和夫（三 重）

 永吉 晋吾（鹿児島）

 南条  融（宮 城）

 西田  弘（兵 庫）

 根本 昌純（千葉）

 松山 久夫（佐 賀）

 原  泰造（島 根）

 橋本 濠輝（埼 玉）

 馬場 弘行（東 京）

 広瀬 国基（茨 城）

 福川  敦（東 京）

 福田 俊雄（福 島）



藤井 正人（鳥

船橋 武志（東

巻幡 光博（広

松岡  武（広

松本 光史（群

宮崎 謙介（大

宮田 昌之（東

武津岡済光（千

森田 隆二（埼

安田於菟彦（東

大和屋幸雄（秋

柳沢 健治（茨

横塚 秀雄（東

若松 茂美（青

綿引 貞夫（茨

     （手

下 国 棟（中

取）

京）

島）

島）

馬）

阪）

京）

葉）

玉）

京）

田）

城）

京）

森）

城）

藤永

法語

益尾

松本

松本

宮里

三好

村瀬

八木

lil上

山本

矢部

吉川

渡部

渡辺

生）

 晋（山 口）

宣彦（大 分）

 拓（鳥 取）

 篤（香 川）

善臣（群 馬）

 裕（鹿児島）

薔薇（東 京）

 守（岐 阜）

修治（兵 庫）

 武（東 京）

市夫（神奈川）

成寛（新 潟）

武明（東 京）

健一（福 島）

 裕（東 京）

   託 学

   国）

昭和34年度入学（172名）

安島 厚生（茨 城）

青木 克夫（栃 木）

栗田 房穂（兵 庫）

石井富士男（兵 庫）

磯辺 隆信（山 口）

今井  砧（愛 媛）

岩城 明良（東 京）

岩本田麻呂（福 岡）

越前谷平八郎（北海道）

大倉 俊介（新 潟）

大竹 一彦（東 京）

阿出川俊夫（東 京）

赤城 太郎（大 阪）

伊藤 光生（千 葉）

石川 利弥（東 京）

井上 清彦（東 京）

今井 久雄（東 京）

岩瀬隆俊（東 京）

宇佐美 聰（福 島）

麻植  茂（徳 島）

大下 敬雄（愛 媛）

大野 史郎（肢 阜）
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藤原 尊信（兵 庫）

前田耕治郎（福 井）

間瀬 健一（愛 知）

松本 邦雄（広 島）

溝江 淳三（福 岡）

宮田 農生（富 山）

向山  茂（東 京）

森田  饒（東 京）

矢野 隆夫（和歌山）

山下 広勝（愛 知）

柳沢  惇（岩 手）

横須賀俊六（茨 城）

吉田  威（新 潟）

渡部 康郎（北海道）

渡辺 亮一（千 葉）

相川 信久（東 京）

雨宮 一太（山 梨）

石井 三生（東 京）

石崎 靖彦（茨 城）

井上 準弥（山 梨）

今崎  喬（奈 良）

岩瀬 英樹（千 葉）

永福 裕（鹿児島）

応本 昌三（岡 山）

大島 康彦（東 京）

大野  進（東京）

大峡 庸介（長 野）

岡原 慎一（香 川）

加藤雅市（埼 玉）

片岡 正直（新 潟）

金井 敏彦（兵 庫）

神谷 彰一（愛 知）

川口 樽正（北海道）

木村 憲人（東 京）

北見 正明（茨 城）

熊谷 隆平（新 潟）

小金沢章吾（群 馬）

河田 信雄（千 葉）

酒巻 市郎（埼 玉）

佐藤 宗弥（山 形）

沢田長二郎（青 森）

島田 康二（群 馬）

粗暴寺 慧（茨 城）

鈴木 秀美（東 京）

関根 富雄（群 馬）

高島 一紀（新 潟）

滝浦  満（東 京）

田中 斌郎（神奈川）

寺島 正佳（福 島）

富沢  勇（東京）

申島  巌（北海道）

永森 賢司（長 崎）

難波 卓壮（広 島）

能勢 規弘（京 都）

野村 覚蔵（愛 知）

長谷川靖彦（神奈川）

大曲 則彦（福 岡）

岡本 言平（岐 阜）

狩野 知昭（東 京）

勝部 純光（島 根）

金田 忠彦（長 野）

神崎文次郎（兵 庫）

川原 尚（福島）

菊池 英輔（青 森）

久原 隆夫（東 京）

黒瀬 竜彦（埼 玉）

小山 紀夫（神奈川）

後藤 憲二（大 分）

佐久間静雄（宮 城）

佐野 浩平（千 葉）

篠塚 陽男（茨 城）

下和田 功（鹿児島）

杉山 栄治（愛 知）

鈴木 正晃（東 京）

外山 修次（東 京）

高橋  勉（秋 田）

武  竜雄（岡 山）

田申 脩夫（鳥 取）

戸田 志朗（愛 知）

内藤 喜一（岐 阜）

悪用 協三（岡 山）

長屋 伸良（岐 阜）

西川修一郎（東 京）

野坂 照光（広 島）

萩原 賢一（東 京）

原島 将光（埼 玉）
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太田 勝己（神奈川）

加藤 捷二（愛 媛）

柏倉  誠（栃 木）

勝矢 昌敏（広 島）

兼松 通彦（大 阪）

河合 伸哉（静 岡）

曲金 亮三（静 岡）

北川 修司（北海道）

久保田憎政（静 岡）

小池 辰夫（東京）

向坂 卓人（愛 知）

坂口 昌信（東京）

佐藤 一紀（東 京）

笹子 庄平（千 葉）

柴田 雅寛（福 岡）

神藤 隆良（東 京）

鈴木 恵喜（山 梨）

関根  忠（東 京）

高橋 勝己（長 野）

高橋 俊彦（大 分）

多田羅健一（香 川）

塚田 尚身（香 川）

徳弘 英策（高 知）

中沢 望浩（高知）

中野 正斌（福 島）

成定  誠（兵庫〉

沼田 勝意（茨 城）

野原 貞夫（栃 木）

橋本  慎（東田）

原田 光蔵（大 阪）



半田 敏雄（福 岡）

人見  裕（東 京）

藤井 英喜（北海道）

藤原 憲一（東 京）

星野  洋（新 潟）

益子 宗義（茨 城）

松崎 康憲（長 崎）

三浦 紀夫（山 形）

三戸 捷晴（山 口）

緑川 裕康（茨 城）

宮地 武夫（東 京）

森内  正（長 崎）

安西 正嗣（福 岡）

山本 紀道（山 梨）

吉山 節雄（山 口）

和田 幸夫（三 重）

渡辺 靖夫（北海道）

     （委 託

モハメッド・シディキ

馬場 信男（東 京）

広川 陽一（長 野）

藤尾憲司（東 京）

古山 真一（山 形）

細田 武志（長 野）

増田幾太郎（東 京）

松沢  晰（神奈川）

三上 光世（東 京）

三橋 喜文（東 京）

湊  勝二（富 山）

森  次夫（富 山）

森川 昭次（栃 木）

山岸  宏（長 野）

湯川 和彦（東 京）

米今  稔（広 島）

若林 昭二（新 潟）

    学 生）

      （パキスタン）

昭和35年入学（164名）

二進 達雄（東 京）

荒井 良一（神奈川）

生田  穂（香 川）

石渡 恒夫（神奈川）

板垣舜二郎（東 京）

牛田  寛（愛 知）

遠藤 裕史（静 岡）

小黒 昌宏（栃 木）

小幡 忠雄（千葉）

天野 智臣（静 岡）

五十嵐靖典（千 葉）

池北 秀実（徳 島）

石綿 浩之（群 馬）

猪俣  撤（新 潟）

内海 誠治（東 京）

小木曾紀美雄（長野）

小黒 康衛（東 京）

尾崎 紀夫（福 井）
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馬場  洋（福 岡）

伏脇  榑（富 山）

藤重 宗夫（群 馬）

別所 昭和（滋 賀）

細野 宜昭（滋 賀）

桝本 太一（兵 庫）

松島  誠（長 崎）

三沢 忠雄（東 京）

光瀬 靖彦（鹿児島）

宮奥 高之（広 島）

森  直行（東 京）

矢島 一孝（東 京）

山下 輝男（東 京）

吉沢 弓取（東 京）

米丸  博（東 京）

渡辺  弘（東 京）

網野 厳美（埼 王）

飯島日出男（茨 城）

池田 和興（福 岡）

磯貝 昭夫（長 野）

植竹 恒雄（埼 玉）

藤橋 輝男（東 京）

小倉  明（山 梨）

小高 捷生（宮 城）

大井 征治（長 野）

大神田健一（神奈川）

大須賀 守（群 馬）

大橋 成介（東 京）

岡本 道夫（京 都）

加藤 陸男（神奈川）

糟谷 武範（東 京）

神田 俊彦（岐 阜）

弓野 健次（茨 城）

国房  尚（福 岡）

小林 政利（山 梨）

佐藤好明（山 形）

崎山 一彦（岩 手）

清水 孝（新潟）

白土 種治（千 葉）

鈴木 摂夫（茨 城）

関口 三就（埼 玉）

田平 直臣（東 京）

滝沢  勤（東 京）

土橋 常実（山 梨）

利根川保紀（東 京）

中島 澄雄（長 野）

長岡 弗寛（香 川）

永吉 賢吾（鹿児島）

根岸 武弘（千 葉）

原賀 英明（東 京）

幡谷  勉（茨 城）

日野  大（愛 媛）

平井 正美（群 馬）

広安 悠倫（広 島）

福士 慎也（青 森）

大熊  借（埼 玉）

大竹 寿利（東 京）

太田 莞爾（静 岡）

奥野大二郎（京 都）

片桐 宏一（神奈川）

梶木  実（広 島）

木谷 元彦（兵 庫）

工藤 英二（愛 媛）

小坂 英吉（岐 阜）

佐藤 堅一（山 形）

斎藤 踏越（東 京）

桜井 紀（新潟）

島宗 悦夫（新 潟）

末次 浩之（福 岡）

住田    護 （ゴヒ海道）

田崎 研二（宮 崎）

田村 公孝（富 山）

竹中  彰（岐 阜）

寺沢 康行（長 野）

東江 時洋（東 京）

中島 保治（東 京）

長峰 明徳（大 分）

並木 敏夫（東 京）

長谷川政行（千 葉）

原田 益治（大 阪）

半藤 勇夫（東 京）

東正宏（熊本）
広神 克次（群 馬）

布施 信昌（新 潟）

藤  達男（福 岡）
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 大倉 喬雄（京 都）

 大西 節男（兵 庫）

 岡田 公吉（新 潟）

 加藤信一郎（愛知）

 笠原 俊彦（佐 賀）

 仮屋  孝（宮 崎）

 木田 弘（神奈川）

 久保則孝（埼玉）

 小林  徹（栃 木）

 佐藤 凡雄（広 島）

 坂入宏正（栃 木）

 三瓶信一郎（東 京）

 下平 和平（東 京）

 鈴木真一郎（愛 知）

 関口紘三郎（埼 玉）

 田中 一宏（東 京）・

 滝 恒次郎（東 京）

 大勇三郎（北海道）

 寺島 成晃（山 形）

 中井 順一（三 重）

 中山 悦雄（千葉）

 永田  貢（島 根）．

 西川 栄一（兵 庫）

 原 錫次郎（神奈川）

 橋田．邦康（群 馬）

 馬場 安清（愛 媛）

 平井 久晴（大 阪）

 広瀬 孝好（岐 阜）

 深井 逸雄（富 山）

 藤井 伸也（広 島）



藤田 耕平（岩 手）

堀本 義興（大 阪）

松岡 郁夫（新 潟）

丸山 浩司（東 京）

緑川 淳二（東 京）

宮島 邦隆（千 葉）

村井 敏邦（大 阪）

村田 和雄（長 崎）

室伏 白蜜（静 岡）

森  寿夫（東 京）

諸i井 一夫（東 京）

由口 典征（千葉）

山中 正毅（東 京）

横尾 栄期（徳 島）

芳野 昭彦（奈 良）

渡辺 定正（静 岡）

佐藤 雄三（長 野）

相賀 忠夫（東 京）

明石幸四郎（秋 田）

浅野 直道（東 京）

荒川 洋司（山 口）

井田 嘉明（東 京）

飯泉 昌彦（千 葉）

池田 重郎（茨 城）

石田  肇（埼 玉）

内田 将夫（北海道）

小田 英司（神奈川）

緒方 義明（東 京）

昭和35年度学士入学（3名）

昭和36年入学（178名）

藤田  肇（新 潟）

真利子豊北（東 京）

松下  博（東 京）

丸山  進（青 森）

南雲 康宏（東 京）

宮島 千倉（新 潟）

村上 泰介（東 京）

村松 賢一（静 岡）

毛呂  豊（兵 庫）

森  宏之（徳 島）

安井 隆豊（愛 知）

山田 紘一（神奈川）

山本武利（愛媛）

横尾 紀彦（群 馬）

和田 歯面（茨 城）

渡辺 正彦（福 井）

水地  博（愛媛）

相原桂一郎（東 京）

秋山窟美雄（山 梨）

雨宮 一六（山 梨）

伊藤 久雄（鹿児島）

井手 正介（京 都）

編垣 道夫（東 京）

石口  隆（茨 城）

今井 敬治（群 馬）

浦本 義夫（東 京）

小高 英紀（東 京）

大川 征威（香 川）
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堀井 信宏（愛 知）

正光 利臣（広 島）

松浪 壮一（大 阪）

三宅 正美（大 阪）

宮下 正紘（新 潟）

宮島 信明（東 京）

村上 雅夫（愛 媛）

村松 洋平（静 岡）

森  直樹（滋 賀）

森丘 信行（富 山）

山内  誠（東 京）

山田  弘（京 都）

夕田 謙二（福 岡）

吉川  勲（岐 阜）

脇屋 利男（兵 庫）

関  三星（韓 国）

青木 寛夫（東 京）

浅子 昭雄（東 京）

雨宮  稔（山 梨）

傍佐早昌司（新 潟）

井上  尭（東 京）

池田 成樹（秋 田）

石沢 直也（山 形）

上原  紘（長 野）

江尻 正孝（秋 田）

小沢 荘二（東 京）

大滝．克巳（東 京）

大滝喜代二（静 岡）

荻野 喜一（東 京）

加藤 利平（福 岡）

金田 睦夫（群馬）

河原 達（鳥取）

川口 侑利（群 馬）

菊間  遭（茨城）

栗原 三面（東 京）

小泉  徹（東 京）

小山 伸広（東 京）

河野 安博（山 口）

佐藤 博和（東 京）

坂部 研一（岡 山）

清水 正敏（長 野）

嶋田由理子（千 葉）

島村 宣仁（東 京）

城崎 泰郎（福 岡）

鈴木 貞夫（千 葉）

鈴木 正元（東 京）

関   徹（東 京）

田中 芳郎（岡 山）

高野  健（新 潟）

谷  啓吉（東 京）

辻  卓史（広 島）

角川 正之（京 都）

寺畠 邦彦（広 島）

中安 武史（広 島）

並木 英二（東 京）

西村  哲（岡 II」）

野口 英彦（京 都）

大西 邦彦（東 京）

カロ固  康こ二 （茨  城）

梶  重陽（東 京）

金丸  修（山 梨）

川田 侃（茨城）

川俣 昌明（神奈川）

草深 泰明（東 京）

栗山 博之（佐 賀）

小林 太郎（北海道）

小宮山豊樹（神奈川）

近藤 正幸（鹿児島）

佐藤 幹郎（東 京）

佐々木 進（愛 媛）

篠崎 知治（栃 木）

島崎 勇夫（富 山）

下野 浩志（東 京）

須沢 允晴（長 野）

鈴木重雄（東 京）

住友 昭夫（徳 島）

関根 竜夫（栃 木）

高垣 嘉一（東 京）

高橋 宗嗣（埼 玉）

柘植 英紀（島 根）

土屋 一弘（静 岡）

鶴尾  勝（香 川）

戸辺 健治（栃 木）

長川  洋（北海道）

西  利輝（新 潟）

西村 史紹（愛 知）

萩森 昭二（愛 媛〉
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 岡田 吉弘（兵 庫）

 加藤 俊秀（東 京）

 梶原 捷二（東 京）

 河口 脩一（富 山）

 川田 義弘（北海道）

 菊池 洋品（東 京）

 熊谷 徹（岩手）

 黒田 忠男（京 都）

 小松  茂（宮 城）

 幸島 祥夫（東 京）

 佐藤二一郎（静 岡）

 佐藤 之敏（東 京）

 清水  進（東 京）

 柴田 義勝く神奈川）

 島田  昇（東 京）

 白石志紀（東 京）

 菅沢 幸雄（東 京）

鈴木  隆（愛 知）

 盛池二千六（大 分）

 田中 勝美（秋 田）

高桑 厚生（愛 知）

 武井 曲礼（長 野）

 津和  崇（山 口）

 綱川 浩（埼玉）

 鶴田 純一（新 潟）

 仲田 源造（静 岡）

 永利 新一（福 岡）

 西川 智悦（千 葉）

 丹羽 健二（兵 庫）

 服部英夫（愛 知）



半田 文男（栃 木）

平川 浩之（広 島）

広津 常則（熊 本）

藤巻  沖（東 京）

外園 克巳（大 分）

前田潤一郎（高 知）

益子  隆（北海道）

松原 宏之（福 井）

三宅 昭夫（岡 山）

宮岡 久雄（埼 玉）

村田 英世（東．京）、

森田 貞康（鹿児島）

矢代 弥六（富 山）

山口 典義（佐 賀）

山村  浩（栃 木）

横田 津二（群 馬）

吉田 光伸（岡 山）

四方出武彦（東 京）

綿引 充（茨城）

比嘉 繁昭（沖 縄＞

     2．経 済

茂木富士弥（埼 玉）

上松 弘人（東 京）

塚原  享（栃 木）

後藤 洋治（富 山）

     （委

昭和26年入学（1名）

昭和27年入学（1名）

昭和30年入学（1名）

昭和31年入学（5名）

      野畑

二目 吉英（北海道）

平田 克紀（東 京）

弘中 顕録（山 口）

保坂 圭作（東 京）

堀井 正明（静 岡）

前田 弘海（愛 知）

松井 謙典（神奈川）

丸上 正浩（兵 庫）

水田英一郎（佐 賀）

宮原 秀彰（広 島）、

向山 正已（山 梨）

諸橋 基之（東 京）

薬王 邦弘（東 京）

山口 甦1入（茨 城）

山本 利光（東 京）

横山 寛美（東 京）

吉野 泰生（福 岡）

鷲頭 邦夫（北海道）

 託 学生）

アーリン・アツ

学 蔀

菱山 浩志（東 京）

平山 次郎（東 京）

深谷  峻（静 岡）

穂積 大輔（兵 庫）

真下 信夫（群 馬）

前原 良昭（愛 知）

松永 双一（石 川）

三柴  覚（東 京）

峰岸 準一（神奈川）

村田 孝次（埼 玉）

望月 英昭（東 京）

八木重二郎（山 口）

山田 忠璋（埼 玉）

山崎 高明（新 潟）

柳田 憲佑（鹿児島）

吉川 幸男（栃 木）

吉ケ島東（鹿児島）

渡部 昭雄（秋 田）

チヤリヤスジヤ（タイ国）

俊之（大 分）
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福場 正弘（静 岡）

由ノ井清蔵（福 島）  吉田  孜（群

    昭和32年入学（9名）

安藤  博（長 崎）  小川幸之助（新

坂詰 武義（東京）  須藤 昌孝（山

中村信夫（東 京）  穂粛軍行（兵

     （委 託 学 生）

南   徹（韓 国〉

     昭和32年学士入学（1名）

高橋  一（神奈川）

     昭和33年入学（168名）・

赤羽 功雄（東 京）

青柳 郁朗（山 形）

伊嶋 高男（千 葉）

伊集院 正（神奈川）

飯塚  茂（東 京）

石田 重成（広 島）

糸川 興亜（広 島）

上柿  智（千 葉）

江頭 邦雄（佐 賀）

小野 威久（東 京）

大塚 敬三（千 葉）

大久保秀典（香 川）

折茂  進（東 京）

海瀬 秀夫（静 岡）

菊池 明雄（東 京）

楠本 博（和歌山）

黒川 克英（栃 木）

久保田秀一（千葉）

古賀 邦彦（福 岡）

佐田  健（山 口）

馬）

潟）

梨）

庫）

秋山 純男（山 梨）

荒牧 耕平（長 崎）

伊藤 孝作（北海道）

井上 好秀（山 梨）

石川 隆（東京）

石田 之久（群 馬）

今井  清（愛媛）

梅田  清（東 京）

遠藤良隆（千葉）
大野 章雄（東 京）

太田 素之（東京）

大久保元三郎（大阪）

加藤 壮三（愛 知）

柿沢 光郎（石 川）

菊地 武宏（東 京）

蔵多 正意（鳥 取）

桑名 哲夫（宮 城）

小泉 貞彦（福 島）

小佐々 隆（長 崎）

笹生 嵩夫（千葉）
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加藤 千明（大 阪）

田中  殻（山 口〉

横倉 弘行（茨 城）

朝日 智三（広 島）

安楽  威（鹿児島）

伊藤 忠明（新 潟）

井出 義勝（長 野）

石尾 憲昭（香 川）

市田 圭一（京 都）

上野 芳郎（群 馬）

宇田川 靖（茨 城）・

遠藤 良正（山 形）

大塚 武夫（神奈川）

大砂 正敏（茨 城〉

岡本 達雄（大 阪）

加納 誠三（岡 山）

神谷 直亮（新 潟）

糊代 裕章（香 川）

倉智  敬（愛 知〉

久保田 晃（東 京）

小西 慶和（東 京）

後藤 宗男（長 野）

佐藤 修栄て福 岡）



斎藤  博（栃 木）

坂本 武文（山 梨）

佐々木秀雄（大阪）

清水 葦登（富 山）

鈴木 勝美（静 岡）

進藤 輝夫（千 葉）

太平 勲夫（石 川）

武内 勝衛（佐 賀）

辻車（香川）
出営 一彦（三 重）

早尾 邦彦（佐 賀）

長森 州夫（富 IID

西  賢一（福 岡）

野村  晃（京 都）

花輪 博忠（lll梨）

平木 康之（富 lil）

府内  猛（大分）

藤田 一郎（鹿児島）

古川1武一（宮 城）

細谷 貞明（岐 阜）

正木 武史（秋 田）

間苧谷 栄（兵 庫）

美濃口武雄（東 京）

宮崎五三夫（東 京）

武藤 公志（栃 木）

本橋 文夫（東 京）

矢野泰一郎（宮 崎）

安江 治人（東 京）

山口 藤夫（東 京）

山下 隆蔵（愛 知）

坂田 関平（福 岡）

沢井 克介（山 形）

志田 哲朗（徳 島）

菅  宣雄（愛媛）

島田 治夫（富 山）

新免 正博（大 阪）

高田  昇（石 川）

地野 裕之（石 川）

辻本 光男（東 京）

土居 泰夫（高 知）

申鳥 忠実（広 島）

成田  仁（福 島）

西田敬二郎（福 岡）

野村 達男（福 井）

林絃一（熊本）
平沢 秀雄（新 潟）

藤井 清美（群 馬）

藤本 厚造（大 阪）

保利 恒男（北海道）

前原 康彦（東 京）

松崎 文雄（鹿児島）

三木 邦昭（兵 庫）

水沢 康雄（東 京）

宮崎 泰明（佐 賀）

村上  栄（広 島）

森田  一（島 根）

矢代 裕康（東 京）

柳原 光雄（秋 田）

山崎  彰（和歌山）

山本・勝正（兵 庫）
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坂田 信之（広 島）

佐々本意之（東 京）

清水 邦男（長 野）

杉本 隆昭（福 岡）

菖蒲 好敏（佐 賀）

大健二郎（北海道）

滝沢 国雄（菓 京）

津川 仲二（兵 庫）

寺島 弘和（京 都）

奈良 弘司（青 森）

中村 圭佑（東 京）

新原 徹郎（鹿児島）

仁田原征二（東 京）

橋本 光彦（東 京）

播磨  実（兵庫）

広瀬徹太郎（東 京）

藤木 隆三（長 野）

藤原 恒夫（京 都）

星野 博光（東 京）

笠島  茂（東 京）

松本 俊二（福 岡）

三井  博（山 梨）

三輪昭一郎（山 梨）

宮岡 正治（広 島）

茂住 重昭（神奈川）

守矢  進（群 馬）

八杖 健一（大 分）

山口 竹暢（長 崎）

山崎 浩一（佐 賀）

湯川 久義（神奈川）

湯沢

横見

吉田

米田

脇田

渡辺

李東

佐藤

足達 明聖（高

青木  孜（東

芦沢  諄（山

飯坂 忠久（富

市川 嘉明（広

稲葉 哲雄（愛

忌部 和生（島

上野 広延（福

榎本 公一（東

大木克彦（静

太田 直史（東

大月 淳一（福

大野 竜一（干

大森 健司（京

岡田 允彦（静

影山荘一郎（東

神谷 一平（茨

河野 邦利（群

誠章（群 馬）  依田 正稔（大

国男（岡 山）  横山 明彦（静

 斌（長 崎）  吉田 耕造（徳

文彬（岡 山）  和田 正弘（福

悟朗（東 京）  若月 桂二（新

文雄（愛 知）  渡辺 錬手（茨

  （委 託 学 生）

 勲（韓国） 安里洋一（沖

  昭和33年学士入学（1名）

昭一（新 潟）

  昭和34年入学（171名）

知）

京）

梨）

山）

島）

知）

根）

岡）

京）

岡）

京）

岡）

葉）

都）

岡）

京）

城）

馬）

阪）

岡）

島）

岡）

潟）

城）

縄）

安部 正弘（山 形〉

青山 克彦（新 潟）

天野 泰明（徳 島）

飯沼  峨（東 京）

出野  潔（長 野）

＃口  潤（熊 本）

宇賀 正樹（香 川）

上山憲一郎（鹿児島）

尾崎 曜雄（三 重）

大坂 一義（東 京）

太田 雅夫（岡 山）

大西 隆男（奈 良）

大村 庄司（東 京）

大山  貫（鹿児島）

奥田  章（愛知）

片平 尚凡（静 岡）

鴨志田孝之（東 京）

河村 徹雄（山 口）
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横手

吉島

吉原

若杉

渡部

渡部

学   生

英毅（広 島）

健介（佐 賀）

雍夫（栃 木）

武治（富 山）

修二（新 潟）

雄二（愛 知）

青木 英司（和歌山）

浅尾  実（富 山）

伊藤 公一（愛知）

壬沢 正一（東 京）

稲場 重雄（群 馬）

岩井武夫（東 京）

植木 繁夫（ll」 口）

梅木 忠夫（愛 知）

大浦  学（北海道）

大崎 康雄（大 阪）

大塚 秀之（群 馬）

大貫 宏明（東 京）

大村  宏（鳥 取）

岡田 紀雄（東 京）

鹿島  耕（埼 玉）

角谷 紘二（奈 良）

辛島 勝正（大 分）

川村 俊紀（北海道）



川元 亜治（広 島）

木下  進（東 京）

木下  稔（大 阪）

幸泉 哲紀（徳 島）

小森 敬夫（福 岡）

五味 紀男（東 京）

坂井  謙（岐 阜）

佐々木理夫（北海道）

清水 延能（愛 知）

白井嘉津哉（東 京）

鈴木 三田（神奈川）

染谷 弘之（千 葉）

田中 樽町（岐 阜）

高橋 宏澄（秋 田）

垂木 康雄（東 京）

寺尾 和芳（三 重）

戸谷 俊弘（埼 玉）

中居 紘一（北海道）

申村 二朗（神奈川）

中山  勇（滋 賀）

長沢  弘（東 京）

新田 晴男（東 京）

韮谷 裕（熊本）

野田 粗造（宮 崎）

登里 貞治（兵 庫）

浜  昭一（茨 城）

原田  隆（東 京〉

肥田 宏一（岐 阜）

藤波 雄也（静 岡〉

伯看原 功（長 野）

記内 博高（愛 媛）

木下 士爵（東 京）

工藤 良三（大 分）

小島 正義（愛 知）

高津 和夫（兵 庫）

最所 三文（東 京）

坂口 達夫（兵庫）

志賀 克巳（広 島）

下山 1順男（群 馬）

 中井 典広（愛 知）

砂山  聰（神奈川）

 多田 伸治（新 潟）

高橋 幸夫（東 京）

竜田 正純（栃 木）

千村 浩人（長 野）

 出路 英之（滋 賀）

得能 丘二（愛 媛）

，中瀬信一郎（東 京）

 中村 正俊（奈 良）

中山 イ次彦（山 口）

丹羽 達哉（神奈川）

西山 聖目（香 川）

野崎 雄一（福 島）

野寺  務（茨城）

橋本 正輝（埼 玉）

浜島 正男（福 島）

原田  斎（鹿児島）

福岡 正躬（東 京）

船木  紀（東 京）

細井 紘一（埼 玉）
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北神 泰治（大 阪）

木下 智雄（和歌山）

窪田 輝雄（東 京）

小松 信（長野）

後藤 義雄（山 形）

酒井  徹（栃 木）

佐々木信行（三 重）

志賀 昌司（高 知）

東海林 徹（東 京）

須田 弘司（栃 木）

関  弘之（福 岡）

田中 斉治（福 岡）

高橋  喬（東 京）

玉木 得雄（石 川）

辻村太喜雄（大 阪）

外島 進六（福 島）

土井  明（佐 賀）

中原 征治（佐 賀）

中村 泰郎（佐 賀）

仲里 靖男（東 京）

新島 浩之（石 川）

二宮賢一郎（愛 媛）

野尻 郁夫1栃 木）

野原 俊夫（大 阪）

籏野 友夫（東 京）

浜田 一一ee（神奈川）

馬場 正順（兵庫）

藤田 力夫（静 岡）

穂垣 竜也（広 島）

堀江 宏朗（福 岡）

前野 安伸（茨 城）  正井 健一（兵 庫）

松本健太郎（神奈川）  松山 敬左（高知）

御友 重俊（愛知）  水口 幸治（神奈川）

宮下 博行（東 京）  南 古志夫（新 潟）

村岡愛之輔（東 京）  村上 竜男（栃 木）

籔田 剛由（山 形）  山田 淳夫（千 葉）

山田 知義（佐 賀）  山形  隆（鳥 取）

山崎 建人（石 川）  山本 俊哉（山 口）

吉成 敏昭（徳 島）  寮  俊吉（愛 知）

     （委 託 学 生）

源河 朝典（沖 縄）  上間悠一郎（沖 縄）

     昭和34年学士入学（1名）

安井  暁（徳 島）

     昭和35年入学（173名）

阿曾、 勝（千 葉）  小豆沢英夫（東 京）

新井 俊二（東 京）  五十嵐貞文（福 島）

研藤 弘之（愛 知）  伊藤 三雄（北海道）

飯尾 昌平（東 京）  飯島 武雄（茨 城）

石井 正利（東 京）  石井 光雄（埼 玉）

石黒 正之（福 岡）  石田 正夫（福 井）

磯辺信一郎（兵 庫）  磯村 直英（愛 知）

稲森 一彦（神奈川）  井上 真吾（福 岡）

今井 巳瑞（石 川）  岩瀬  愈（東 京）

宇野沢紀一（千 葉）  上野 郁夫（栃 木）

漆山 浩一（東 京）  遠藤 靖彦（東 京）

小野  進（山 梨）  小美濃 章（東 京）

大木 麹晃（和歌山）  大澄 一三（愛 知）

大山 金男（埼 玉）  大山  宏（群 馬）

岡田 国義（香 川）  岡本 秀雄（東 京）

              一 20s 一

第17学 生

松田 康男（石 川）

三熊 克人（広 島）

宮下 和久（山 口）

向野 泰二（福 岡）

守屋 義血（東 京）

山田 一彦（佐 賀）

山口 真人（東 京）

吉永 正蔵（山 口）

綿貫  武（東 京）

青島 光男（静 岡）

伊丹 瑳一（神奈川）

伊藤 善彦（静 岡）

飯島 延浩（東 京）

石川辰平（山形）

石橋 敏男（東 京）

市倉 信尚（東 京）

井上 文彦’（香 川）

岩月 史郎（愛 知）

潮田 寿弥（東 京）

小笠原範伊（群 馬）

大隈  暉（大分）

大塚’融（栃 木）

大山 通宣（群 馬）

沖田 昌一（埼玉）



奥  洋一（埼 玉）

勝田  忠（鹿児島）

亀田 正喬（広 島）

川村 浩三（宮 城）

北村 尚已（長 野）

久保田和良（岡 山）

黒田 好雄（長 野）

小島 洋二（神奈川）

小室  滋（茨城）

斎藤 国雄（広 島）

滋野  篤（新 潟）

島本 剛安（高 知）

鈴木 邦彦（静 岡）

田中 幹三（長 野）

高橋 生郎（熊 木）

高山  明（栃 木）

武田 温良（神奈川）

禮  恭一（福 岡）

高寄 英隆（宮 崎）

棚田 義男（栃 木）

永井  昇（鳥 取）

長谷 憲治（熊 本）

野原  昂（岐 阜）

謡曲 寿生（島 根）

林則清（富山）
蛭川 隆夫（東 京）

藤井 克男（東 京）

藤村礼次郎（福層岡）

星  卓郎（福 島）

松尾  宰（山 口）

長ケ部武徳（新 潟）

門田 衛士（愛媛）

歯止 敏男（大 阪）

木村 希一（新 潟）

久世 一馬（京 都）

熊倉 修（栃木）

桑野 淳享（北海道）

小林 克己（東 京）

東風谷扶起（東 京）

沢本 一穂（福 井）

蚕森 彦隆（滋 賀）

城取 真司（長 野）

瀬川  徹（徳 島）

窩井 紘司（岐 阜）

高橋  衛（愛 知）

滝田  進（静 岡）

武智 浩隆（埼 玉）

長南  勇（東 京）

土肥 克実（富 lk）

巾橋 寿男（雷 山）

永山 並並（鹿児島）

西畑 隆昭（長 崎）

野村 泰蔵（菓 京）

浜崎 元衛（静 岡）

原 洋二郎（大 分）

府川 朝次（東 京）

藤井誠一郎（香 川）

藤本公三郎（東 京）

本多 幸吉（静 岡）

松木 栄三（東 京）
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加藤 竜雄（広 島）

金子亮太郎（鳥 取）

川堀 恒矩（東 京）

木村 哲典（熊 本）

久保修太郎（千 葉）

熊沢 輝彦（神奈川）

桑本 保賢（熊 本）

小森 治（茨城）

佐藤 義明（福 島）

清水  弘（東 京）

篠   譲（東 京）

菅野 泰次（岡 山）

妹尾 信二（鳥 取）

高野 信弘（東 京）

高屋 正克（岐 阜）

竹内 信孝（東 京）

立石 武士（島 根）

出沢 英樹（富 山）

中居  徹（滋 賀）

中村  肇（広 島）

長沢 道彦（兵 庫）

野口 紀雄（山 形）

橋本 孝久（東 京）

浜名 宏行（千 葉）

日比 恒夫（愛 知）

福田 耕也（神奈川）

藤沢 孝之（東 京）

古橋  肇（静 岡）

松浦 義昭（東 京）

松下 勝彦（長 野）

昭和32年入学（90名）

浅井 一良（東 京）

井藤 忠臣（広 島）

生田 良知（福 岡）

石原  彰（群 馬）

大仲 秀生（佐 賀）

大和田勝夫（神奈川）

小沢 賢二（東 京）

金井 久己（千 葉）

木下 昌和（長 野）

黒木  孝（鹿児島）

小林 幹雄（新 潟）

小西 勇治（東 京）

愚暗 秀夫（茨 城）

白石 恭三（熊 本）

菅沢 武彦（東 京）

隅越 昭男（東 京）

相馬 義一（青 森）

田中 英明（東 京）

棚沢 十一一H一（東 京）

富山 正一（鹿児島）

市川 滋夫（東 京）

畑山  功（東 京）

林吉彦（富山）
平塚裕康（東 京）

藤本 静男（静 岡）

牧畑 亘哉（神奈川）

峰岸 幹郎（神奈川）

武藤 安正（佐 賀）

山崎  宏（新 潟）

安藤 克己（神奈川）

伊藤  実（東 京）

石井 健吾（千 葉）

礒  次男（茨城）

大野 代策（岐 阜）

小川 恒義（東 京）

・奥平喜一郎（東 京）

金森 守人（富 山）

熊崎 皓一（東 京）

郡山 繁一（鹿児島）

小堀 暉男（福 島）

佐藤 靖夫（東 京）

下房地 勝（広 島）

白土 主計（茨 城）

菅村 幸夫（北海道）

関口 高平（大 阪）

田口  実（岩 手）

高橋宗一郎（愛 知）

土屋 忠正（東 京）

友田 勝士（広 島）

成富伸一郎（山  口）

泰  正夫（東 京）

日比俊一（東京）

広瀬隆一郎（茨 城）

双川 秀明（東 京）

正立 宣英（神奈川）

宮本 弘司（茨 城）

山口 英一（東 京）

山下 真作（富 山）

’r 207 m

第17学 生

井田 敏夫（埼 玉）

池田 幹雄（愛 知）

石井 正彦（鳥 取）

稲垣 正武（長 野）

大森 洋一（福 岡）

小作 暁介（東 京）

加藤 幹男（静 岡）

木下 敬三（福 岡）

倉地 祥雄（三 重）

小林 四郎（東 京）

小西 基雄（大 阪）

沢田 粂夫（埼 玉）

下永弘昌（長 崎）

清水 隆之（東 京）

鈴木  保（東 京）

関  三郎（東 京）

田中  泰（北海道）

高畠 道夫（愛 知）

水流 哲郎（鹿児島）

巾尾  武（大分）

長谷川和男（東 京）

由比 健治（島 根）

兵頭 暉夫（東 京）

福留 淳之（鹿児島）

細見 恒雄（東 京）

丸尾 正彦（静 岡）

三輪田正信（東 京）

il」崎昌三郎（東 京）

山野 光俊（広 島）



松野聰司（岐 阜）  松村 圭祐（東 京）  松本 和男（東 京）

松元 信雄（東 京）  松元  宏（宮 崎）  牧野 隆史（富 山）

正清 雄三（広 島）  羽立 和夫（長 崎）  丸山 茂男（東 京）

三浦 威雄（千 葉）  三浦 康男（静 岡）  三堀  浩（新 潟）

水石 邦生（山 口）  宮川 昌夫（山 口）  武藤 裕貞（東 京）

村一ヒ 彰夫（東 京）  本橋 利朗（茨 城）  本柳 良夫（静 岡）

守永 孝之（熊 本）  森本 淳之（広 島）  矢口 芳郎（長 野）

安野 史郎（京 都）  山口 書彦（長 野）  山下 岩雄（佐 賀）

山下  恒（東 京）  山下 康弘（鹿児島）  山田  胱（北海道）

山本 賢二（滋 賀）  山本 靖彦（和歌山）  湯口 善彦（石 川）

吉岡 利昭（新 潟）  吉川 洋司（奈 良）  吉田 達雄（東 京）

類家玄二朗（青 森）  渡辺 金俊（静 岡）  渡辺 賢二（三 重）

渡辺 泰邦（福 島）  渡辺 恭敏（広 島）

     （委 託 学 生）

二二 博（韓国） フレドリツク’ゲラ噛、ナ（インドネシヤ）

大城 新穂（沖 縄）

     昭和35年学士入学（1名）

畑田 守彦（大 阪）

     昭和36年入学（180名）

青木 正俊（東 京）  青野 寛道（山 形）  浅野 義広（静 岡）

天野 添治（山 梨）  井畔 紘一（鹿児島）  伊藤 一弥（山 梨）

伊藤昭太郎（神奈川）  伊藤 竹彦（岐 阜）  伊藤 泰昭（広 島）

飯島 範彦（千 葉）  飯田 清孝（奈 良）  石井 昌司（東 京）

石川  勲（香 川）  石沢  修（兵 庫）  石島  稔（東 京）

市川三一郎（愛 知）  市原 牧夫（島 根）  稲毛 安治（福 岡）

妹川  紘（福 岡）  岩田 忠之（大 分）  植野邦雄（栃 木）

江湖山亮一（愛 媛）  小夫 淳示（香 川）  小川 高弘（埼 玉）

小笹  彰（東 京）  小幡 慶二（香 川）  越智敬之助（愛 媛）

大谷  寛（東 京）  大西 史子（香 川）  太田 栄之（愛 知）

岡井 紀道（香 川）  岡崎 篤生（東 京）  岡田 英毅（静 岡）
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岡光  剛（東 京）

加藤 昌二（東 京）

梶田 光男（愛 知）

金井佐太武（神奈川）

河野 健司（徳 島）

木村  強（青森）

清野 直志（長 野）

倉橋 秀俊（北海道）

小泉 哲寛（北海道）

小森 正三（岐 阜）

佐藤  建（千 葉）

斎藤  潔（東 京）

斎藤 義介（新 潟）

坂田 清一（徳 島）

柴田 哲男（長 野）

城   稔（大 阪）

鈴木 正一（東 京）

舘  正康（石 川）

田代 利之（福 島）

高久 博一（秋 田）

滝島 洋一（神奈川）

津田 寿一（東 京）

鴇田 忠彦（千 菓）

渡仲 匡史（静 岡）

中川 弘道（長 野）

中村 浩志（北海道）

長島 誠一（東 京）

難波  勲（岡 山）

西脇 英夫（岐 阜）

野原 彬孝（岐 阜）

岡村 正治（鹿児島）

山州 敏之（福 井）

片岡 敬三（岡 山）

金谷 俊彦（徳 島）

河島 正典（東 京）

北原 達也（鹿児島）

楠本 雅弘（愛 媛）

久保田 勇（静 岡）

小出 照明（愛 知）

小久保勝右（埼 玉）

佐藤 尚典（広 島）

斎藤圭史郎（静 岡）

斎間  武（神奈川）

坂本 洋三（山 口）

渋沢 i義隆（東 京）

須釜 邦夫（福 島）

関口 帰一（千 葉）

平   尚（静 岡）

田辺 和彦（東 京）

高桑 泉（東京）

谷村  元（滋 賀）

塚野 文彦（新 潟）

常盤下一磨（香 川）

豊島 忠雄（茨 城）

中谷  巌（大 阪）

中村洋一郎（広 島）

永島  宏（東 京）

西田 乱行（熊 本）

二宮  基（愛 媛）

乃村  晃（東 京）
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 奥村 嘉宏（三 重）

 風岡 宏明（愛 知）

 片山 安夫（東 京）

 兼古 修三（群 馬）

 瓦林 秀嗣（岐 阜）

 吉川  光（東 京）

 倉田 彰夫（長 野）

 久保田正文（香 川）

 小林 卓（栃木）

 小宮山享（東京）

 佐々木信i義（秋 田）

 斎藤  博（山 形）

 坂倉海彦（東京）

 市東 照夫（東 京）

 嶋倉 二面（兵 庫）

 鈴木謙二郎（神奈川）

 妹尾徹太郎（岡 山）

 巽  重機（和歌山）

 旧村 紀之（京 都）

 高橋  糸己雄 （香  J［D

 玉井  力（岐 阜）

 寺西 重郎（広 島）

 戸倉 敏雄（山 口）

 豊田 潤一（埼 玉）

 中林 晶晶（埼 玉）

 嘉永 忠男（石 川）

 成田 光彰（東 京）

 西川 紀彦（長 崎）

 野田 莞爾（広 島）

 納土祥滋（東 京）



萩谷 真康（茨 城）

花井 義武（福 島）

長谷川 脩（島 根）

広木 正人（福 晟）

藤井 国士（広 島）

藤田 淡水（新 潟）

藤縄 清穴（新 潟）

古塚 武司（香 川）

堀江 利幸（東 京）

松島征一郎（東 京）

三浦 宏之（富 山）

三宅 崇允（東 京）

峯島 武夫（東 京）

森  正毅（静 岡）

八木 正一（東 京）

山崎 常光（島根 ）

山本 高島（富 山）

横井 次郎（茨 城）

吉原  雍（山 口）

     （委 託

崔 柳 吉（韓 国）

     3．法 学

中島 健吉（長 崎）

田辺 昌良（福 井）

井藤 忠臣（広 島）

礒  次男（茨 城）

牧畑 亘哉（神奈川）

     学

     部

昭和31年入学（1名）

昭和31年寸土入学（1名）．

昭和32年入学（8名）

       池田 幹雄（愛

      大仲 秀生（佐

      丸尾正彦（静
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萩原  進（静 岡）

花房 辰雄（岡 山）

長谷川敏彦（石 川）

深見 弘平（兵 庫）

藤沢  治（東 京）

藤田 勝彦（兵 庸）

藤平  章（東 京）

細谷 継男（東 京）

政井 孝道（兵 庫）

松本 邦明（東 京）

三河 利洋（香 川）

三森 茂充（東 京）

向井 昭治（広 島）

森田 二郎（香 川）

八木田光邦（青 森）

山崎 文夫（蓄奈川）

山森 義博（愛 知）

吉野悌次郎（埼 玉）

米山 恭雄（東 京）

生）

楊応錦（マラヤ）

知）

賀）

岡）

畠山 邦紀（茨 城）

原田  実（仏i賀）

平井 紀之（東 京）

吹野 博志（鳥 取）

藤i沢   汎 （香  ∫lD

藤田 成雄（栃 木）

二村 荘佑（岐 阜）

堀田 義男（東 京）

松島 誠一（神奈川）

桝田 哲治（兵 庫）

三宅 勝三（愛 知）

水田  浩（岡 山）

村上 裕信（愛 媛）

八木 啓介（静 岡）

日誌 南洋（山 梨）

山崎 正俊（東 京）

遊佐 伸彦（北海道）

吉成  清（東 京）

渡辺  強（山 梨）

顔永国（マラヤ）

生田 良知（福 岡）

泰  正夫（東 京）

原島

青木 孝一（埼 玉）

伊藤栄太朗（三 重）

井手野下秀守（福岡）

猪瀬 佳男（栃 木）

岩崎 芳夫（長 野）

大谷 正樹（神奈川）

岡田 忠則（広 島）

加藤 勝巳（静 岡）

川口 紘司（京 都）

北沢 明文（長 野）

黒瀬 恵一（富 山）

小池  温（静 岡）

法上 清彦（埼 玉）

斎藤  淳（東 京）

清水 嵩夫（山 梨）

渋谷 昇（兵庫）

鈴木 脩介（静 岡）

高橋 史郎（島 根）

高田 直道（福 井）

竹内 正治（愛 知）

出口 正純（福 井）

中沢 孝夫（石 川）

申山 晴司（福 岡）

橋詰 雅敏（福 井）

坂東 幸雄（富 山）

平松 重宏（三 重）

福田 雅章（山 口）

  昭和32翻転学部（1名）

秀毅（愛媛）

  昭和33年入学（10ユ名）

秋山 和夫（茨 城）

石崎  登（富 山）

井上  明（栃 木）

市川 節郎（東 京）

上田 正三（岐 阜）

大西  裕（東 京）

奥田 富民（埼 玉）

片桐 久三（静 岡）

構  茂男（富 山）

杵淵 宣夫（新 潟）

郡司 輝之（茨 城）

小出 駿哉（東 京）

佐藤 耕一（兵 庫）

坂口 鎮穂（福 岡）

篠崎  勝（東京）

菅野  章（福 島）

鈴木 健雄（福 島）

高木 敏夫（神奈川）

高橋 利夫（高 知）

俵田  尚（山 口）

戸田  昭（東 京）

中村 実益（千 葉）

永島  寧（栃 木）

羽田 忠彦（長野）

日浦 健之（東 京）

深沢  瞬（東 京）

藤井 一章（長 野）
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有沢 僚悦（富 山）

石津 進也（茨城）

井上英男（埼玉）

今川 吉朗（徳 島）

大竹 邦久（北海道）

大藤 吾一（福 島）

加固 健一（茨 城）

金子 一郎（長 野）

寒竹  昇（福 岡）

面部 吉正（東 京）

古立 知良（埼玉）

古藤 良二（東 京）

佐野 勝彦（静 岡）

市東 正利（東 京）

篠田栄三郎（群 馬）

杉原 賢治（東 京）

鈴木 亘（神奈川）

高木 大和（東 京）

鷹取 謙治（岡 山）

辻   純（東京）

那須 俊彦（高知）

中本三太郎（島 根）

南日 章夫（富 山）

原  清昭（大分）

平沼  洋（埼 玉）

福島富士夫（埼 玉）

森岡 和彦（山 口）



藤山  修（北海道）  松浦 三面（福 岡）

松森 孝次（栃 木）  宮沢 邦昌（山 梨）

向山 雄喜（山 梨）  本坂 光弥（福・岡）

森田 秀和く鳥 取）  森村 大作（東京）

山内 敏弘（愛 知）  山口 、詮（東 京）

山中 啓史（東 京）  横川  新（高 知）

吉田慎一郎（福 島）  吉田 晴彦（群馬）

     （委 託 学 生）

申島 郭治（韓 国）

 一一  昭和33年転学部（2名）

大高 志介（広 島）長野 源信（新 潟）

     昭和33年学士入学（1名）

佐藤 允一（青 森）

    昭和34年度入学（100名）

赤崎 嚢中（広 島）

井上 孝子（福 岡）

石井 智之（東 京）

岩崎 宣行（宮 崎）

小川 征也（石 川）

大野 和男（長 野）

荻原  進（山 梨）

加賀谷俊夫（秋 田）

上条 勝弘（山 梨）

菊地 康典（東 京）

北島 健造（徳・島）

黒川 信幸（静 岡）

小山不征夫（福 岡）

嵯峨山由範（徳 島）

沢井 義郎（奈 良）

白浜 博之（佐 賀）

天野 志朗（北海道）

伊東  昭（長野）

石坂 芳男（東 京）

内田  宏（東京）

小川 浩男（東京）

大森 誠司（栃 木）

奥田幽顕（富山）

片山 勝雄（大阪）

川崎 忠一（静 岡）

菊地 義男（茨 城）

北山 勉（茨城）

栗野 正義（群 馬）

後藤 育夫（静 岡）

佐々木長司（千葉）

清水  拡（東 京）

進藤 勝美（山 梨）
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松葉 崇典（静 岡）

宮西 明志（石 川）

森下 一乗（愛 知）

百田 俊弘（佐 賀）

山口 厚三（京 都）

吉崎 隆文（大 分）

井爪 輝明（神奈川）

伊東 紀保（北海道）

岩口  功（長 野）

江畑 猛則（富 山）

小河原紘三（岡 山）

岡部 博行（北海道）

甲斐 紀武（大 阪）

金子  達（東 京）

川平 清明（長 野）

北沢 正敏（長 野）

工藤 知男（東 京）

小島  徹（山 梨）

酒井 俊昭（富 山）

佐藤 興次（福 島）

白井 和彦（東 京）

須田  清（群 馬）

杉山 泰常（岡 山）

関  慎一（千 葉）

田辺 敏明（神奈川）

田上竜之輔（熊 本）

高田  茂（福 井）

武前 幹雄（福 井）

土田 一宏（山 形）

中田 智夫（東 京）

仲田 礼三（愛媛）

西川 雄爾（福 島）

萩野 貞樹（秋 田）

早崎 卓三（宮 城）

尾藤 建二（東 京）

松村 弓彦（山 口）

峯尾 臣一（神奈川）

山崎 忠雄（東 京）

吉岡 直治（宮 城）

渡辺 文夫（広 島）

小川 武夫（新 潟）

荒川 和洋（群 馬）

石黒 淳義（神奈川）

乾山 靖雄（東 京）

上野 靖郎（山 口）

小野 正之（岡 山）

大杉 画品（兵 庫）

岡田 竜二（香 川）

金森磁心（大阪）

木下 光弘（東 京）

鈴木  勲（静 岡）

田沢  治（神奈川）

田村  捷（茨城）

鷹野  宏（埼 玉）

高梨  敏（東 京）

棚橋 秀夫（岐 阜）

寺西 竜弥（石 川）

中谷  隆（東 京）

永井竜一郎（愛 知）

野川  清（東 京）

初鹿野義人（山 梨）

林  建一（新 潟）

福島 征男（東 京）

丸山 正之（大阪）

宮坂 真也（長 野）

山本 敏矢（福 島）

吉田 昌文（東京）

昭和34年学士入学（1名）

昭和35年入学（93名）

      五十嵐幸夫（北海道）

       石渡 智雄（東 京）

       井上 一彦（神奈川）

      上村  恭（熊 ：本）

       大岡秀次郎（東 京）

      大竹  洋（愛 知）

       加藤 和男（愛 知）

      金子 英夫（富 山）

      岸  克彦（埼玉）
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 鈴木義尚（東 京）‘

 田印  弘（東 京）

 田村 泰宏（東 京）

 高沢 悦郎（新 潟）

 竹田 正興（新 潟）

 千葉 慶博（群 馬）

 内藤  治（兵 庫）

 中野 幹夫（熊 本）

 二瓶 広志（福 島）

 蕗島靖雄（埼玉）

 浜崎 尊之（福 岡）

 日比谷紀男（東京）

 松尾 利明（香 川）

 三橋 秀方（愛 知）

 宮脇 浩郎（山 梨）

 士爵  稔（東 京）

 芳野 法嗣（青 森）

石井 輝夫（千 葉）．

礒村 光繁（山 口）

上野 健夫（山 梨）

江原洋三（埼玉）

大沢喜美男（東 京）

大塚善治（東京）

嘉屋  豊（北海道）

木山 茂年（鳥 取）

北  幹雄（石 川）



久保田孜朗（静 岡）

小島 伸一（東 京）

佐伯 芳英（神奈川）

重森一郎（広 島）

田崎 富吉（新 潟）

高野  均（東 京）

塚田 浩史（香 川）

豊泉 民蔵（東 京）

中村  充（栃 木）

西沢 良昌（静 岡）

土師野壺晟（東 京）

服部 隆三（東 京）

福島 正徳（兵 庫）

古瀬 政敏（新 潟）

前田 守一（三 重）

松井  啓（長 野）

松本  健（鹿児島）

宮地 勝利（愛 知）

森岡 義久（長 野）

森山 朝穂（新 潟）

山川 博康（神奈川）

横内 英治（山 梨）

     （委 託

凹面  博（沖 縄）

後藤三太郎（東京）

安達  武（大 阪）

雨宮 正展（東 京）

飯野 大平（奈 良）

     学

昭和35年学士入学（2名）

      水谷 貞子（長

昭和36年入学（96名）

      芦田 昌之（京

      朝来野紀生（大

      石井 文邦（東
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熊崎  肇（愛 媛）

小峰 啓史（東 京）

坂本  勉（石 川）

新宮 啓作（東 京）

上申 暎二（北海道）

高荻 光紀（福 島）

照井 盤男（岩 手）

中村 賢三（富 山）

長屋 佳彦（岐 阜）

根岸 紘一（神奈川）

長谷川 敬（兵 庫）

林  竜介（岡 山）

福田 勝朗（東 京）

古田 亮三（福 岡）

正本  栄（神奈川）

松岡 雄三（東 京）

三浦 宏一（秋 田）

宮地 健一（香 川）

森川 忠良（秋 田）

守屋  寿（広 島）

山口 邦彦（東 京）

吉岡 省吾（東 京）

生）

野）

都）

分）

京）

黒沢 隆雄（群 馬）

佐野 信夫（静 岡）

酒井威彦（山 口）

鈴木 正光（東 京）

田申 友昭（山 梨）

高橋 盛久（埼 玉）

棚木 正義（静 岡）

申村 剛康（長 崎）

並木  充（東 京）

則松 久夫（宮 崎）

橋本  宏（東 京）

原口  平（茨 城）

福田 潤弥（東 京）

前田征四郎（愛 知）

増尾 栄一（群 馬）

松下堅一郎（石 川）

水谷富士穂（東 京）

望月 直彦（山 梨）

森下 弘道（福 井）

安田  功（三 重）

山下 善久（兵庫）

吉村 和幸（茨 城）

荒田 久義（東 京）

伊藤 友義（静 岡）

石川 忠章（富 山）

石原  全（大 阪）

牛田 恵久（香 川）

小川 哲夫（東 京）

大石 基明（静 岡）

大塚 宣征（広 島）

柏原 一公（福 島）

兼広 輝昭（山 口）

菅野 道隆（福 島）

小島 和人（長 野）

小宮 博治（埼 玉）

後藤 雅晴（群 馬）

佐藤 信義（秋 田）

佐貫  毅（栃 木）

薩摩林俊彦（長 野）

関戸  智（東 京）

田辺  淳（大分）

高橋 輝夫（東 京）

竹中 繁雄（東 京）

千野 拓生（長 野）

中島 保広（山 梨）

萩原 規孝（鹿児島）

原  博輔（岐 阜）

藤沢 恵一（東 京）

藤間 研吉（広 島）

前島 夏彦（東 京）

三宅 啓之（京 都）

門間 昭夫（宮 城）

山口 国昭（茨 城）

山田 充夫（栃 木）

     （委 託 学

板谷  洋（佐 賀）

内田  浩（埼 玉）

小国  健（香 川）

大谷 公康（埼 玉）

大原 八郎（東 京）

勝田 明宏（東 京）

河合 敏雄（静 岡）

ゴヒ原    発 （長  野）

小西 利幸（埼 玉）

駒形  敦（新 潟）

佐藤 三也（北海道）

佐藤 英信（東 京）

佐野 繁光（熊 本）

杉山 忠良（静 岡）

園原 昌義（千 葉）

田村 之男（鳥 取）

高階 武平（神奈川）

谷川  誠（愛 知）

出口 雅昭（三 重）

中村 了三（青 森）

早111   岡u （千  葉）

半田  博（栃 木）

藤沢忠雄（東京）

古川 和正（神奈川）

松本 周治（東京）

村林 昌二（山 口）

谷中宏太郎（栃 木）

山下友彦（静 岡）

吉田  敬（群 馬）

生）
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 上野  紘（東 京）

 浦部 和好（群 馬）

 大石 文洋（静 岡）

 大谷 久蔵（福 島）

 大林 幹明（東 京）

 桂   誠（大 阪）

 河村 輝夫（東 京）

 慶野嘉一（東 京）

 小沼登史雄（埼 玉）

 近藤  毅（愛 知）

 佐藤  力（山 形）

 佐藤 三男（神奈川）

 三条九六郎（新 潟）

 鈴木 謙治（静 岡）

 田中 嘉之（岐阜）

 高橋 輝雄（愛 知）

 滝沢  昭（東 京）

 伊達 史郎（鹿児島）

 中島耕一郎（長 崎）

 中本  孝（広 島）

 林  民雄（長 野）

 長谷川 農（神奈川）

 藤波 淳也（静 岡）

 堀本 良雄（兵 庫）

 宮 俊一郎（広 島）

 望月 三郎（山 梨）

 山口  梓（東 京）

 山田 公一（神奈川）

 渡部  尚（北海道）



高良成歯（沖 縄）

    4．社 会 学 部

 一．   昭和30年入学（1名）

ト部 守元（広 島）

     昭和30年入学（1名）

鈴木 幸男（千 葉）

     昭和32年入学（9名）

阿部 正（栃木） 佐々木正義（広

田中 俊雄（福 岡）  谷井 俊行（東

日盛三品男（東 京）  宮崎 一明（富

     昭和33年入学（71名）

新井  進（埼 玉）

安藤  進（東 京）

出水田好徳（鹿児島）

大塚 久義（岡 山）

岡崎 克彦（東 京）

加藤 恵三（静 岡）

国府田 勇（茨 城）

近藤 慶信（福 岡）

斎藤 和幸（群 馬）

島根 一夫（東 京）

関  常夫（栃 木）

高橋 伸治（東 京）

竹部 土類（福 井）

堤  隆晴（福 岡）

東口 次朗（兵 庫）

新μ」 勝（茨 城）

長谷川 隆（東 京）

深川  寛（東 京）

藤井 弘和（東 京）

       島）

       京）

        山）

荒金  豊（大 分）

飯田 恒夫（香 川）

植松 政次（山 梨）

大久保 至（東 京）

岡田 光正（千 葉）

川上源太郎（青 森）

小谷与志之（石 川）

佐藤 司朗（岡 山）

椎名 一夫（栃 木）

下谷 直夫（神奈川）

高田 昌幸（東 京）

高橋 徹也（東 京）

谷  和久（京 都）

角田 史朗（群 馬）

永井 勝彦（広 島）

西出 雄一（東 京）

橋本 英明（栃 木）

藤井 正三（兵 庫）

古川 哲雄（大 分）
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篠原  直（静 岡）

徳江 和雄（東 京）

村田  宏（山 梨）

安藤 勝朗（長 野）

石黒 敏也（東 京）

越中谷佐一（兵 庫）

大村 繁雄（静 岡）

女屋 二三（群 馬）

岸沢  繁（富 山）

小林  修（栃 木）

佐藤 義也（東 京）

白木 光麿（岐 阜）

隅田 武志（奈 ．良）

高橋 重行（東 京）

高橋  博（秋 田）

千木良 亮（東 京）

角田 昭治（東 京）

永井 憲司（広 島）

抜井 俊男（東 京）

栄久庵祥二（東 京）

藤井研一郎（広 島）

古沢煕一郎（岐 阜）

堀野

牧野

松本

村上

安武

生田 英也（兵

石原 正毅（愛

井上 利保（広

臼井  弘（岐

小沼 寿一（栃

岡田 幹治（新

加藤 画論（兵

金子  睦（東

桑村宏三（愛

島田 伸三（秋

鈴木 徹郎’（福

関口 修道（栃

高橋 信成（東

滝島 守夫（埼

富貫 秀一（東

西岡 惟規（山

長谷川 建（新

藤田 幹郎（静

松田 征二（秋

松本 竜雄（東

谷中 精司（東

山口 善弘（東

山田 宗男（広

吉田 弘司（東

義彦（東 京）  本田  裕（東

悦夫（福 井）  正木信二郎（広

雅雄（東 京）  宮子 雅次（東

三郎（愛知）  森  篤行（愛

 豊（福 岡）  山本 雷公（佐

  昭和34年入学（73名）

庫）

知）

島）

阜）

木）

潟）

庫）

京）

媛）

田）

島）

木）

京）

玉）

京）

口）

潟）

岡）

田）

京）

京）

京）

島）

京）

       京）

       島）

       京）

       媛）

       賀）

池田 澄治（茨 城）

市川 和幸（埼 玉）

五百川淳助（山 形）

浦本 信一（東 京）

大神 温良（東 京）

奥貫  雄（福 島）

片木  忠（広 島）

川上 浩丘（大 阪）

後閑 糊口（群 馬）

須田 保司（東 京）

鈴木  誠（東 京）

田中英三郎（東 京）

高橋 光彦（栃 木）

竹島 俊範（愛 知）

富山 慢男（東 京）

野上 桂一（岡 山）

原  文雄（長 野）

堀  清司（京都）

松葉 貞量（東 京）

村上 健二（愛 媛）

八谷 和男（広 島）

山下祐一（長 野）

山本 順二（広 島）

吉田  愈（神奈川）
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 間島 俊之（東京）

 松岡 広志（神奈川）

 宮本英治（東 京）

 矢野 哲史（大 分）

 石田 祥夫（茨城）

 稲垣 義彦（岐 阜）

 上柿  彪（千 葉）

 小沢順一郎（神奈川）

 大矢鉄雄（東 京）

 押田 徹也（東 京）

 金子 澄兄（千 葉）

 桑原 国生（富 山）

 佐伯  尤（愛媛）

 鈴木 俊司（和歌山）

 関口 鉄雄（東 京）

 田申 将夫（東 京）

 高間  満（福 井）

 東条  巌（鹿児島）

 内藤 藤三（東 京）

 野村 明徳（宮 崎）

 福ノ上敦（鹿児島）

 前野 頼彦（千 葉）

 松宮 幹彦（東 京）

 師田 英道（東 宗）

 山口 千尋（佐 賀）

 山田 英俊（愛 知）

 吉田 一彦（東 京）

 渡辺 紀征（山 梨）



渡辺 良夫（東 京）

     昭和35年入学（80名）

青木 利元（栃 木）

荒井 昭夫（長 野）

井田 敏雄（埼玉）

石村 浩一（愛 媛）

岩崎 和真（栃 木）

江川 信彦（東 京）

延命 喜一（群 馬）

大平 政弘（鹿児島）

岡  晴世（神奈川）

片岡  工（兵 庫）

谷亀 公濯（長 野）

北村 宏之（千 葉）

小芝  繁（和歌tfl）

後藤 国利（大 分）

柴田紀四郎（愛 知）

関根 俊彦（茨 城）

高田  博（栃 木）

中川 正機（富 山）

中本  博（広 島）

萩原  惇（長 野）

樋口  晃（徳 島）

北条  猛（茨 城）

松井和明（東 京）

松本 幸生（佐 賀）

水木  修（東 京）

lli元  強（鹿児島）

渡辺 正昭（宮 城）

青木 信篤（長 野）

荒井 敏彦（東 京）

伊藤 重道（山 形）

紅  博愛（東 京）

内田 佑三（東 京）

江夏 良三（宮 崎）

小野  修（岩 手）

大山 英文（鹿児島）

葛西 恒平’（青 森）

金井  彬（東 京）

河合  哲（富 山）

熊谷  弘（静 岡）

小林 英司（東 京）

佐藤 章二（東 京）

須賀 禎之（群 馬）

田崎謙一郎（東京）

飛田 英美（茨 城）

中村 源治（神奈川）

西沢 武久（長 野）

原田 博司（大 阪）

桧山 勝弘（栃 木）

本間  浩（IIJ形）

雷鳥 源吉（静 岡）

丸山 高司（神奈川）

宮  好則（富 山）

吉田 久雄（山 梨）

渡辺 昌彦（山 梨）

昭和35年学士入学（1名）
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赤木 朋宏（富 山）

井伊 清方（東 京）

池田  致（山 形）

猫股祐一郎（山 梨）

海野  勝（東 京）

榎本  裏（静 岡）

大橋 三二（群 馬）

岡  辰雄（香 川）

加藤 郁三（秋 田）

金近 信秋（東京）

岸間  正（東 京）

郡司 元彦（東京）

紺野 靖男（福 島）

笹岡 治男（京 都）

菅谷 恒雄（茨 城）

田中 国睦（長 野）

名和 泰三（岡 山）

巾村  司（長 野）

長谷川輝夫（千 葉）

馬場  璋（福 岡）

藤吉 慎一（福 岡）

牧野 勇治（長 野）

松並 英一（滋 賀）

三宅 信博（東 京）

宮崎 恒彦（富 山）

吉田  穣（福 岡）

野見山弘雄（福 岡）

    昭和36年入学（77名）

飯島

池谷

小野

奥沢

加藤

金魚

川島

粂田

佐藤

真田

白河

城村

鈴木

田中

高橋

戸口

中村

並木

一

半晶

晶

松村

村瀬

安田

山本

和田

 功（栃 木）

征二（長 野）

 肇（東 京）

俊雄（茨 城）

 滋（北海道）

利之（岡 山）

征夫（大 阪）

直行（静 岡）

 裕（山 形）

孝昭（山 口）

恒則（東 京）

 毅（富 山）

建郎（福 島）

武四（山 梨）

康夫（東 京）

 清（埼 玉）

正義（新 潟）

一明（千 葉）

正寛（東 京）

三雄（静 岡）

等昌（鹿児島）

八郎（秋 ff1）

通泰（静 岡）

 勤（福 島）

浴弘（三 重）

昌尚（東 京）

 5．

  1．

飯島  斉（埼 玉）

井上 宗迫（茨 城）

大島 誓一（東京）

奥野 昭男（東 京）

河合 孝夫（東 京）

椛   浩（福 岡）

北野 建樹（和歌山）

黒沢 惟昭（長 野）

西藤 浩之（岡 山）

塩崎 昌弘（長 野）

真保 六郎（山 梨）

菅野 忠信（東 京）

鈴木 亮一（東 京）

高野 寛之（長 野）

高柳 安利（東 京）

豊田  大（東 京）

永井  晶（広 島）

糖沢 尚夫（東 京）

浜   洲（北海道）

平賀 発心（東 京）

藤本 和男（滋 賀）

丸茂  魁（山 梨）

村田 正雄（千 菓）

山田 虚宿（秋 田）

歯固 紀男（長 野）

渡辺  傑（東 京）

大学院修士課程

 商学研究科
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飯村 交霊（東 京）

色川 博康（東 京）

大谷 正道（東 京）

尾上  武（神奈川）

片岡 秀浩（兵 庫）

川上  進（東 京）

久郷 敏男（東 京）

小見 山岳（静 岡）

斎藤 亮平（富 山）

渋谷 和彦（神奈川）

新屋 和昭（広 島）

鈴木 司郎（千 葉）

関戸 康男（山 梨）

高橋 長逸（滋 賀）

竹田 郁夫（愛 知）

中原敬治（福 岡）

長縄 光男（東 京）

野口 正武（神奈川）

浜本 将（和歌山）

福田 忠夫（滋 賀）

蔵子  真（東 京）

三井 康行（高 知）

矢野 直喜（愛知）

山田  譲（東 京）

臨月 隆平（新 潟）



     昭和32年入学（1名）

      （経営学及会計学専攻）

落合 清晃（東 京）

     昭和35年入学（2名）

      （経営学及会計学専攻）

自鳥庄之助（千 葉）  閲 玉 圭（大韓民国）

     昭和35年入学（11名）

      （経営学及会計学専攻）

小野 弓郎（福 岡）  小野重雄（東 京）

竹村 欣也（長 野）  藤本美佐子（神奈川）

細川  進（香 川）  松吉 定男（山 口）

      （商 学 専 攻）

速水 保（神奈川） 茜雲申（中国）
     昭和36年入学（2名）

     （経営学及会計学専攻）

斎藤 高志（福 島）  中村 守孝』（神奈川）

     2・経済学研究科

     昭和28年入学（1名）

      （理論経済学及統計学専攻）

清水 忠直（東 京）

     昭和32年入学（2名）

      （理論経済学及統計学専攻）

関根 友彦（東 京）

      （経済史及経済政策専攻）

高山  晟（神奈川）

     昭和33年入学（1名）

      （理論経済学及統計学専攻）

島  久代（東 京）

     昭和34年入学（2名）

      （理論経済学及統計学専攻）

              一一22e 一・一

大島 美留（長 野）

別府 祐弘（東 京）

銭  其潮（中 国）

井波 真三（東 京）  広田  一（大 阪）

      昭和35年入学（6名）

      （理論経済学及統計学専攻）

奥口 孝二（青 森）  多賀 利明（岡 山）

山沢逸平（東京）

      （経済史及経済政策専攻）

田中 宏（岡山） 馬 乾意（中国）
     昭和36年入学（4名）

      （理論経済及統計学専攻）

吉岡 守行（神奈川）

      （経済史及び経済政策専攻）

石  弘光（茨 城）  中村 政則（東 京）

     昭和36年再入学（t名）

  （理論経済学及統計学専攻）

並木 徳之助  （東京）

     3．法学研究科
      昭和33年入学（1名）

      （公法専攻）

lll野 一美（東 京）

      昭和34年入学（7名）

      （経済法専攻）

木村英三郎（東 京）  松嶋由紀子（東 京）

      （公法専攻）

鏡  健也（東 京）  荘 貴 臨（申華民国）

     昭和35年入学（8名）

      （経済学専攻）

寒竹  剛（東 京）  庄  政志（岡 山）

竹内 規浩（鹿児島）

      （公法専攻）

岡本 孝司（愛 知）  神山 敏雄（沖 縄）
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中村 昭弘（福 岡）

森尾 総夫（東 京）

山本 章善（京 都）

反町  宏（新 潟）

土屋和恵（東京）



茅根三千財（茨 城）

     昭和36年入学（4名）

      （経済法専攻）

大前  和俊（山 口）  林  吉彦（富 山）

      （公法専攻）

熊田 道彦（福 島）  庭山 英雄（群 薦）

     4．社会学研究科
      昭和31年入学（1名）

      （社会学専攻）

須永 敏之（栃 木）

      昭和33年入学（3名）

      （社会学専攻）

斎藤 徹（東京） 藤本 治（徳島） 竹村孝雄（埼天）

      昭和34年入学（2名）

      （社会学専攻）

浅井 啓吾（熊 本）  本多ひさ子（東 京）

      昭和35年入学（7名）

      （社：会学専攻）

宇藤 義隆（東 京）  滝沢 正樹（東 京）  高橋  誠（埼

長沼英世（群 馬）  中村 恵一（東京）  広瀬雅子（東

星野 彰男（栃 木）

     昭和36年入学（6名）

折橋 徹彦（東 京）  岸本 嬉子（兵 庫）  橘 健次郎（兵

富沢 賢治（東 京）  家形 威匿（富 llD  古田 映子（鳥

    6．大学院博士課程

     1・商学研究科

     昭和35年入学（3名）

       （経営学及会計学専攻）

       （商学専攻）

平田 光弘（福 岡）  三沢  一（長 野）
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藤田  忠（栃 木）

     昭和36年入学（2名）

      （経営学及会計学専攻）

佐藤 煕子（広 島）  増田 茂樹（岐 阜）

     2・経済学研究科
      昭和30年入学（1名）

      （経済史及経済政策専攻）

深沢  宏（秋 田）

      昭和33年入学（1名）

      （理論経済学及統計学専攻）

筑井 甚吉（東 京）

      昭和34年入学（6名）

      （理論経済学及統計学専攻）

熊谷 一男（宮 城）  小野  旭（東 京）  松尾

南  亮進（東 京）  望月 喜市（静 岡）

      （経済史及経済政策専攻）

畠山 次郎（長 野）

     昭和35年入学（5名）
       （繍繍学及網特攻1

田村 貞雄（新 潟）  藤野 志朗（福 岡）  松田

山田 克已（静 岡）

       （経済史及経済政策専攻）

長谷田彰彦（大 阪）

    昭和36年入学（4名）

      （理論経済学及統計学専攻）

神田．祐一（北海道） ．

      （経済史及経済政策専攻）

石渡  茂（神奈川）  関口 恒雄（埼 玉）  Ft，t川

    3・法学研究科
     昭和33年入学（1名）

              一m一一

生

博（新 潟）

芳郎（北海道）

学（東京）



      （公法専攻）

岡田  粕（山 口）

      昭和34年入学（1名）

       （経済法専攻）

巾川 和彦（広 島）

      昭和35年入学（1名）

       （経済法専攻）

青木 英夫（高 知）

     昭和36年入学（1名）

      （公法専攻）

金 震 嬰（大韓民国）

     4・社会学研究科
      昭和30年入学（1名）

      （社会学専攻）

今井義雄（東 京）

     昭和31年入学俘名）

      （社会学専攻）

土屋 晃朔（群 馬）  渡部 峻明（東

     昭和32年入学（2名）

      （社会学専攻）

巾村 恒矩（東 京）  宮野 悦義（福

     昭和33年入学（3名）

      （社会学専攻）

㈱一平（長野）根本久堺福
     昭和34年入学（5名）

薄葉 充衛（栃 木）  中野 雄策（長

英   明（神奈川） 、藤森 俊輔（千

     昭和35年入学（4名）

阿部 謹也（東 京）  田中 克吾（兵

              一 224 一

京）

岡）

島）  望月  通（東 京）

野）  中村 喜和（長 野）

葉）

庫）畑孝一（三重）

藤井

岡野

山田

磯部

一行（東 京）

  昭和36年入学（4名）

   （社会学専攻）

哲士（東 京）  熊田 長生（香 川）

高生（東 京）

 7・東京商科大学研究科

  昭和23年入学（i名）

浩一（新 潟）
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 清水広一郎（群 馬）
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昭和36年3月商学士試験合格者（172名）

青山 隆之（埼 玉）

天野  正（神奈川）

有賀  盈（東 京）

池谷 昭二（静 岡）

石本  正（東 京）

稲川 中也（東 京）

植田 真弘（東 京）

浦山 二二（東 京）

大島  保（東 京）

大湊  敏（栃 木）

小川 恭溜（長 崎）

長船 俊彦（岡 山）

柏木  彰（兵 庫）

金谷 浩介（大分）

岸   均（群 馬）

久郷幸太郎（東 京）

監物 孝雄（長 野）

小谷 博之（東 京）

高本  正（広 島）

三枝 雅信（千 葉）

佐久間 昭（神奈川）

柴坂 幸男（東 京）

島田．拓夫（長 野）

白井 浩司（神奈川）

末吉 建一（東 京）

鈴木 重記（愛 知）

赤沢 稔夫（東 京）

荒木 邦起（群 馬）

有田 二二（東京）

石尾 弘美（千 葉）

伊藤 順一（東 京）

岩田  脩（岡 山）

内田 緑郎（群馬）

大内 正三（茨城）

大島 義男（栃 木）

大矢 基意（神奈川）

小倉  忠（栃 木）

落合 正令（東京）

春日 利文（東 京）

冠木 啓次（福 島）

木綿 良行（和歌山）

窪田  健（山 梨）

小泉 二男（北海道）

小西 四郎（東 京）

石沢 敏秀（群 馬）

榊原 貞夫（香 川）

桜井 久男（栃 木）

柴崎 信次（岡 山）

島田 弘道（東 京）

臼井哲三郎（山 口）

杉浦 英三（東京）

鈴木 荘右（栃 木）
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秋月  i洵（東京）

有浦  洋（佐 賀）

飯田 康政（兵 庫）

石川 勝支（愛 知）

伊東 政朗（長 野）

．ヒ田 忠和（長 野）

浦壁 隆雄（栃 木）

大下 正紀（愛 媛）

大高  裕（茨 城）

小川宇士雄（東 京）

小田 蒸史（福 岡）

笠尾 重光（東 京）

加藤 元昭（東 京）

菊池 康也（群 馬）

君嶋  徹（東京）

桑原 四郎（群 馬）

小竹三二（茨城）

小林 二三（長 野）

近藤 富夫（京 都）

坂倉 正宣（東 京）

里見 俊二（岡 山）

柴田  実（東 京）

下津屋博章（神奈川）

白石 英一（福 岡）

鈴木  聴（茨 城）

鈴木 孝和（岐 阜）

鈴木 崇司（東 京）

匝瑳 武夫（千 葉）

高柳 雄一（東 京）

竹内 栄吉（愛 媛）

田中 康夫（静 岡）

津田 皿山（東 京）

寺畑 義彦（広 島）

富樫  肇（富 山）

鳥井 恒彦（熊 本）

中島 常之（群 馬）

仲田   修 （愛  媛）

永井 新也（群 馬）

長尾 豊彦（徳 島）

西牧 博徳（長 野）

橋本  武（愛 知）

半田 正雄（東 京）

古木 光雄（神奈川）

本多  功（東 京）

松下 正幸（奈 良）

南  隆志（徳 島）

村上慶一郎（東 京）

森   彪（東 京）

谷津 軽食（群 馬）

山根 正浩（山 口）

横田 俊雄（高 知）

吉富 靖彦（福 岡）

脇田  弘（神奈川）

富  正人（千 葉）

菅井 弘之（東 京）

中野 勝弘（滋 賀）

住田 笛雄（東 京）

高野 秀三（兵 庫）

宝田 繁（熊本）

竹田 清治（新 潟）

大公一郎（北海道）

鶴岡 史郎（石 川）

東樹 茂夫（新 潟）

友永  喬（高 知）

申込 英雄（山 梨）

中村 功（神奈川）

那珂 通武（岩 手）

永出富士生（埼 玉）

西尾 敏則（愛 媛）

野田 健也（東 京）

原  節夫（東 京）

藤田 欣也（愛 媛）

古田 公徳（岐 阜）

前田 信吉（東 京）

松田  基（鹿児島）

御牧  宏（鹿児島）

森川 立直（京 都）

森本 勝司（福 岡）

柳瀬 飛行（石 川）

山本 邦明（東 京）

吉川 義一（富 山）

若菜 重一（東 京）

渡部  賢（福 島）

大村 安夫（福 岡）

田申 隆吉（岡 山）

中村 憲治（福 岡）
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田  明悦（東京）

高橋 良栄（新 潟）

竹井 忠夫（香 川）

田中 道生（山 梨）

辻   正（山 口）

自讃 浩喜（福 岡）

遠山  新（千 葉）

鳥井  旭（広 島）

中島 猛（東京）

中村 政則（東 京）

那須 維昭（熊 本）

永吉 勝美（大 分）

西仲 崇吉（大 阪）

萩庭 正哲（茨 城）

原田 豊（神奈川）

古川 光雄（東 京）

堀内  聰（広 島）

増井健一郎（東 京）

三橋清治（東 京）

武藤 嘉孝（神奈川）

森田 志朗（東 京）

安光 保二（高 知）

山崎昭次郎（東 京）

山本 尚禎（兵 庫）

吉田 克夫（茨 城）

若菜  稔（千 葉）

高橋  一（栃 木）

末村 健彦（山 口）

滝島 淳弘（東 京）

松本  格（山 口）



宮城 賢三（沖 縄）  斎藤 義雄（京 都）

村島 俊彦（岡 山）

増谷  毅（鳥 取）

昭和36年3月経済学士試験合格者（175名）

相島  紀（埼 玉）

荒木  幸（東 京）

石田 順亮（長 野）

石原  隆（東 京）

伊藤 逸男（愛 知）

伊藤 忠三（長 野）

今村 秋夫（福 岡）

内山 弘幸（鹿児島）

大賀 二郎（東 京）

小沢 純一（山 梨）

荻原 達郎（茨 城）

勝N 道雄（千 葉）

軽部 久雄（山 形）

川村 莞爾（新 潟）

菊池 斐雄（茨 城）

木村 哲夫（香 川）

久保田信也（東 京）

河内  洵（岡 山）

小林 一元（長 野）

小松 一郎（東 京）

斎藤 信彬（東 京）

坂本 立身（大 阪）

佐藤 栄ご（福 島）

水藤真樹太（栃 木）

鈴木 英紀（東 京）

妹尾有己男（鳥 取）

浅沼 信爾（三 重）

池田 雅博（静 岡）

石田  康（新 潟）

石弘光（茨城）
伊藤九州男（静 岡）

金井 博智（東 京）

鵜飼  清（愛 知）

江間  稔（東 京）

太田  卓（愛 知）

小沢 哲夫（山 口）

葛西 敏昭（福 岡）

加藤 幹雄（京 都）

川岸 近衛（富 山）

神田  烈（新 潟）

北原 宏一（長 野）

木村 光昭（静 岡）

黒阪 威光（鳥 取）

小暮 英一（東 京）

小林 進二（群 馬）

小松沢 亨（静 岡）

酒井 武史（愛 知）

阪  茂爾（兵 庫）

笹田 泰正（静 岡）

杉田  敏（静 岡）

須田 宗克（大 阪）

宗   大（宮 崎）
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荒野 義郎（北海道）

石井 耕史（鹿児島）

石原  清（東 京）

市川  享（富 111）

滋藤 庄一（愛 知）

今尾 健吾（茨 城）

内田 博之（兵 庫）

大岩  泰（大分）

太田 吉彦（愛 知）

小俣 光夫（東 京）

鍛治 政三（富 山）

唐津 智行（神奈川）

川端 健一（北海道）

菊田 良治．（福 島）

木全 千裕（愛 知）

国松面高（静 岡）

黒田 晴二（福 岡）

小島順一郎（鳥 取）

小林  純（福 島）

古高  昇（徳 島）

坂井 幹一（岐 阜）

佐川 圭二（北海道）

重村 征治（熊 本）

鈴木 淳夫（東 京）

瀬川 明夫（富 山）

高貝 忠宏（秋 田）

高木 俊志（香 川）

宝井  暢（長 野）

田中 収（石川）

谷戸 健二（三 重）

角田  裕（鳥 取）

東城 立前（長 野）

富田 美弘（鹿児島）

土井  亨（山 口）

中島  寛（埼 玉）

仲村  豊彦 （千  葉）

西岡 昌彦（山 口）

野末 靖人（静 岡）

花水 涼一（大 分）

平漁場志郎（長 崎）

藤本啓一郎（山 口）

古川 哲夫（神奈川）

前田 泰生（東 京）

益田 義昭（熊 本）

三浦 伸夫（愛 知）

水野 光雄（愛 知）

村上 恒一（愛 媛）

元山 雅也（広 島）

山口 権吾（東 京）

山地 宏明（香 川）

山田 正明（徳 島）

潟浅 康生（徳 島）

吉田 幸夫（東京）

米谷 理功（高 知）

渡辺 慎二（神奈川）

岡  勝之（埼 玉）

高橋 誠一（熊 本）

田口 和義（岡 山）

田中 操（茨城）

谷本  勝（徳 島）

鶴邦彦（山梨）
当麻雅生（東 京）

鳥海  清（千 葉）

中岡 良二（愛 知）

中田 欽也（富 山）

永井 一郎（富 山）

西尾  哲（福 岡）

袴田 貞夫（静 岡）

林  俊介（愛 知）

深谷 清明（茨 城）

双川 武治（東 京）

細田  惇（秋 田）

増野洋一郎（東 京）

松井 啓暁（大 阪）

三須  勉（静 岡）

嶺  武志（東 京）

望月 照夫（静 岡）

家形 雷門（富 山）

山口 昭一（鹿児島）

山谷 得嗣（石 川）

山申  進（秋 田）

横田 孝一（東 京）

吉原三五郎（東 京）

米田 品行（鳥 取）

渡部 隆夫（愛 媛）

貴島 光彦（鹿児島）
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高橋 文夫（群 馬）

武内  弥（高 知）

橘 健次郎（高 知）

千野 亘（山梨）

寺尾一樹（東京）

徳永 昌信（福 岡）

土井  鼎（神奈川）

中島 健三（長 野）

中村 正己（熊 本）

長坂 整史（愛 媛）

能島  章（富 山）

長谷川道夫（栃 木）

日比野英一（岐 阜）

藤永信太郎（山 口）

二名  実（愛媛）

前田 歓一（大 阪）

増田 弘人（静 岡）

松浦  嵩（宮城）

三股  宏（大分）

宮井 基雄（神奈川）

望月  光（東京）

山岡 良次（岡 山）

山口 保男（長 野）

山田有珠彦（福 井）

山本 英司（愛知）

吉田 尚弘（鳥 取）

依田 雅弘（山 梨）

渡辺 幸彦（岡 山）

高崎  暁（徳 島）

石 暎 源（韓 国）



北出 自盛（石 川）

長尾 明信（東 京）

渡辺 宏之（愛 媛）

浅井 一良（東 京）

伊藤  実（東京）

石原  彰（群 馬）

大森 洋一（福．岡）

小作 暁介（東 京）

加藤 幹男（静 岡）

木下 敬三（福 岡）

倉地 祥雄（三 重）

小林 四郎（東 京）

小西 基雄（大 阪）

沢田 粂夫（埼 玉）

下永 弘昌（長 崎）

清水 隆之（東 京）

鈴木  保（東 京）

関  三郎（東 京）

田中  泰（北海道）

高畠 道夫（愛 知）

水流 哲郎（鹿児島）

鳶尾  武（大分）

長谷川和男（東 京）

林  吉彦（富 山）

平塚 裕康（東 京）

藤本 静男（静 岡）

正立 宣英（神奈川）

三輪田正信（東 京）

   富島  正（兵 庫）  河上

   羽淵 伊平（兵 庫）  結城

昭和36年3月法学士試験合格者（95名）

安藤 克己（神奈川）

石井 健吾（千 葉）

稲垣 正武（長 野）

大和田勝夫（神奈川）

小沢 賢二（東 京）

金井 久己（千 葉）

木下 昌和（長 野）

黒木  孝（鹿児島）

小林 幹雄（新 潟）

小西 勇治（東 京）

出品 秀夫（茨 城）

白石 恭三（熊 本）

菅沢 武彦（東 京）

垣越 昭男（東 京）

相馬 義一（青 森）

田中 英明（東 京）

棚沢 十一（東 京）

富山 正一（鹿児島）

中川 滋夫（東 京）

畑山  功（東 京）

日比 俊一（東 京）

広瀬隆一郎（茨 城）

双川 秀明（東 京）

峰岸 幹郎（神奈川）

武藤 安正（佐 賀）
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   良樹（熊 本）

   隆成（東 京）

井田 敏夫（埼 玉）

石井 正彦（鳥 取）

大野 代置（岐 阜）

小川 恒義（東 京）

奥平書一郎（東 京）

金盛 守人（富 山）

熊崎 皓一（東 京）

郡山 繁一（鹿児島）

小堀 暉男（福 島）

佐藤 靖夫（東 京）

下房地 勝（広 島）

白土 主計（茨 城）

菅村 幸夫（北海道）

関口 高平（大 阪）

田口  実（青 森）

高橋宗一郎（愛 知）

土屋 忠正（東 京）

友田 勝士（広 島）

成富伸一郎（山 口）

羽川 健治（島 根）

兵頭 暉夫（東 京）

福留 淳之（鹿児島）

細見 恒雄（東 京）

宮本 弘司（茨 城）

山口 英一（東 京）

                       第18卒 業生

山崎昌三郎（東 京）  山崎  蜜（新 潟）  山下 真作（富 山）

山野 光俊（広 島）  吉部  宏（山 口）  渡辺  勇（新 潟）

和田  官（長 野）  中村 幸雄（静 岡）  上原 健雄（沖 縄）

岡本 泰雄（東 京）  大前 和俊（山 口）  児玉  進（福 井）

内藤 元己（静 岡）  吉田  茂（北海道）  倉持 倉雄（東 京）

岡村 景孝（高 知）  長谷川忠誠（茨 城）  漆原金一郎（東 京）

荻原 道夫（長 野）  佐藤 允一（青 森）

       昭和36年・月法額際合儲（1名）

礒  次男（茨 城）

       招和36年3月社会学士試験合格者（73名）

朝倉 tw一一一（東 京）  浅羽 義軍（静 岡）  石井昭太郎（群 馬）

石川 博保（群 馬）  伊藤 敬輔（栃 木）  飯沼 感心（東 京）

飯沼八州彦（新 潟）  上原 亮三（神奈川）  榎本 次男（東 京）

遠藤 昌作（静 岡）  大石 信二（東 京）  岡田 俊彦（山 形）

小川 剛毅（和歌山）  荻野 両生（群 馬）  奥田  譲（愛 知）

小野 晃嗣（神奈川）  笠井 良夫（香 川）  金指  鍛（東 京）

金子 哲也（東 京）  刈田 義郎（新 潟）  菊島 和宣（東 京）

北岡郊司郎（徳 島）  北岡 弓造（京 都）  北島栄治郎（佐 賀）

木村 勘二（栃 木）  桑名 正洋（神奈川）  小林 正直（新 潟）

紺野  修（福 島）  佐藤 幸男（千 葉）  鈴木 一俊（静 岡）

高橋 武久（岐 阜）  滝沢 静男（東 京）  竹村 訓夫（東 京）

垂井 博美（岐 阜）  筒井 貞夫（東 京）  手代木英治（福 島）

富田 啓介（徳 島）  永井 孝平（愛 知）  新村 光司（東 京）

西村 取也（東 京）  仁藤  彰（東 京）『 野口 英次（山 梨）

羽賀 昭雄（新 潟）  馬場 佳一（埼 玉）  原田 伸夫（愛 知）

長谷川弘光（東 京）  樋口 宗彦（山 梨）  一松  潔（東 京）

日原東洋（静 岡）  平尾 光司（三 重）  広田 真幸（東 京）

藤岡 務晃（東 京）  堀田 幸彦（茨 城）  堀内  寛（広 島）
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本多  孟（福

松本 幸洋（静

山口 寛治（佐

若林 義雄（長

赤堀 明雄（静

谷内  爽（東

山本 昭男（福

川口 順一（山

増田 茂樹（岐

島）  松井 正男（東 京）  松沢

岡）  宮崎 省吾（東 京）  村上

賀）  山崎 英彦（東 京）  吉田

野） 森田 博（群馬） 大石
岡）  遠藤 和夫（福 島）  高砂

京）  向   正（山 形）  山田

岡）

 昭和36年3月大学院修士課程催了者

   商学研究科（4名）

    （経営学及会計学専攻）

形）  斎藤 昌之（東 京）  佐藤

阜）

  経済学研究科（8名）

   （理論経済学及統計学専攻）

鮎沢 成男（長 野）

石渡  茂（神奈川）

山川  学（東 京）

深堀 一郎（長 野）

山下義春（福 岡）

石原 保徳（岡

鬼頭：文緒（東

高橋義寛（徳

山）

京）

島）

 正（長 甥

信勝（広 島）

光磨（大 分）

広治（東 京）

 猛（北海道）

俊彰（大 分）

煕子（広 島）

 神田 祐一（北海道）  新田 政則（山 口）

 （経済史及経済政策専攻）

 小田 正雄（山 口）  関口 恒雄（埼 玉）

 林家珍（中華民国）

法学研究科（4名）
   （経済法専攻）

 山本 章善（京 都）

    （公法専攻）

 金 震 饗（大韓民国）

社会学研究科（8名）

   （社会学専攻）

 岡野 哲士（東 京）  大塚  明（東 京）

 熊田 長生（香 川）  清水広一郎（群 馬）

 山田 高生（東 京）

    一 l12 一

米川 伸一（三

杉原 泰雄（静

               第18卒業生

 昭和36年3月大学院博士課程修了者

   経済学研究科（1名）
   （経済史及経済政策専攻）

重）

  法学研究科（1名）
      （公法専攻）

岡）
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甲．

士 地，建 下

土   地  （昭和36年7月1日現在）

       L      ．            ．                                    一  一 一 「 T ．  一    ．    L   一     ．  ．  一 ．  ． 一   一 一      ．    ．    一         ．    一                           一 一  一 M  ｝ 一      ．

本  部  敷  地

本薦亭亭）地

少．平分校敷地

二二北多岡三立町1

1同

  坪一 
65， 763． 66

1， 200． Ooo

東京都北多摩郡小平町 30， 584． 441

本 部 N 敷 地  東京都北多摩郡国立町

豊里合信．香華正洞…tm ．．．一t’ ．tttt…二

Trv’一一”，6，6fi，．64J，

1

200．OO

本部㈲宿舎自運 1， 116． 7so

          
本部㈲宿舎同旨同

一 橋 講堂敷地

一橋宿舎敷地…同

向 島 艇庫敷地          L

富浦水泳場敷地

戸 田 艇庫敷地1

400． ooO

速鷲〒鰹皆野．一［■3r⑳

              462． 18
 一一一．一．一 ．一十．一一一一一一一一

東京都墨田区隅田公園11i   219・420

；両県安房郡富潮 … 2，・295．・217

埼玉県北足立郡戸田町      600．000

妙葡田山三身地墨潟県欄郡㈱原：
          
         七十長長聯町．

1，000．080

寄 宿 舎 敷 四

二   動   場 1同

3， 763． 952

5， ooO． O

合 計 135， 234． 15

乙． 建  物（昭和36年7月1B現在）
 ω 本部9及び経 研究所（東京都ヒ多摩郡国立町）

名 称  構    坪造
   建 坪  延 琿

事務室及教室
鉄筋コンクリート
造三階建
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 坪
499． 278

  坪
1， 355． 0

地下室付
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学生食堂控室木造平家建 ［ 197，250 197，250

一赤庭子酷一 ﾟ葎クリ芥「    旨
X6・150i 96，150

汽継及石炭劇同   1＿一＿．．r＿ ．＿一     一．． 1． ．一． ．    ．．一．．．．一一．一機械到同      1
@ 61．500i

D一一一一一…

 61．500

@34．000

渡廊下i同   1
  1
X・065｝ 9，065

同   木造平羅 1 39，000 39．0

@125．250

 46．285

@125。250
         ．     ．            一               ．     一

ｹ人宿舗劇同               〒 3㎜1 3，000

図書副麹謹タリートi
’」’一一一一一一一一『｝L一「．一一 u一一一‘一『■ ．．

@  礁㎜1 1，324，000
n下室付  一  一    一

             一                                                              r

? 庫雛爵謹ク帰1
P3α㎜［，   1

520，000

   1
S45，000 835，000

D甕纏蘇同 平網
280，500

P0．000…

@  1

396，000

@ 一    一

P0，000

       1
?事 務 室 1木造平家建       ト

一一．一 @．脚一．‘』．一．．一’一．．．．一一ド’一一『’吊．一一一一．

@    118．750． 118，750

柔剣道劇同   i
   1
P52．2501   1

 「   一  幽  ｛

P52，250

弓道場i同  i
3＆2知」   1

38，250

運動場附属建物同． @  旨
・銑…1’

45，000

門衛所1槌稼建 ： 1⑩ 16，000

論叢三二i同   1 30．000「
30，000

門  番  所  木造平家建   1 3・000i  l 3．0

倉  剥離屋蓬タリー㌧    L
Rα：P 30386

第一学生集会所1木造二階建                1    r
P39．2501
@  1

250．

一235一



西事務室［木造平耀 一．u一一『

38． 0001 38． Ooo

第藁星無熱摘』一… @176・…176・…
扉．同所鯉酷ゲr「1．i…1・十一．一門176

”癩「飴厩． u禾造平家建．112生…112・…

同 附属家「同    ［

佐野書院罐平家騨二
一一’

求c隔稲一u呆精解翠．ll

宿…直皇晦一   1
『ガ丙’ｱ庫．灘莚リ’N

    彌・i 5…δ

   87．0001 106．000
      r

   12． 0001 f2． 000

一 ．11ん・o『L二1．1馬噌

    4．7，61’一”一 ’一4．7（fo

窮リクぜ馴木造平耀

．L．

一1．一

’tm．I
      O． 9eo
  l一一一．

 自動車．車庫
｝辱．．． ﾓ屠．一．室

士． ﾒ 室

第三牲無所．1同． @「
配電所墜山都論

   } ア            じ ド                

消防器具置場 1木造平家建

込一一 @一 1十   ．㎜一曲 一．！．

包……
 同
．1 一． ．一一一 一

1同皿

一一：一pt：L；1一一

      1
   18．00α      18．000
      1
      1
   2．125，          2．12
  一一一 ． ［
      1
   30．00α      30．000

  ”10α0001 100．000

㎜．． @io．1’Sl］．’…一一”i’δニヨ弱

       
   20．000旨      20．000      1

      ト
 3，901．735’   6，739。835

（P）本部宿舎（東京都北多摩郡国立町）

名 称 1構
  1

造
坪 数

      

建 坪1延
磯据宿舎酬木造平家建

E

t

 坪 1
51． 000i

 坪

 坪
51．000

一 236 一一一

第19 土地，建物

嵭s宿舎及附木造平家建 1    1
R0，00q 30，000

一 一           一

ﾇ宿舎及附「同
   1
R0，000 30．00

同・号宿制同   i ・・…1
25，750

同・号宿舎1同   i    トP3000i 13．

同・三宿刹同 13，000

@  ．      一

13，000

              ゴ  一  ．   一@           一          ．@．      一

ｯ7号宿舎 同      F @ 13．000 13，000

同・号宿割同   1 1瑚 13，000

同9号宿舎同   1
13．oool    

13，000

同1・号宿舎「同
   1
P3，000 13，000

剛号宿明同   1 10，750 10，750

同16号宿釧同 ・ε…1
26．

                幽  幽 ． ． 一

ｯ17号宿司同  ！
  一   」?一凹『 @ 1
@17．750    1 17，750

購宿舎及凹同
   118，750

18，750

朧宿舎及附罐平家建一部刊 80，090 101，000

朧宿舎及判木造二二 1
   1
S9・000i 49，000

壁書宿舎及附同   1 ・卿1 49，000

同22号宿舎1同   1 22，500 22，500

命  副 489，090 510，000

㊨ 小平分校（東京都北多摩郡小平町）

名 称 構 造
坪 数

建 坪  延 坪

教室及事務室竺鶴羅象牙 7。，番11，、2、彗1

一 237 一



一 一  『 一                                一

@械室鶴藁クウート1 ・蜘  畑  ．   ．  「         一  一       ．           幽  ． 一 一 ． 一   一        「    …一 21．606 21．oo

炊事夫控組継平羅
       ．一「一 『  一■一．     ．一一…コ…．『一…一｛
_剣道場       「同                    62．625                          62．62

           ． 一 一  一       一                  一       一                                                                                      ．      一                        一

ﾂ昏倒同   1 ・・…i ・・…
              ．           一         ．     ．            ．                  ．         ．
ｯ浴室三所1同   旨 ＆9161 ＆91       1

渡廊下1同   i 伽舅 鮪一 ． ｝        －  一

       l       I     I

ﾔ坐教室酒壷欝豪麹1励．1卑1即1．．－19・…
@               1 8αoool 面                       1

嘉庫及韻閲覧i同

時閲覧室陣1木齪家建 … 12・㎝ 12◎

講  本陣   ［ 17咽。鯉付
置徒言会所及食薩造平家建及二一 238二噌i＿塾轡

．鑑騨璽1瞳灘．121α… 21面        ＿   一．．1 一

ﾚ員用浴室i同   I aゆ  ・㎝

                1
ﾖ  酬同．一   「．マ叫 1・㎝
        一        ．  一 ．  ． 一     一      ．            一 一 一 一    ．       一 一 一     －

@意団道場  同          19．00q   19．000

        「一．．．  一．     一 一一．．．一．一一．一一一一一．．「．

ｨ   置 同    ！ 2α0001 2α000

ﾁ防ポンプ譜図     3㎜1 凱㎜
醐棚離物同   i 笈則1 ・a

一     一 一      一

? 訓    1乳・4・275［名839・17

一r． 2ng 一一

                 第19

（＝）小平分校宿舎（東京都北多摩郡小平町）

土地，建物

名    称 構    造
数

1建
坪」延 1

坪

分校1号宿舎及 1
国ｮ物置 ．一

ｯ2号 宿舎 ｯ
 坪40，000一                一    一一  一     一        ．       ｝一    一一

P5，000

坪40，000

P5，000

．同暢寧害 24，000

合     計
79．oooI  I

79．、

㈱ 分校寄宿舎（東京都北多摩郡小平町）

旧

称 構 造
1坪 数坪

@（A）

V  「  －   ．       ｝ 一  一    一

ﾘ造平家建

．．

u  ．     球』
@  99．166
鴛ﾖ所及洗面所を

釧 杢細読 176，666 250．

（C）
同 1・ 208．2

圃 木造平家建 76，666 140．

｛E｝ 1罐平家建一部刊 114，166 178．91

（F） 木造平家建 42，000 42．

堂 木造平家建 155，750 155．7

廊下 同 36，000 36．

理室 同 38，941 38，941

計ト 1 蹴85司 1，150．35

一239一



（N 本  部⇔ （東京都北多摩郡国立町）

名    称 構    造

坪        数      一        ．     一   一  ． 一  一  一  ．      i

? 坪  延  坪

教室事務室及特
ﾊ教室

鉄筋コンクリート
｢二階建 千引

        鉄筋ゴンクリード                         29．939機  械  室        造平家建    ；
」 ＿   ＿ ＿ r                  ． ． 一            一 ． i ． 一 ． 一 「         一   一  ．  一 一 一  幽 一  ． L 一  「      」  ．  一  ．  一 一 ．       一 圏  一 一  一 一 一 ．

@       2銑93gl

弓道場木造平羅  i 防㎝
一  ＿ ． T  ．■ 「   ．  ．   一一  一  一 一  一 L   －

P   15．500

雨天体操場  同          193・000   193・000

門衛酬同   … ・・∞［ ・㎜
小  使  室 同          21．000   21．000

便  所同   1 1・…i 1・㎜
渡 廊 下 同      5α酬                     1

@ 50．000

庭球部脱衣室  同          28．250   28．250

物     置  同       1   30．000   30．000            L  一

Q」．一．．．．一一一一一．＿．一．

合    計
@       1

       ．        一          一                   一               ．    一               一

P，276．170  1，830．47

（ト）本 部⇔宿舎（東京都北多摩郡国立町）

名    称 構     造
坪        数

建  坪  延  坪        h 」    一    」

講朧宿舎及1木造平家建  轟。。 葡据。。

同13号宿全

@   1同   1 馴  1・㎜同14号 宿舎

一一 240 一

同23－E一宿暑．木造平家建

合 計

 第19 土地，建物

49． ooOl 49． 000

11s． roo1
115． 500

㈱ 本  部⇔寄宿舎（東京都北多摩郡国立町）

坪        数
名    称

@      幽
建 坪陣 坪

蒋宿舎縮二離  1 2、、翻 、89濁
酷a徒購・解耀  1 乳75・i η5・
同   応接室  同       ［   5．250   5．250         ． 罰         一 一  r          －              1食堂及浴室  同                 89．000              1

一L…一一一一＿．．＿＿L．．．． …一．一

@   脇…［

炊事室炊夫到同    組…「 40，000

場
汽罐室及石炭置  同          12．000   12．000

       」
ﾖ  酬同   1 15．000    15．000

                    「
h直室同   ！ 1鯛  16000

@渡  廊  下 同       1  37．750   37．750

@              1
?   計            467。500 712，250

（リ）一橋講堂：（東京都千代田上神田一ツ橋）

名 称  構 造
坪 数

建 坪  延 坪

一 橋

脚轄壁麟二丁タリーN

    lh一 ’一 一i
    鉄筋コンフリートi
講 堂         I
    i造二階建    1
  ．n．T．Lr 一．一LL“． 一 ．． ．．1

 坪 1    坪
237．9431 516．21

     ギャラリー付
      地下室付

i6． ooo1
16． ooO

一241一



・k．

?s士膿鰯タリーN

渡廊副直   1
門衛所i木造平耀 1

    
50．6eo1

6・OOOi

5・ 2rp，i

集会所（旧騰）木造平鍵 …

集  会  室

一ツ橋出張所

書

合

  庫  鉄骨二階建

  訓

（ヌ）一橋宿舎（東京都千代田区神田一ツ橋）

蜷難畔ユ三．

木墜離．．L
        一：

         1

 37． 968i

    E
 16． 660

193．235・

＿＿P＿ 15． 750

579． 4asl

    r

一151LO20地ド室付

     一@ 18．000
n下室付    ■  一

5，250

37．96

@｝ h

33，320

@ 「 － ｝    一

R72，485

@一
30，501

｝，180，760

1．il：：1tailiiiTiiTll：E；：1．．．．．L．…eritf．g．．．．一一．．L’Etr．：．．．igT－Lng．一一．Lpt．［ttfi一一

一橋1騙舎禾轡建tt［27据、。127据、。

同2号宿舎  同

士十号謹舎同

   i
27． OeoI 27． 080

58． 833

同・号宿舗劇同 3． 7roi

58． 83

3．7

合 計1 116． 743 116． 74

O助 向島艇庫（東京都墨田区隅田公園11）

名

称購   訓坪 i

数一  － ． ．

    遣P     1建 坪  延 二

歩 劇讐融リート1  坪214，000
 一 炉   一 7
@坪392，750

家1横二醍  1 32．oool I

68，250

合 計「山一一．u  ．  皿E紙㎝1 461，000

一 242 一

                 第19 土地，建物

㈱富浦海水浴場宿舎（千葉県安房郡富浦町）

名 称 構
   坪
造 一．一一  ．一一

   建  坪

数

延  坪

水泳寄宿舎i木造平家建
        1

物     置 1同
．一一 ?    トー…一．

便    所！同
        ．L r．

渡  廊  下  同

合    計

  坪 1
．．！6r4．2－ro．一．1

，2． am［

 坪
16．4．．250

12． 000

5． oooi

  レー
2・YL

5． 000

2． 500

183． 750i 183．750

名

駅

物

（V）妙高町田山寮（新潟県申頸骨郡妙高高原町）

称  構

室1杢轟難

志木罫家建

渡  廊  下  川

平     計

   働 本  部四宿

   坪
造  ・．．．  ．一一

   建  坪

     79据18

  ［ ε叩・

       3． 758［
   I

   i 89． 3761

舎（東京都北多摩郡国立町）

1一．

 数  ■      一  ．   一

@ 坪116，951

1『       一    「 ．

6，000

R，758

126，709

名    称

       1坪     数構    造 1・一一一．．一   一一．一一．一

@      1建  坪 1延  坪

・A1号一・号…罷暴プロ： 48据、。1 ％彗、。
       、1一一一…． 一 ．

bB・号一14号1；裾≧酷ブロー 覧㈱1 ・・12・
CC15号～22号l  l司  … 4＆080i ％160                     1               f

       ［              I          l
bD23号～28号 ：   同       36．060．  72．120

一243一



CE29号一・・号」。，造二鯉コンクリートプロ

CF35号～釦号 1
一’＝一’u－t

@tm－m一 一一tttt一一ttl

合  計1

同

36． 0601 72． liO

36． Ooo1 72． 120

240．ZroOl 480．800

（ヨ）本部㈲宿舎（東京都北多摩郡国立町）

名

 i
ﾌ  構 ’出

数

凪
建

坪1 1
延

一   －

ﾘ

CG1号～7号
コンクリートブロ

[ツク造二階建 一 ． 一   一      一 ． 一 一 丁       ． ．          馳 「

 坪35，060  坪70．12

同

一一 沿黶 @一
聖）．0701  F

80，140

@」   一
 プロパンガス 1コンクリートブ・

Pツク造平家建一． i
α73・i

0．7

合
 Fv1 i 7鰯・1 150．99

建  物  計 建酬延坪
  坪    坪

10， 792． 740 16， 677． 68

一 24一 ．一一

第20経 費

第20経 費

年   度 経 常 費     L   一  ．

昭 和23
一 ．  一 一   山 ． 「   h   ．  ．  一  一 一 ．    『

@    1ろ脚劉 @   円17，651，600     円
黷R5，325，33  一 ．  一 『

昭和241        しP 4融52乳7舘1       一    3，817，4531

鼈黶D．一．．．

Q．．．一．一．． 1．．一一
53，340，214
@一 一     一 山 一    一  一   一  ．

ｺ 和 26

   63，048，846」  「   一  一 ｝ 一 一 一 一 一     ．   ．

@  94，162，7741        ト

6，177，465；…．…．一一．19，632，071I    I

69，226，311

@．       一

P03，794．84

昭和271      レP1ろ871・3141     －  ．  一      ．

132，058，459

@      i昭 和28

〕 1〔双04⑤430
       1

168，119，

ｺ 和 29
     i
P70，332．2741

    ，、  一．一一 ．

@   卜S，092，200 174，424．47

年 度国立学校蕪附置列螂本省吟 計
昭和3・L 15S，・S2S，、尉1騨濁1

昭和3ユ m16塑555L2騨牙噌
r’ 一’

．zg，晃I17，15Z。男

昭和32117嬉07融rて？136r騨1．’師oool卿7名97

昭和33      654， 20011 214， 531， 58189， 052， 2461 24， 825， 1381

   1m． ’ ．L一一

633， 4151 188， 7eo， 97

  1L

昭和34211，293，191．28， 146，180圏

昭和互・函62・1・；・隣241，5821『

959， 850i 240， 399， 221

815， 650 262， 681， 7

一一 245 一


